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フランスと⽇本のスタートアップに対する政府の⽀援について 

G o v e r n m e n t a l  s u p p o r t  f o r  S t a r t u p  C o m p a n i e s  i n  F r a n c e  a n d  J a p a n  

⼀橋⼤学 経済学部 2 年 ⾓⽥みなみ 

１ .  はじめに 

 本論文ではフランスと日本におけるスタートアップに対する政府の支援策に

ついてまとめ、その上で今後の日本政府がどのようにしてスタートアップ支援

に取り組んでいくべきかを考察する。スタートアップとは、近年広がりを見せ

る、先進的な分野や未開拓な分野での商業活動を行い、大きな利益を上げる事

を目的とした企業である。現代では日本でのスタートアップ発展の遅れにより

日本と世界の差は広がっていると考えられており、実際、経済産業省のデータ

によれば株式市場のパフォーマンスにおいて、米国スタートアップである

GAFAM を除くと日米の成長に大きな差はないとあり、スタートアップは日本の

経済成長に不可欠な、重要な研究対象である。本論文では、近年スタートアッ

プを政府の支援により急成長させたフランスに焦点を当て、日本の取り組みと

比較する。 

 

２ .  スタートアップの現状 

  2 - 1  ス タ ー ト ア ッ プ と は  

 まず、本論文におけるスタートアップの認識について記述する。現在スター

トアップに関する具体的かつ厳密な定義は定まっていないため、国や業種によ

って異なる定義が使用されていることが多い。本論文においては、スタートア

ップの範囲を広く捉え、東京大学でスタートアップを支援する活動を行ってい

る馬田隆明の資料にあった「急成長する会社」 (馬田  2 0 2 1 )、という文言を基

本として考える。その他にも特筆するべき特徴として、スタートアップは通常

の会社よりもリスクが大きく、初期段階では何らかの団体から資金援助を受け

る必要がある。同様の性質を持った企業としてベンチャー企業があるが、スタ

ートアップはベンチャー企業よりも更にリスクの高い分野に取り組んでいるこ

とが多い。  

 例として、日本では無料ニュースアプリのスマートニュース、不要品の出品

や購入が可能となるメルカリなどが特に有名であり、メルカリは国民の８人に

１人が利用しているなど、スタートアップはすでに日本国民の生活に深く関係

している。 
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図  １  S m a r t N e w s  ロ ゴ マ ー ク  

図 ２ メ ル カ リ  ロ ゴ マ ー ク  

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 - 2  近年のスタート アップの発展と現状について 

 それでは、スタートアップについての発展と現状を、世界的な観点から見て

いく。成功したスタートアップであるユニコーン企業は、正確には「評価額が

1 0 億ドル以上、設立 1 0 年以内の非上場のベンチャー企業を指」す ( S M B C 日

興証券 )。 2 0 1 3 年時点では 4 社のみであったが (文部科学省 2 0 1 9 )、 2 0 2 3 年

では 1 2 2 1 社 ( C B  I N S I G H T S  2 0 2 3 )となっており、ここからスタートアップ

企業が直近 1 0 年で非常に増加していることが考えられる。  

 本論文にて主に比較するフランスと日本のスタートアップの状況についても

少々取り上げる。 2 0 1 8 年までのフランスと日本のユニコーン企業の数はフラ

ンスが 3 社、日本が 1 社と共に少なかったのにもかかわらず、現在のフランス

のユニコーン 2 5 社に対し日本は 7 社と少なく ( C B  I N S I G H T S  2 0 2 3 )、  両国の

差は大きく開いた。 2 0 2 2 年の名目 G D P が日本は 4 2 , 3 11 億ドル、フランスは

2 7 , 8 2 9 億ドルであり (外務省  2 0 2 3 )  、経済規模と照らし合わせても、  日本よ

りもフランスの方がスタートアップ及びユニコーン企業の排出に成功している

と思われる  

  2 - 3  アメリカのスタートアップの現状と日仏比較の意義 

 なぜアメリカや中国など、スタートアップにおいて現在トップレベルに当た

る国と日本を比較しないのかを示すため、まずはアメリカのスタートアップの

現状や取り組みを取り上げる。 

 アメリカは現在世界で最もスタートアップが盛んな国の一つであり、フラン

スや日本と大きく状況が異なっている。冨田英美によれば、アメリカのスター

トアップは豊富なベンチャーキャピタルによって支えられており、スタートア

ップエコシステム(スタートアップを含む周辺的な環境)において人材、資金、

支援機関のどれもが豊富に存在する。主な政策支援制度として S B I R（中小企

業技術革新プログラム）があり、リスクの高いイノベーションアイディアに対

し政府が資金を提供している。また、 I - C o r p s プログラムでは大学の研究者

の企業の準備を整えている (冨田英美  2 0 1 7 )。 
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 このように、アメリカでは既にスタートアップエコシステムが十分に完成さ

れているため、フランスや日本とは異なり、通常のベンチャーキャピタルを支

援するのではなく、ベンチャーキャピタルがリスクの観点から投資できないよ

うな危険のあるスタートアップへの投資に集中することが出来る。また、スタ

ートアップの教育に大きな時間と金額を費やせるのも、エコシステムが完成さ

れていることにより、起業家のモチベーションアップや、スタートアップへの

期待の大きさから多くの援助や投資が集まることに起因しているように思われ

る 。そのため、日本とは行っている取り組みに根本的な差があり、日米比較

を行うよりも日仏比較を行う方がより日本がすぐに取るべき方策についての分

析が行えると判断している。 

 

３ .  フランスにおけるスタートアップへの政府による支援 

  3 - 1  フレンチテックとは 

 フランスはどのようにして、短期間でスタートアップを急増させることがで

きたのだろうか。  フランスの特徴は、政府がスタートアップ  支援を経済  経済

政策の重要な取り組みの 1 つとして  行ったことが挙げられる。  

 フランスにおけるスタートアップへの経済支援の大きな取り組みの一つとし

てフレンチテックが挙げられる。フレンチテックとは、フランス政府によるス

タートアップ支援プロジェクトの名前である。通常、スタートアップへの経済

支援はベンチャーキャピタルという企業が投資する形で行われることが多いが、

フランスにおいてはそれだけではなく、政府が金銭面や制度面でスタートアッ

プをサポートしている。フレンチテックの公式サイトによれば、この活動はフ

ランスをグローバル企業の立ち上げと成長に最も適した場所のうちの一つにな

ることを目的としており、スタートアップ、投資家、政策の立案者、コミュニ

ティビルダーなどを結び付ける点で特有の運動だと言っている ( L A F R E N C H  

T E C H  2 0 2 3 a )。  

 本論文ではフレンチテックにおけるいくつかの具体的な政策について述べ、

その影響を考察する。ここでは 3 つの観点からスタートアップへの支援政策を

見ていく。  

a）個々のスタートアップ (特に上位層に向けて )のサポート  

 個々のスタートアップへのサポートとして挙げられるのが F r e n c h  Te c h  

N e x t 4 0 / 1 2 0 という取り組みである。これはフランス政府がこれまでの経済実

績などを基に 1 2 0 のスタートアップを選定し、 1 年間集中的なサポートをする

というものである。このサポートとは、後述するフレンチテック特派員にも関

連するマネージャーが付く他、法的な規制に関する問題を監視し問題に対する
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支援を行う、資金調達や採用に関するイベントへの参加やフランス国外のコミ

ュニティと関りを持つことなどである ( L A F R E N C H  T E C H  2 0 2 3 b )。これらサ

ポート、特に法規制に関するものなどは一国の政府が主導しているからこその

サポートであると考察する。  

 

ｂ）政府とスタートアップの連関  

 フランス政府がスタートアップとの関係を密にするための取り組みの一つと

して、F r e n c h  Te c h  G o v e r n m e n t  C o r r e s p o n d e n t s  N e t w o r k が挙げられる。こ

れはスタートアップと政府機関のつながりを合理化するための取り組みである。

具体的には、フランスの各関係省庁や銀行などの公共サービス団体など 4 0 名

を超える特派員によってこのネットワークは構成されており、スタートアップ

が関係する法律や規制に関して具体的な情報を入手できる、政府機関とのビジ

ネスの機会が得られるなどの恩恵がある ( L A F R E N C H  T E C H  2 0 2 3 b )。この取

り組みはフランス政府のスタートアップに対する取り組みがフレンチテックの

名のもとに一元化されていることを示していると捉えられる。事実として、

「資金補助や投資環境の整備といったスタートアップ企業を支援する取組その

ものは、各担当省庁や地方自治体ごとにフレンチテック以前より存在していた」

(自治体国際化協会 2 0 2 1 )とあり、フレンチテックが包括的な取り組みとし

てまとめ直されたものであることが推察できる。  

 

ｃ）他国に向けた取り組み  

 フレンチテックがターゲットとしているのはフランス国内だけではなく、海

外拠点を設置してフランススタートアップの海外進出をサポートする他、海外

スタートアップがフランス市場でビジネスを行うことに対しても援助を行って

いる。このような取り組みの一環として行われているのが F r e n c h  Te c h  Vi s a

である。これはフランスでスタートアップを行う海外の従業員、投資家、創業

者などに向けて 4 年間有効なビザを発行するサービスであり、通常のスタート

アップビザと異なり大学卒業証書が要求されない ( L A F R E N C H  T E C H  2 0 2 3 b )。

これにより国外からの技術者や投資家がフランススタートアップに参加しやす

い土壌が形成されており、フレンチテックの狙いであるフランスをグローバル

企業の活発な国にしたいという点を表現している制度だと考えられる。  

 

  3 - 2  フレンチテックの影響 

 これらフレンチテックの活動の影響は、様々な面で表れている。フレンチテ

ックが開始されたのは 2 0 1 3 年だが、 2 0 1 8 年には家電見本市「コンシューマ
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ー・エレクトロニクス・ショー」に出展したフランス企業数は米国に次ぐ第 2

位であり、スタートアップ企業の数が前年の 1 7 8 社から 2 7 4 社に拡大した

( J E T R O  2 0 1 8 )。  

 F r e n c h  Te c h  N e x t 4 0 / 1 2 0 の現在までの実績としては、これらの企業がすで

にフランス人の生活に根付き、重要な地位を獲得していることが挙げられてい

る。 I F O P によるフランス人 1 0 0 0 人に対する調査の結果、フランス人の内

6 2％がこのプログラムに加入したスタートアップのサービスを月に 1 度以上利

用しているという ( L A F R E N C H  T E C H  2 0 2 3 a。スタートアップ企業のほとん

どは歴史が浅いため、短い年数の中でこれだけのシェアを誇ることが出来てい

るのは、イノベーションを基本とし、未開拓の市場をターゲットとするスター

トアップの特性と、それに伴う法規制などの諸問題を迅速に解決する姿勢を見

せるフランス政府の取り組みによるものだと思われる。  

 

  3 - 3  フレンチテック以外の取り組み 

 ここまでフランスにおけるフランス政府の取り組みとしてフレンチテックの

みを紹介してきたが、その他の取り組みの例としてフランス公的投資銀行の活

動について述べる。自治体国際化協会の調査によると、フランス公的投資銀行

は中小企業の支援を目的として設立され、スタートアップに対する支援やファ

ンド等への出資を通じて間接的にスタートアップ企業を含む中小企業等へ出資

を行っている (自治体国際化協会 2 0 2 1 )。通常スタートアップ企業は政府か

らの補助金などを除けばベンチャーキャピタルなどのファンドより資金援助を

受けて資金調達をするが、フランスの場合にはそのファンドにも積極的な出資

を行っているため、フランスにおけるスタートアップ企業への政府の資金援助

は直接的な金額よりもさらに多くなる。  

 本論文では政府による取り組みに主に注目するため、民間の取り組みなどに

ついてはあまり取り上げない。しかしながら、フランスにおけるスタートアッ

プの盛り上がりを示すとともに、政府とも関連する施設があるため言及する。

その施設はパリにある S t a t i o n  F  であり、世界最大級のスタートアップキャン

パスである。ここでは多くの起業家を受け入れているほか、様々なサービス、

スタートアッププログラム、ワークショップなどを内包しており、起業家やス

タートアップが他のスタートアップと交流を深め、ベンチャーキャピタルとも

容易に交流できる。この施設にもフレンチテックの関連団体がおり、公共サー

ビスに関するサポートを行っている ( S t a t i o n  F  2 0 2 3 )。  
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４ .  アジア諸国におけるスタートアップへの政府による支援 

  4 - 1  日本の取り組み 

ここではまず日本におけるスタートアップの政府による支援をまとめる。こ

こからの日本政府のスタートアップ支援の内容については経済産業省スタート

アップ支援策一覧を参考にしている。  

a )個々のスタートアップ (特に上位層に向けて )のサポート  

 日本には J - s t a r t u p と名付けられた支援策があり、「世界で戦い、勝てるスタ

ートアップ」の創出・育成を官民を挙げて集中支援」 (経済産業省  2 0 2 2 )する

ものだと述べられている。まずトップベンチャーキャピタリストなどが企業を

推薦し、その推薦内容を基に外部の審査委員会が J - S t a r t u p の「特待生 ( J -

S t a r t u p 企業 )」を選定する。選定された企業は民間、政府の両面から支援を受

けられる。政府からの支援としては J - S t a r t u p のロゴが使用可能になる、国内、

海外イベントへの参加が支援される、規制等に対する要望への対応があるなど

の支援がある ( J - S t a r t u p  2 0 2 3 )。規制に対する要望への対応などが支援内容に

含まれており、F r e n c h  Te c h  N e x t 4 0 / 1 2 0 と同様、政府でなければ提供するこ

とが非常に困難なサポート内容であると思われる。  

 

ｂ）政府とスタートアップの連関  

 経済産業省はスタートアップの支援策をホームページにて公開しており、起

業を目指す者から投資家、研究機関、自治体などに融資や補助金、規制改革な

どの様々な支援策が存在する。フランスの場合は F r e n c h  Te c h  G o v e r n m e n t  

C o r r e s p o n d e n t s  N e t w o r k などを中心として、スタートアップへの政府による

サポートのほぼ全てがフレンチテックにまとめられている。しかし、日本では

支援策の一部が経済産業省により一覧としてまとめられているものの、全てを

網羅はしていない点で異なっていると推察できた。  

 

ｃ）他国に向けた取り組み  

 ジェトロのスタートアップ支援課はグローバル・アクセラレーション・ハブ

という世界に 2 9 存在する海外拠点にて現地のビジネス環境についての情報提

供やコワーキングスペースの提供等を無料で実施している。また、 J - B r i d g e

というビジネスプラットフォームでは国内企業と海外企業の連携のための取り

組みが実施されている。一方で、スタートアップビザは存在するものの、国の

認定を受けた自治体においてしか認められず、現在は条件が厳しいものになっ

ており、新制度ではこれらが全国展開され、6 か月前倒しで獲得可能になると

いう。  
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５．  日本の今後の取り組みについての考察 

  5 - 1  日本の現状とフランスとの比較 

 日本の今後の取り組みについて考察をするにあたり、日本のスタートアップ

の現状を把握することから始めたい。現在の日本のスタートアップは世界と比

べ遅れているのが現状だと言える。初めに述べたユニコーン企業の数の少なさ

だけに留まらず、スタートアップに関わる全体的な環境 (スタートアップエコ

システム )に問題があると言える。このスタートアップの現状について、日本

では様々な省庁が見解をまとめているため、まずはそれらの共通点をまとめ、

共通する問題点を洗い出す。  

 まず、経済産業省によれば、「我が国のスタートアップエコシステムは、人

材・事業・資金の各面で課題があり、さらにそれぞれの課題が相互に絡み合い、

好循環が生まれていない状況」 (経済産業省  2 0 2 2 a )だという。起業家の社会的

な地位に対する評価が他の先進国と比べて低い他、労働市場の硬直化や助成金

の少なさ、技術力が事業化につながっていない点などが挙げられている。  

 次に、特許庁の分析について確認する。特許庁未上場スタートアップ、新興

市場に上場したスタートアップ、買収により子会社化されたスタートアップに

ついてそれぞれ分析し、支援プログラムについても分析を行っていた。主な省

庁、公的機関によるスタートアップ向け支援プログラムについては、会社設立

後・事業化前を対象としているものが中心であり、設立後・事業化後に分類さ

れた支援プログラムには中小企業一般を対象としたものも含まれていることか

ら、スタートアップの E X I T 等を見据えた支援策は限定的であるとまとめられ

ていた (特許庁  2 0 2 1 )。  

 最後に、内閣府の調査について確認する。内閣府は現在の日本には技術力が

あるにもかかわらず、それがスタートアップに結び付いていないとし、大型投

資が少ないため、大学を中心としたエコシステム強化の必要性があるとまとめ

ていた (内閣府  2 0 2 2 )  

 これらの日本の省庁による現状のまとめの共通点を分析した。結果、日本は

技術力はあるもののそれをスタートアップとして事業化することが出来ていな

い。そしてその背景には支援や投資が少額となっている要因もあるため、重要

となる大学発のスタートアップも含めたエコシステムを強化していくことが重

要である。といった内容が概ね共通の現状分析と課題であるように推察した。  

 では、フランスのスタートアップにおける現状を日本の現状と比較する。ま

ず、フランスでは先述したような S t a t i o n  Ｆを始めとした様々な民間のスター

トアップ向け施設やプログラムがあり、それらが政府と相互に関連して活動し

ている他、政府が 7 0 億ユーロのスタートアップ企業支援を発表するなど
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( J E T R O  2 0 2 3 )、スタートアップを取り巻くエコシステムが成長しているため、

良い傾向の変化であると考えられるだろう。  

 

  5 - 2  日本の取り組みの考察 

 これまでの情報を踏まえ、日本はスタートアップ事業に関して今後どのよう

に取り組むべきかを考察する。第一に、大まかな方針として、日本はフランス

がこれまで行ってきた取り組みを参考にするべきだと考える。第４章の内容か

らも分かる通り、アメリカなどのスタートアップ先進国には既に強固なスター

トアップエコシステムが形成されており、それに対して日本は現状スタートア

ップエコシステム自体に課題が多い状況である。このような状況でスタートア

ップ先進国と同様の政策を強行したとしても、それらはスタートアップエコシ

ステムを前提として、それを補強するような政策の可能性が高く、日本におい

ては意味をなさないと考えられる。一方、フランスはアメリカや中国などのよ

うにスタートアップ先進国と呼ばれているわけでは無く、近年になってスター

トアップ事業が盛んになってきた国だと考えられる。つまり、近年のフランス

はスタートアップエコシステムを強固にし、発展させるような政策を取ってき

たと考えることが出来るため、これからスタートアップエコシステムを強化し

ていきたい日本の学ぶべき相手であると考えられる。  

 本論文では、大きく 3 つの取り組みをしていくべきだと考察した。  

 1 つ目はスタートアップ事業の一元化である。第五章一節にて多くの省庁が

日本のスタートアップについての現状を調査していたように、現在日本では多

くの省庁がスタートアップ事業に関する調査、取り組みを行っており、非常に

煩雑である。例を挙げると、本論文で参考にした経済産業省スタートアップ支

援策一覧では各支援策の下部にどの省庁、団体が支援策を受け持っているかと

その連絡先が示されているが、それらの種類は多く、複雑な印象を受けた。一

方、フランスではフレンチテック以前までのスタートアップ支援政策がすべて

一元化されるだけでなく、銀行からの資金援助の面でも一元化されており、政

府によるスタートアップ支援に関しては全てフレンチテックの公式サイトを見

るか、そこに示されたフレンチテックの連絡先に連絡するだけで良いようだっ

た。後述するが、スタートアップの活性化において海外からの参入は大きな利

点があると私は考えており、支援制度が複雑であることや、複数の省庁により

情報開示が行われていることは海外の起業家にとって大きな障壁となると考え

られる。スタートアップ事業の一元化には、このような不利益を減少させるだ

けでなく、大きな利点もあると考える。それはブランド戦略だ。フランスはフ

レンチテックやそのロゴマークをブランドとして扱っており、フレンチテック
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は政府の行う活動全てを内包しているため知名度も高くなりやすい。そのため

F r e n c h  Te c h  N e x t 4 0 / 1 2 0 に選ばれたスタートアップがそのロゴマークを使用

することによる恩恵も大きくなる。一方、日本での類似した取り組みとしては

J - s t a r t u p が挙げられ、こちらも F r e n c h  Te c h  N e x t 4 0 / 1 2 0 と同様にロゴマー

クの使用が可能になるものの、日本では J - s t a r t u p は政策の内の一つでしかな

いため知名度が低く、ブランドとしての恩恵を受けられない。煩雑さの解消と

ブランドイメージによる利点のため、日本のスタートアップ事業を一元化する

ことは非常に有用であると考察した。  

 2 つ目は海外起業家、海外スタートアップに関する支援である。現在の日本

はスタートアップエコシステムが不十分であるため、他国と比べスタートアッ

プ市場の盛り上がりに欠ける。国内のスタートアップを成長させていくことは

最終目標の一つであろうが、現状それだけを目的とした政策は効果が薄いと考

えられる。そこで、フランスのようにスタートアップビザを取りやすくする他、

スタートアップの成長の助けとなる政策を行うことで、海外からスタートアッ

プや起業家を呼び込み、日本でビジネスを行ってもらうことで日本のスタート

アップエコシステムを活性化させることが出来るのではないかと考える。日本

では現在スタートアップが他国と比べて遅れている現状にあり、裏を返せばス

タートアップ事業がこれから発展していく余地を多く残した国である。適切な

政策支援やプロモーションを行えば日本でスタートアップビジネスを行いたい

と考えるようになる起業家は多いのではなかろうか。  

 3 つ目は日本の大学スタートアップに対して支援を行うことである。日本は

現状、技術はあるがそれをスタートアップなどの事業にすることが出来ていな

い現状にある。それらの技術をスタートアップとして事業化するには特定分野

の知識を高度に有した人材が集まる大学という場所は非常に適しているであろ

う。具体的に大学のスタートアップに対しての政策としては、スタートアップ

の初期段階に対しより多くの支援をするべきだと考えている。現在の日本では

特に初期の不安定な段階に対しての投資が少なく、そのようなリスクの高い初

期段階への投資は国が率先して行うことで支えていくべきだと考察する。  

 

６ .  結論 

 本論文ではフランスと日本におけるスタートアップに対する政府の支援策を

まとめ、その後日本がどのような政策でスタートアップを支援していくべきか

を考察した。その結果、フランスは一元化したブランド戦略や積極的な海外企

業の呼び込みによってスタートアップエコシステムの確立に至ったのに対し、

日本は技術はあるものの事業家に結び付かず、政策が効果を発揮していないと
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いう現状が分析できた。アメリカというスタートアップ先進国の現状の政策が

完成されたスタートアップエコシステムを前提としたものであることを考え、

日本はフランスの政策を見習い、事業を一元化し、海外事業を呼び込む他、日

本の強みである大学の高い技術を活かせるように大学スタートアップに対して

更に大々的に政策支援を行っていくべきだと考察した。  
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パリ郊外での事例を通じた東京郊外における団地の⾼齢化問題 

に対する⽅策についての考察 

C o n s i d e r i n g  H o w  t o  S o l v e  t h e  P r o b l e m  o n  A g i n g  w i t h  P u b l i c  H o u s e s  
i n  t h e  S u b u r b s  o f  To k y o ,  R e f e r r i n g  t o  t h e  P r o b l e m  i n  S u b u r b s  o f  P a r i s  

２年・経済学部 神⾕孔⼠朗 

1 .  はじめに 
今日、日本では高齢化に伴うコミュニティの崩壊が叫ばれているなか、首都

である東京でもその影響が見られ始めている。その代表例であるのがニュータ

ウンや社会住宅などの郊外団地である。高齢化に伴って空き家が増えること、

すなわち人口が減少することで近隣商業地域の衰退が起こる。地域商業地域の

衰退は住環境の低下に直結している。また小中学校も遊休化しており、多摩地

域では 1 9 9 4 年から小中学校の数は減少していき、 3 7 校から 2 6 校になった。

これらは総じて、若い家族世帯の転入を妨げとなっている原因といえる。地域

コミュニティは自治体・町内会などにより支えられており、これが機能しなく

なることは安心した生活を脅かすと考えらえるため、高齢化を食い止めること

はニュータウンの将来にとって不可欠なことだといえる。そのために、ニュー

タウン各地では住民活動の活性化や施設のバリアフリー化、物流・交通の便の

改善といった対策を講じてきたが、高齢化率の低下には大きく寄与していない。

これは現在住んでいる人に対する対策であるため、若い人が転入するだけの魅

力がないことが原因である。それゆえ、ニュータウンの少子高齢化に対して若

い世代の誘致が目下の課題となっている。また郊外に問題を抱えているという

点で似ている都市がフランスの首都パリだ。二つの都市は、規模の点でも近い。

まずパリの都市の面積について見てみる。パリ市内は 1 0 5 . 3 ㎢であり、近郊と

呼ばれるの地域は 6 5 7 ㎢、遠郊を含めると 1 2 , 0 1 2 ㎢となる。一方東京は、都

心８区が 1 0 9 . 9 ㎢、東京２３区で 6 2 1 . 3 ㎢、東京大都市圏で 1 3 , 5 7 2 ㎢である。

両者の都市の規模は非常に近しいことから比較対象として適当だと考える。し

たがって、私はこの二都市に関してその来歴から特徴を比較しつつ、問題が深

刻化している郊外に焦点を当てて社会住宅の役割と現状をまとめた後、今後の

在り方を再度確認したい。 
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2 .  東京に関する事例 
2 -1   東京の都市計画 

東京の都市計画は 1 9 5 8 年に告示された第一次首都圏基本計画に始まる。戦

後の経済復興により首都である東京に人口が流入したと同時に、政治や経済の

中心としての機能を十分に備えた首都圏の必要性が増したことで、 1 9 7 5 年を

目標とした大規模な首都圏構想を打ち立てた。 1 9 4 4 年にイギリスで策定され

た大ロンドン計画を参考にしたこの計画では、指定区市において「人口増加の

原因となる大規模な工場や大学などの新設や増設を制限する一方で、人口密度

や土地利用形態の適正化を図るため、交通施設を整備すると位置づけた。」（吉

田樹  2 0 1 4）その周辺部である近郊地帯はスプロール現象を抑えるためグリ

ーンベルトを指定した。同時に工業団地を新設することで都心部への一極集中

を緩和させようとした。しかしこの計画は失敗に終わる。原因としてあげられ

るのは想定を超える首都圏人口の増加であった。策定をした 1 9 5 8 年では目標

年次とされた 1 9 7 5 年の首都圏人口を 2 , 6 6 0 万人と想定していたが、たった 4

年後の 1 9 6 2 年の段階ですでに 2 , 8 2 0 万人に改定する必要があり、計画の再立

案が必要となった。さらに計画の主目的であった首都圏の人口抑制の計画に対

しても破綻が生じていた。そもそも大規模な工場や大学などを郊外へ移転させ

ることで人口を分散させようとしていた。しかし、これらの跡地が高度利用さ

れると中枢業務機能の集積によって過密化が促進されることになる。同時に郊

外へ移転された工場を管理する都心の業務機能が強化されることで産業の集中

が生じた（吉田樹  2 0 1 4）。 

計画の根本から破綻していった第一次首都圏構想計画に代わり、 1 9 6 8 年に

第二次首都圏基本計画が策定された。第一次首都圏構想計画と同様の 1 9 7 5 年

に目標年次を設定したこの計画だが、規模は東京都を中心に千葉県、神奈川県、

埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県の８都県を対象としたさらに大規模

なものだった。多摩ニュータウンや港北ニュータウンなどといった市街地では

住宅を主体に整備され、東京寄りの千葉や埼玉には高層マンションを主体とし

た新市街地が開発された。混雑緩和を目的とした環状道路の建設や、運行本数

を増やしたり、快速などを導入したりしてオフィスや学校がある都心・副都心

への電車によるアクセスの利便性向上が行われた。  
 

  2 - 2  東京の郊外 

1 9 8 0 年ごろまでの日本における高度経済成長に伴い、首都圏をはじめとす

る大都市圏に人口の流入が起こった。その大量の余剰人口の受け皿となったの

が郊外に設置された住宅地であった。そこには 1 9 3 0 年から 1 9 5 0 年代生まれ
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の親世代が入居した。特に夫が高学歴なホワイトカラー、妻が専業主婦である

核家族世帯が中心であり、郊外住宅地は中・上流階級が大半の空間であったと

言える（中澤高志  2 0 0 8）。 

東京都市圏には都心部や郊外の各地域に中心となるような街がいくつか存在

して、それを中心にして交通網が広がるという特徴がある。さらにそれらの各

都市をつなぐことで交通網は郊外まで隈なく続き、およそ一時間以内で家と職

場を繋いでいる。このようにして都心圏全体に広がった交通網だが、一つ一つ

詳しく見ていくと、やはり混雑を緩和するために東京都心から放射状に延びる

道路や鉄道の整備が優先されてきた。そのため郊外から都心という人の流れは

さらに規模が大きくなり、職住分離のため主に鉄道網を用いて通勤・通学する

サラリーマンなどの一般家庭が大多数を占める均質な空間を作っていった。 

郊外にはこういった比較的戸建て住宅の多い住宅地のほかに、 2 - 1 で述べた

第二次首都圏基本計画の際に建設された団地も多く存在している。こういった

団地はニュータウンと呼ばれ、所謂サラリーマン家庭が多く移り住んだ。高度

経済成長による平均所得の増加と都市部への人口流入によりニュータウンは作

れば売れる状態であったためコストを削減し、代わりに量が優先されたことで

安価な郊外にその多くが建てられた。この傾向は 1 9 9 0 年ごろまで続いたがバ

ブル経済の崩壊により需要が激減した。一連の流れからニュータウンでは人口

構成に大きな偏りが生まれ、人口ピラミッドを見てみるとベビーブーム世代で

あ る 6 5 歳以上 の割合が 大 き く 、町全体 と し て 高齢化し て い る（内閣府 

2 0 11）。 

バブル崩壊後からは都心部に分譲マンション供給の流れを見せ、 1 9 9 1 年の

4 . 7 千戸から 1 9 9 9 年から 2 0 0 5 年にかけて 3 万戸を上回って推移した。これに

伴い、マンションの価格は平均 5 千万円に引き下がる一方、住戸面積は拡大し

ている（内閣府 2 0 11）。また、東京の国際競争力を強化するために、環状メ

ガロポリス構造の東京が計画された。ここでは「首都を担う東京圏の中心で、

日本の政治・経済をけん引する工事の中枢管理機能のほか、居住機能をはじめ、

商業、文化、交流など多様な機能の集積により、総合的に国際的なビジネスセ

ンター機能を担う」センター・コアと呼ばれる地域を中枢とし、 2 0 0 2 年ごろ

から都市再生緊急整備地域が指定・拡大された（東京都  2 0 0 9）。これを受け

て民間による商業施設やマンションの建設が増加したことから都心回帰の傾向

もみられるが、依然として都心部よりも郊外のほうが抱える人口が多い。 
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出典：東京都（ 2 0 0 1） p . 3  

東京都市圏全体として人口流入の傾向があり、都心回帰とはいえ流入してく

る人の多くは郊外に住まいを持つため郊外人口は着実に増加している。その一

方で年を経ると自然に世代交代が起こるがニュータウンでは初期に入居した人

はすみつづけて若い人は入居したがらないため必然的に高齢化が進んでいると

いう問題も発生している。 

 

2 - 3  東京の社会住宅 

高齢化が問題となっているのはニュータウンに限ったことではなく、同じ頃

に建てられた社会住宅にもこれは言える。 1 9 6 5 年に地方住宅供給公社法が成

立、その後公布・施行された。「地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地

域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金

とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供

する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること

を目的とする」 (地方住宅供給公社法)とあり、これを受けて東京都にも東京

都住宅供給公社 (T K K 東京 )が設立された。T K K 東京が運営するアパートが都

営受託であり、低所得者層の受け皿としてはたらいている。そのため都営住宅

には入居条件が存在し、原則として所得が低く住居に困っている人しか入居で

きない。そんな中、都営住宅では高齢化や空き部屋が問題になっている。都営

住宅には約 2 6 万戸あるが 6 5 歳以上の高齢者世帯が 7 割を占めている。現在あ

る都営住宅といった公営住宅のうち約 7 割が築 3 0 年以上で、老朽化や立地の

悪さが目立つ。 2 0 2 0 年度末には入居者を募集中にもかかわらず 1 年以上空室

になっている部屋は 4 6 , 7 5 8 戸で、これは 2 0 11 年度の 2 倍以上になっている

（藤垣洋平ほか 2 0 2 2）。これらの問題によって地域の防災訓練や清掃が行え

なくなった事例が増えてきた。そのため、高齢化や空き部屋問題を解決しよう
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と各団地で独自の施策が見られる。ある団地では、大学と提携して地域活動の

参加を条件に学生の一人住まいを許可した。高齢化や空き部屋の増加により地

域のコミュニティの維持に生じていた困難を改善する狙いがあるという。また、

東京都北区にある桐ヶ丘一丁目地区では高齢化や周囲との孤立が進んだため、

建替え事業を通して地域コミュニティをハード面から再興する計画を打ち出し

た。北区桐ヶ丘一丁目まちづくりプロジェクト事業実施方針によると「建替事

業により創出されただ規模な用地を活用し、区民センターなどの公共サービス

や商業、医療、福祉などの生活利便機能の集積を促進」して「生活拠点の形成」

を図りつつ「高齢化の進展など人口構成の不均衡などにより懸念される地域コ

ミュニティを活性化し、賑わいを再興する」ことを目的としている。これから

はあらゆる世代にとって過ごしやすく、中流階級も取り込めるような「まちづ

くり」を公営住宅は目指すべきであろう。  

 

 
3 .  フランスに関する事例 
3 -1  パリの都市計画 

フランス・パリの都市計画の歴史は近世にまでさかのぼる。十九世紀前半か

らフランスにもたらされた産業革命によりパリ市内の人口は急増した。中世以

来城塞として機能していたパリ旧市街はその特性上、道路が狭く曲がりくねっ

ていて、それゆえ道路の両側に密集するアパートは日も当たらず風通しも悪い

非衛生的な様子であった。さらに狭い道路には人や馬車による交通渋滞も頻繁

に起こっていた。そのような当時のパリの状況を受けて、都市改造計画案が持

ち上がっており、ナポレオン・ボナパルトが皇帝に即位した 1 8 5 3 年、事実上

の独裁となったことによりその強権を用いて、当時新たにセーヌ県知事となっ

たオスマンが主導の下、都市改造計画は実行された。当時の記録によると、計

画が行われた 1 7 年間でおよそ当時の国家予算の 1 年分となる 2 5 億フランの公

的資金が、民間資金を含めると 1 0 0 億フランが投入された大規模な事業だっ

た。この計画において中心とされたことは、計画の三原則として掲げられてい

た街路整備に際して古い道路の拡張と直線化を図ること、幹線道路は複線化す

ること、重要な拠点は斜交路で接合することだった。実際にパリ市内の路地の

7 分の 3 と家屋の 6 割が取り壊されて、三原則に則って計画が進められた（一

般社団法人大都市政策研究会大都市政策研究班  2 0 2 1）。こうしてパリの中心

部は幅の広い幹線道路や高さ制限された調和の取れた街並みが形成された一方、

郊外は計画都市とは程遠いものになり、中心部と郊外の役割が明確化したと森

は指摘されている。これを説明するために 3 つの観点から両者の特徴を見てい
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く。一つ目は都市内の設備自体の役割である。パリの中心部は道路整備、上下

水道といったライフラインや劇場などの文化施設、緑地スペースなどが整備さ

れた。その一方、郊外には化学工場など汚染が激しい工場や伝染病院、精神病

院、墓地といったパリが都市としての機能を果たすためには必要だが、環境や

景観の面から市内には設置したくないものが設置された。これら設備は市内か

ら郊外に移設されているものがほとんどで、郊外を掃きだめのように扱ってい

ることが見て取れる。二つ目に挙げられるのが都市計画の方向性である。綿密

な計画の下で実行されたパリの再開発とは対照的に、パリ郊外では都市計画そ

のものが存在せずに、パリ市の必要に応じた無秩序な開発がすすめられるスプ

ロール現象が起こった。三つ目は住民構成である。都市改造計画の際に解体さ

れた家屋や路地の大半は中心部の貧しい労働者集住地区であった。彼らが立ち

退きを命じられ、中心部から排除されたことで、郊外には労働者が多く住むよ

うになった（森千香子  2 0 1 6 ,  5 5 - 5 6 頁）。これらの特徴は今なおパリ郊外に

色濃く残っており、郊外の生活に影を落とす原因となった。 

 
3 - 2  パリの郊外 

パリ圏は 1 , 0 0 0 万人を超える人口を抱えており、ヨーロッパでも最大規模の

都市圏であるが十九世紀に行われた都市改造計画により富裕層が中心部に、そ

して貧困層が郊外に集まったことで自治体間に大きな格差が顕われた。2 0 0 8

年のパリ都市圏の世帯別年間所得中央値は 2 1 , 2 3 4 ユーロであり、これを基準

として各自治体の平均所得を比較すると基準の 1 . 4 倍以上の高所得世帯はパリ

の西部に、基準の 5 割以下の低所得者層はパリの北東部に集中している (森千

香子  2 0 1 6 ,  3 1 - 3 2 頁 )。さらに 2 0 0 0 年からの所得推移について自治体別に

見ていくとパリ郊外では全体的な所得上昇が見られ、地域に住む人の階層が上

がり地域全体の質が向上するジェントリフィケーションの動きが見られる一方

で、一部地域では貧困がさらに悪化していてパリ圏内での格差は広がりを見せ

ている。郊外での貧困地域の出現の例としてパリ近郊のセーヌ・サン・ドニ県

にあるオベールヴィリエ市についてその形成過程を見ていく。 1 8 2 1 年に開通

したサン・ドニ運河によって早くから工業地帯として発展しており、パリの都

市改造計画によりさらに工場数は増加した。化学工場に関しては 1 8 7 0 年には

約 4 0 に上っていた。産業が発達したことにより都市を形成したが、同時に人

口は爆発的に増加した。 1 8 3 6 年に 2 , 0 0 0 人だった人口は 1 8 8 6 年には 2 2 , 2 2 3

人と 1 0 倍以上になった。この人口増加に居住環境の整備が追い付かず、住宅

不足や上下水道の未設備に陥り住環境は劣悪だった。こういった状況は当時の

公害問題のテンプレートであり、政府も対処に乗り出した。十九世紀半ばから
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第二次世界大戦後にかけて段階的に住宅の建築を進めた (あるいは促した )。

しかし 1 9 5 5 年ごろからすでに見られていた脱工業化の動きは 1 9 7 4 年のオイ

ルショック以降顕著になった。郊外に位置していた工場は安価な土地代や人件

費を求めて海外移転が相次ぎ、フランス国内の失業率は 1 割を超えた。これに

より貧困地域が形成されていったのだった。 

 

3 - 3  フランスにおける社会住宅 

第二次世界大戦後のフランスでは急激な住宅不足に襲われ、政府は社会住宅

の建設を以て解決に当たった。第二次世界大戦以前のフランスでは社会住宅は

主に低所得者層向けであったが、中流階級や労働者階級向けの社会住宅である

適正価格住宅 ( H L M )が新たな主流となった。これにより各地で社会住宅の建

設ラッシュとなり、パリでは中心部のこれ以上の拡大が不可能なことから郊外

に建設された。建設された当時の住宅に対する認識は「どこでもいいから住め

るところに住む」といったもので住環境の質に対しては無頓着だった。そのた

め「温水設備、電気、シャワーが整っている社会住宅への入居は住環境の向上

を意味していた」と森は指摘する。ただし、これら H L M 住宅は「量」に重き

を置いて作られ、そのため「スピード」、「生産性」、「コスト削減」が優先され

たことに注意したい。ここで「量」とトレードオフされたものが「質」だった。

これが原因で 1 9 6 0 年代から社会住宅に対するイメージが悪化していく。低品

質な住宅は壁が薄く、騒音問題が大量に発生したなどという建物自体の問題や、

周囲に商業施設や病院、娯楽施設などがなく、交通網も行き届いていないため

におこる孤立などという周囲の環境に対する問題が浮き彫りになった。 

一方、 2 0 世紀末から 2 1 世紀初頭にかけて政府は社会住宅に中流階級を誘致

するための施策を行っていた。一つ目が幅広い所得層が入居できる社会住宅の

設置である。 1 9 9 6 年から 2 0 0 1 年に国は入居者の所得や家賃の上限に応じて社

会住宅を 4 つのカテゴリーに分類して、基準高い順から P L A I、P L U S、P L S、

P L I とした。それぞれに入居可能な世帯の割合を見ると P L A I が 3 4 . 5 %、

P L U S が 7 0 . 1 %、P L S が 8 4 . 1 %で P L I が 9 0 . 3 %をカバーしており所得による

制限はほとんどなくなったと考えられる。 2 0 0 0 年代からの社会住宅の増加に

おいて貧困世帯向けの P L A I より P L S など中流階級向けの社会住宅が大きく

上回っている。二つ目が持ち家取得の促進である。ゼロ金利ローンといった全

国規模の政策や社会分譲住宅の創出など自治体規模の施策が実行され、既存の

社会住宅を分譲化する、または取り壊した跡地に新たに分譲住宅を建設された。

これら二つの中流階級誘致のための施策は外国人受け入れ数の多い地区で行わ

れており、外国人や移民が集中している地区に「フランス人中産階級」を呼び
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込み人種と階級にかかわるソーシャル・ミックスを目的としたとされている

（森千香子  2 0 1 6 ,  1 5 0 - 1 5 1 頁）。実際にこの目的は達成されており、パリ郊

外の社会住宅では多様な人種や階級が暮らすこととなった。 

 

4 .  結びに 
パリと東京における都市計画は、いずれも都心部への人口の集中が原因であ

る。しかしながら、保存すべき文化財や景観が存在するパリとそういったしが

らみのない東京というそれぞれの特性や文化的背景により都市計画がもたらし

たものは異なった。そしてその最たるものが郊外への影響であった。パリ圏郊

外では中心部に建てられなかった施設が必要に応じて無秩序に建てられるスプ

ロール現象が起こった。また、人口も郊外に集中したことで質の悪い社会住宅

が乱立され、今日の郊外問題を引き起こしている。一方東京は郊外に住宅地が

建設された当時はあまり問題なかったが、当時入京したのが中流階級の核家族

ばかりであったため現在では公営住宅の老朽化や入居者の高齢化、空き部屋の

増加など地域コミュニティの存族にかかわる問題があらゆるところで同時多発

している。パリ圏郊外、東京郊外の両者共に 国や自治体が介入して問題解決

に当たっているがこの傾向が続くと歪は大きくなり問題は都市全体に波及する

ことになりうる。 

目的が何であれ、パリでは中流階級の流入に成功している。日本の社会住宅

でも所得制限の見直しや分譲化を導入することで地域コミュニティの崩壊に歯

止めをもたらすことができるのではないか。フランスのような複雑な民族・宗

教的多様性が存在しない日本なら成功する可能性は高いだろうから一考の価値

はあると私は考える。 
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・藤垣洋平・矢吹剣一・後藤智香子・小泉秀樹（ 2 0 2 2）「東京都市圏郊外のニ

ュータウンの人口趨勢と用途地域及び開発形態の関係の分析」『都市計画報告

集  N o . 2 1』公益社団法人日本都市計画学会 

・森千香子（ 2 0 1 6）『排除と抵抗の郊外』東京大学出版会 

・吉田樹（ 2 0 1 4）「東京を中心とした都市構造と交通計画との関係」『地学雑

誌』  

・ e - G O V「 地 方 住 宅 供 給 公 社 法 」 h t t p s : / / e l a w s . e -

g o v. g o . j p / d o c u m e n t ? l a w i d = 3 4 0 A C 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4  （最終閲覧日 9 / 2）  
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⽇本の学童保育の質を向上させるには 

H o w  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  J a p a n e s e  a f t e r - s c h o o l  c a r e  

p r o g r a m s  

経済学部 2 年 三輪和正 

 
序論 

 2 0 1 6 年に匿名ブログに投稿された衝撃的な記事 1に端を発して、保育園の待

機問題は一時期社会で大きく物議を醸した問題となった。現在では東京 2 3 区

で 2 0 1 8 年に 3 3 5 2 人だった待機児童数が 2 0 2 2 年では 3 2 人に大きく減少して

いるなど、「待機児童ゼロ」が謳われ、あたかも待機児童問題というものは完

全に解決されたかのように見える。  

 しかし実際はそうではない。今度は児童が小学校に入学した後の学童保育の

待機児童問題が表面化してきているのだ。学童保育に子どもを預けられないと

母親は安心して働けず、教育費や老後の不安につながるだけでなく、キャリア

形成への障壁になってしまうことも考えられる。こうした理由も夫婦が子ども

を持つという選択をしにくい一因となっており、一層少子化に拍車をかけてし

まう。  

しかも問題はこれだけではない。実際の報道では、待機児童を減らそうと無

理に受け入れを進めたある学童保育の施設において部屋に入りきらなかった児

童が廊下にあふれ出したり、トイレの前の床に座り込んで遊んだりしている映

像が報じられている。当該施設では利用者数に見合うスペースの確保が追いつ

かず、定員の 2 倍、 2 0 0 人余りが利用しているという。児童同士がぶつかって

喧嘩になるというような事態さえ確認されている。さらに、こども家庭庁が全

国の保育施設や幼稚園、放課後児童クラブ（いわゆる学童クラブ）などで報告

 
1  2 0 1 6 年 2 月 1 5 日に匿名での日記執筆サービス「はてな匿名ダイアリー」に投

稿された当時の保育所の待機児童問題を強烈に批判する記事、「保育園落ちた日本

死ね ! ! !」を指す。  
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を義務付けている、児童が死亡したり治療に 3 0 日以上かかったりするような

大けがをする重篤な事故が 2 0 2 2 年過去最多となり、なんとその８割近くを放

課後児童クラブが占めていたという報道もある。  [ N H K ,  2 0 2 3 ]  

今の学童保育では何が起きているのか、そして、待機児童はどのようにすれ

ば解消していけるのか。本レポートではこの問いについて、子育て支援費、年

少人口にほとんど差がないものの、 2 0 2 0 年現在で合計特殊出生率が 1 . 8 3 と日

本よりもずっと高い水準を保っている（日本の値は 2 0 2 0 年現在で 1 . 3 4）フラ

ンスの学童保育制度を比較対象にしつつ考えていく。手厚い子育て支援策がと

られており、「子どもを安心して育てられる環境を整える」制度が設計されて

きたフランスでは、学童保育がどのように運営されているのだろうか。  

本レポートではまず第一章で日本の学童保育の定義を確認しつつ、厚生労働

省の調査から待機児童推移数、学童保育の現状について詳しくみていき、待機

児童問題が働く女性や家庭にどのような影響を与えるのか考える。第二章では

フランスの学童保育にあたる制度について定義・内容をみていき、第一章でみ

たような日本の学童保育の問題にどうフランスでは対応しているのかに注目し、

そうした制度が女性の就業をどう支えているのか把握する。第三章では第一

章・第二章を踏まえ、日本が学童保育の待機児童問題を解消するためにとるべ

き改善策について考える。  

 

1 .   日本の学童保育の現状 

1 - 1  学 童 保 育 の 制 度  

本章では日本の学童保育の待機児童問題について、何が原因でどのような

問題が起きているのか見ていく。そこで、まずは現在の日本の学童保育の制

度と現状に触れる。以下、学童保育とは制度や、それに伴い各事業所で行わ

れる事業のことを指し、そうした事業を行う事業所を放課後児童クラブと呼

ぶ。  

 厚生労働省は放課後児童クラブの概要について、「児童福祉法第 6 条の 3

第 2 項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就

学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利

用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの」  [厚
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生労働省 ,  2 0 2 2 ]と定義している。設置主体は主に市区町村、社会福祉法

人、保護者会、運営委員会などであり、学校の余裕教室、学校敷地内専用施

設、児童館などが主な場所となっている。また、その役割は「放課後児童の

健康管理、安全確保、情緒の安定」や「家庭や地域での遊びの環境づくりへ

の支援」  [厚生労働省 ,  2 0 2 2 ]とされている。このことからも、更なる女性

の社会進出の中で、放課後児童クラブの拡充は放課後一人にされがちな子ど

もの居場所を確保し、そうした女性を支援する上で大変重要な施策であるこ

とが読み取れる。  

 また、そうした活動を行う事業所の基準についても、厚生労働省の「放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」によって、「専用区画の

面積は、児童一人につきおおむね一・六五平方メートル以上でなければなら

ない」、「放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、

放課後児童支援員を置かなければならない」、「放課後児童支援員の数は、支

援の単位ごとに二人以上とする」  [厚生労働省 ,  2 0 1 4 ]などと定められてい

る。こうした子どもの心理的・物理的安全性が適切に配慮された学童保育が

必要とする子どもに遍く行き渡るのが理想だが、現状ではどうなっているの

だろうか。  

 厚生労働省の調査によれば、学童保育の待機児童数は近年減少傾向にあっ

たが 2 0 2 2 年は増加し、 2 0 2 2 年 5 月 1 日現在で 1 5 1 8 0 人（前年比 1 7 6 4 人

増）となっている。また、こうした学童保育を行う放課後児童クラブ数は

2 6 6 8 3 ヶ所（前年比 2 4 2 ヶ所減）となっており、厚生労働省はこの減少に

ついて「大きな要因は、昨年度まで支援の単位数をクラブ数として報告して

いた自治体があり、当該自治体がその是正を図ったため」  [厚生労働省 ,  

2 0 2 2 ]としている。（支援の単位とは、放課後児童支援員の子どもに対する

支援が十分に行き届き、子どもが互いに関係性を構築できるようなおよそ

4 0 人以下の子どもと放課後児童支援員からなるグループを差し、クラスと

呼ばれることもある。）確かに自治体と政府で制度に対する認識のズレがあ

ったとはいえ、学童保育を利用したいと考える家庭の要望に完全に対応する

ようなクラブの整備がまだ実現していないのは事実である。加えて、放課後

児童クラブ数は基本的に年々増加傾向にあるのにも関わらず、待機児童数も
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また 2 0 0 2 年の 5 8 5 1 人から 2 0 年で 2 . 6 倍に増加しており、 2 0 1 5 年からの

7 年間では約 1 3 0 0 0 人から 1 8 0 0 0 人で特段大きく変化していない  [厚生労

働省 ,  2 0 2 2 ]。このような問題には何が背景にあるのだろうか。また、学童

保育の現場では実際に何がおきているのだろうか。  

 

 1 - 2  学 童 保 育 の 現 状  

 本節では日本の学童保育の整備が十分進まない理由について、さらに現場

での学童保育の実施状況を詳しく見ていきながら考察していく。  

 厚生労働省の調査からは、学童保育について専門的な知識を備えた放課後

児童支援員が現場でまだ不足していることが伺える。同省が省令で定める設

営基準では、放課後児童支援員は保育士や社会福祉士をはじめとする様々な

資格のうちどれか 1 つを取得していなければならない、もしくは取得してい

ると認定されていなければならないと定められており  [厚生労働省 ,  2 0 1 4 ]、

かつ前節でみた通り支援の単位ごとに 2 人以上置かれなくてはならない。と

ころが 2 0 2 2 年 5 月 1 日現在、登録児童数が 2 1 人～ 3 0 人、 3 1 人～ 4 0 人、

4 1～ 5 0 人の放課後児童クラブにおいて、国が定める設営基準を満たす放課

後児童支援員が支援の単位あたり 0 人または１人である事業所は、それぞれ

全体の 3 4 . 1 %、 2 9 . 8 %、  2 5 . 9 %にも上る。なお、国の基準を満たしている

かどうかを問わない支援員の数が支援の単位あたり 0 人または 1 人である事

業所の割合はそれぞれ 2 8 . 2 %、 2 5 . 0 %、 2 0 . 1 %であることから、一部の事業

所ではボランティアなどを募り基準を満たす支援員の不足を補っていること

が伺える  [厚生労働省 ,  2 0 2 2 ]。これほど児童数が多い放課後児童クラブにお

いて、多数の児童に支援を行う放課後児童支援員の数が少ないことは、彼ら

彼女らの面倒を十分見ることができない事業所が存在している可能性を示唆

している。これは現に、厚生労働省の「放課後児童クラブ運営指針解説書」

にも「放課後児童支援員等は、一人ひとりの心身の状態を把握しながら、年

齢や発達の状況が異なる子どもに同時かつ継続的に育成支援を行う必要があ

ります。ケガや子ども同士のけんか等への対応や、安全面での管理も求めら

れます。ケガや子ども同士のけんか等が生じた場合、そのことに対応する職

員と当事者以外の子どもに対応する職員が必要になります。また、放課後児
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童クラブでは、子ども達が複数の場所でそれぞれに活動することがあります。

更に、放課後児童支援員等は、子どもが放課後児童クラブにいる時間に電話

対応、連絡帳の確認と記入、おやつの準備等も行います。従って、一つの子

どもの集団（支援の単位）に複数の放課後児童支援員等を配置することが必

要です。」とある  [厚生労働省 ,  2 0 1 6 ]ことからも伺える。  

 また、その事業活動についても十分な質が担保されているか疑問が残るも

のとなっている。前述した「専用区画の面積は、児童一人につきおおむね

一・六五平方メートル以上でなければならない」という基準について、それ

を満たしていると回答した放課後児童クラブは全体の 8 2 . 7 %である  [厚生労

働省 ,  2 0 2 2 ]が、依然として全体の六分の一の事業所では一人一人の生徒に

十分なスペースが確保されているとは言えない状況である。また、運営内容

を定期的に自己評価している放課後児童クラブ、評価をする際子どもや保護

者の意見を取り入れている放課後児童クラブはそれぞれ全体の 5 5 . 9 %、

5 2 . 4 %にとどまっている。第三者評価を実施しているクラブに至っては

1 8 . 3 %しかない。  [厚生労働省 ,  2 0 2 2 ]さらに、児童福祉法 3 4 条の 8 の 3 で

は、「市町村長は、前条第一項（市町村は、放課後児童健全育成事業の設備

及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、

その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を

確保するものでなければならない。）の基準を維持するため、放課後児童健

全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職

員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、

設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」と定められてい

る。  [厚生労働省 ,  2 0 2 2 ]しかしここで規定されている検査が行われているク

ラブ実施市町村は全体の 5 5 . 4 %に過ぎず、  [厚生労働省 ,  2 0 2 2 ]公的機関に

よる検査・評価は運営内容についてのみならず設備・財務管理に対しても不

十分だと分かる。尚、放課後児童クラブに限らず社会福祉施設では指定者管

理制度が設けられており、そうした施設の設置主体である地方公共団体は民

間事業者、N P O 法人などの団体を広く施設の管理者として指定することが

できる。これによって管理の費用対効果の向上や、指定管理者の毎年度終了

後の事業報告書提出を通じた管理経費及び実態の把握が可能となるのだが  
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[総務省 ,  2 0 0 3 ]、実際に実施している公立民営クラブは全体の 2 7 . 9 %に過ぎ

ない。  [厚生労働省 ,  2 0 2 2 ]  

 学校、保育所、幼稚園、その他地域の関係機関との連携状況にも懸念が残

る。「遊びと生活の場を広げるために学校施設を利用できるよう学校との連

携を図っている」、「保育所、幼稚園等との連携を図っている」、「地域組織や

関係機関等との情報交換、相互交流を実施している」、さらに「地域住民と

連携した子どもの安全を確保する取組を実施している」と回答した放課後児

童クラブはそれぞれ全体の 7 9 . 7 %、 6 1 . 6 %、 7 4 . 4 %、 6 1 . 3 %であり、 4 つ目

の項目を除いて 2 0 2 1 年の割合（それぞれ 7 9 . 8 %、  6 2 . 4 %、 7 5 . 5 %、 6 0 . 4 %）

よりも下回っている。  [厚生労働省 ,  2 0 2 2 ] 4 つ目の項目についてもまだまだ

十分な水準とは言えず、依然として少なくない数の放課後児童クラブではこ

うした他の関係機関との連携の余地があることが伺える。  

 以上から本節をまとめると、日本の学童保育の現場では専門的知識をもっ

た支援員が不足しているという数の不足の問題、そしてその運営体制・事業

内容が客観的な、場合によっては自己評価すら行われていないという質の不

足の問題、そして地域の関係機関との連携不足という問題があることが見え

てきた。  

登録児童数が多い放課後児童クラブでの支援員の不足、生徒の専用区画の不

足などの要因が複合的に絡み合ったとき、序論で述べたような学童保育の窮

状が引き起こされていくと考えられる。そして待機児童数が減少に転じない

主な理由の 1 つとして、上で述べた「数の不足」と「質の不足」による、大

勢の児童の面倒を少ない専門の支援員で見なければならず、これ以上児童を

受け入れることができない状況、そしてその運営内容の問題についても他の

地域機関、公的機関に認知されにくく十分な検討・改善がなされにくい状況

があるのではないかと考察される。  

 

1 - 3  待 機 児 童 問 題 が 家 庭 や 女 性 の キ ャ リ ア 形 成 に 与 え る 影 響  

本節では、以上で述べてきた学童保育における待機児童問題が働く女性や

その家庭に対しどのような影響を与えているのか見ていく。  

平河・浅田（ 2 0 1 8）は学童保育所、即ち放課後児童クラブの利用可能性
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と女性の就業率にどのような関係があるのかを経済学的に実証分析した。東

京都の 1 9 8 5 年， 1 9 9 0 年，  1 9 9 5 年， 2 0 0 0 年， 2 0 0 5 年， 2 0 1 0 年の市区町

村データを使用し、女性の就業率を被説明変数、学童保育定員比率（市区町

村ごとの 5～ 1 0 歳人口に対する学童保育の定員数の比率）、保育所定員比率

（市区町村ごとの 0～ 4 歳人口に対する保育所の定員数の比率）などを説明

変数として 2 0～ 2 4 歳， 2 5～ 2 9 歳， 3 0～ 3 4 歳， 3 5～ 3 9  歳， 4 0～ 4 4 歳の女

性の就業者の階級ごとに w e i g h t e d  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n で分析を行った結果、

学童保育の定員比率は 3 5～ 3 9  歳、 4 0～ 4 4 歳の女性について有意に女性の

就業率を上昇させることが分かった。具体的には 3 5～ 3 9 歳の女性では学童

保育の定員比率が平均値から  1 0％増加すると就業率は 1 . 2 9％上昇し、 4 0～

4 4 歳の女性では学童保育の定員比率が平均値から  1 0％増加すると就業率は  

1 . 1 4％上昇する。従って平河・浅田の研究によれば学童保育の拡張政策は

子育て世代の女性の就業促進に効果があるといえ、厚生労働省によると

2 0 1 0 年時点での東京都の第一子出生時の平均年齢は 3 1 . 5 歳であり、第二子

出生時の平均年齢は 3 3 . 3 歳である  [厚生労働省 ,  2 0 11 ]ことから、子どもが

小学生である可能性が高い上記の年齢層の世代の女性に最もそうした政策の

メリットがあるはずだという推察とも整合的である。  [平河  &  浅田 ,  2 0 1 8 ]

この分析において保育所定員比率や有配偶率、さらに親との同居率などの

様々な変数をコントロールした上で、学童保育定員比率に有意な限界効果が

確認されたということは即ち、「学童保育の定員を増やしたことが主な理由

で、就業できるようになる女性が一定程度存在する」ことを意味している。

つまり、学童保育が利用できず子どもが待機児童となってしまうケースでは、

その他の条件に関わらず就業が妨げられてしまう女性が存在するということ

である。前述の分析では親と同居している家庭も含まれていたことを考える

と、増加傾向にある核家族では学童保育の利用可能性は就業可能性により大

きく影響すると考えられる。  
待機児童問題の影響はこれだけに留まらない。諏訪（2 0 1 7）は、当時 4

学童保育室の運営を行っていた N P O 法人 H 主催の学童保育全体研修会に立

会った際、「学童保育についてのアンケート」を依頼し 1 9 名の職員から学童

保育の仕事、児童、保護者などへの思いについて回答を得た。職員からは次
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のような声が聞かれている。「家では怖い親，忙しい親に気を使い、自分の

感情を押し殺し，大人なフリをして日々生活しているのだろう。とにかく話

をきいてほしい。それだけでよいのに…と思っている子が，学童でストレス

を爆発させている」、「習い事のさせ過ぎだ。子どもの気持ちより自分本位。

忙しいのは解るが、一日何分子どもの顔を見つめてあげているだろうか。と

にかく会話をたくさんしてほしい」。そして、諏訪によれば職員の半数が

「難しいけれど子どもの成長に係わる仕事だから，やり甲斐がある」と感じ

ており、「子どもと触れ合い」「会話を交わし」「心を通じ合わせ」「共感し合

う」ことに楽しさを見出していたという。  [諏訪きぬ ,  2 0 1 7 ]この調査からは、

仕事に忙しく子どもに構えない保護者に代わり、学童保育において遊びや会

話を通じ子どもとコミュニケーションをとることで、子どもの健全な成長を

促そうとしている職員の姿が伺える。勿論こうした課題は学童保育単体では

解決できるものではなく、家庭や場合によっては学校との連携などで児童の

サポートにあたる必要があるが、学童保育を利用できない家庭では事態は更

に深刻であることが推察される。学童保育の登録児童の保護者についてさえ

上で述べたような懸念が示されていることを考えると、待機児童をもつ家庭

では就業を希望している親がそれを諦め子どもの面倒を見るか、共働き世帯

において児童を顧みてくれる人が誰もおらず、最悪の場合ネグレクトや虐待

などのケースにつながるといったような問題が起こりうるのである。  

 以上で見てきたように、学童保育の待機児童問題は就業を希望する女性の

社会進出を妨げたり、そうでないとしても児童の健全な成長に支障をきたし

たりしうる重大な問題である。こうした事態を防ぐため待機児童の解消が急

がれるが、第二節でみたようにそのためには放課後児童支援員の数の問題、

放課後児童クラブの運営の質の問題という 2 つの問題を解決する必要がある。

こうした問題に対し、フランスではどのように対処しているのだろうか。も

しくはどのような制度設計によってそうした事態を防いでいるのだろうか。  

 

2 .  フランスでの学童保育の制度運用 

2 - 1  学 童 保 育 の 制 度  
本章では日本との比較としてフランスでの学童保育の制度を取り上げ、ど



 

30 

30 

のような制度設計がなされているのか、そのもとで待機児童数や第一章で述

べたような数・質の問題はどうなっているのか、就業している保護者の負担

は軽減されているのかについてみていく。  

そこで本節ではまず、フランスにおいて学童保育はどのように定義づけら

れ制度化されているのかについてみていく。  

フランスでは学童にあたる制度は c e n t r e  d e  l o i s i r（直訳は余暇センター）

と呼ばれ、フランスの国民教育・青少年省によれば児童に「自発性、創造性、

コミュニティでの生活の学習、責任のとり方、自主性の育成、批判的思考を

奨励することができる」場であるとしている。 2 0 0 6 年以降は長期休暇中の

預かり保育である c e n t r e  d e  v a c a n c e s（ホリデーセンター）と共に「未成年

者の一括受付」（ a c c u e i l  c o l l e c t i f  d e  m i n e u r s ,  A C M）として制度化されて

いる。余暇センターでは各主催者に固有の教育プロジェクトと各管理チーム

に固有の教育プロジェクトから構成される、教育的なレジャーやリラクゼー

ション活動が実施されており、国による規制を受けるため活動について行政

に申告する必要がある。更に、提供されるアクティビティについても日本の

学童保育よりも詳しく示されている。「カヌー、マウンテンバイク、乗馬、

登山、アーチェリー、セーリングなどの身体活動」、「音楽、ダンス、サーカ

ス、演劇、マルチメディア技術などの文化活動や芸術表現」、「科学的および

技術的活動  (天文学、コンピューティング、超小型ロケット、写真、ビデオ

などの発見 )」など、文化的、芸術的活動にフォーカスが当たっている。こ

の点について国民教育・青年省は、「主催者は保護者及び本省の D S D E N

（国民教育事務局、国民教育・青年省の出先機関）に教育プロジェクトを伝

えることが期待され」、事前に「保護者は主催者に問い合わせて、必要な情

報 を す べ て 入 手 す る こ と 」 が で き る と し て い る 。  [ M i n i s t è r e  d e  

l ’ É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  e t  d e  l a  J e u n e s s e ,  日付不明 ]  

指導員の数にも日本の場合よりも厳格な基準が見られる。「社会行動及び

家族法」第 R . 2 2 7 - 1 6 条では「 6 歳未満の子供については、レジャーレセプ

ションの継続時間が連続 5 時間を超える場合、未成年者  8 人につき  1 人の活

動指導者、レジャーレセプションの継続時間が連続 5 時間を超えない場合、

未成年者 1 0 名に対して進行役 1 名。」「 6 歳以上の子供の場合、レジャーレ
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セプションの時間が連続  5 時間を超える場合は、未成年者 1 2  人に対して進

行役  1 人、レジャーレセプションの時間が連続  5 時間を超えない場合、未成

年者  1 4  人に対して進行役  1  人」となっている。  [ D é c re t  n °  2 0 1 8 - 6 4 7  d u  

2 3  j u i l l e t  2 0 1 8  m o d i f i a n t  d e s  d é f i n i t i o n s  e t  d e s  r è g l e s  a p p l i c a b l e s  a u x  

a c c u e i l s  d e  l o i s i r s ,  2 0 1 8 ]これほど細かな単位で児童の面倒が見られ、かつ

その運営内容についても保護者が把握できるような環境はまさに理想である

が、このような手厚い支援体制は実際にそれを望むフランスの児童に十分行

き届いているのだろうか。  

この点について、国民教育・青年省は、受け入れの「提案は全ての若者向

けに行われ」るとしている。即ち、前提条件である受入れ児童の年齢と健康

状態に関する情報（ジフテリア、破傷風、ポリオのワクチン接種に関するも

のなど）さえ条件に合致すれば  [ M i n i s t è r e  d e  l ’ É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  e t  d e  

l a  J e u n e s s e ,  日付不明 ]、基本的に誰もが登録されるのだ。保護者が働いて

いるかや家庭環境が学童保育の当落の基準になりやすい日本とは対照的であ

る。しかし、受入れについて特別な基準を設けず広く門戸を開くとすると、

日本よりも厳しい児童 1 人あたりの指導員の数の基準を各余暇センターでは

どのように満たしているのだろうか。  
  

2 - 2  余 暇 セ ン タ ー で の 施 策  

本節では余暇センターでの指導員の工面や運営内容の質の担保について現

在とられている施策を詳しくみていく。  

実際に指導員の不足という問題はフランスでも他人事ではない。オー＝ド

＝セーヌ県のピュトー市では 2 0 1 9 年 7 月に、レジャーセンターへの児童の

登録について「家族からのニーズが大きすぎ」たとし、「十分な数の指導員

が揃うまでポータルへの登録を停止する」ことを選んだと報じられた。  [ L e  

P a r i s i e n ,  2 0 1 9 ]フランスではレジャーセンターの指導員になるための資格

として B A FA (ファシリテーター機能の適性証明書 )が必要であり、取得のた

めに特定の研修を受ける必要があるが、年間の取得者数は 2 0 11 年の 5 3 7 5 4

人から 2 0 1 9 年の 4 2 9 2 4 人に 1 0 %も減少していた。  [ R é p u b l i q u e  f r a n ç a i s e  

i n j e p ,  2 0 2 1 ]こうした事態に歯止めをかけるため、国民教育・青年省は
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2 0 2 2 年以降の B A FA の研修費用を 1 人あたり 1 0 0 ユーロ（約 1 6 0 0 0 円）減

額することとし  [ M i n i s t è r e  d e  l ’ É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  e t  d e  l a  J e u n e s s e ,  

2 0 2 2 ]、研修への参加年齢を 1 7 歳から 1 6 歳に引き下げた。  [ M i n i s t è r e  d e  

l ’ É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  e t  d e  l a  J e u n e s s e ,  2 0 2 2 ]その結果 2 0 2 2 年に B A FA

発行件数は前年比で 3 7 %増加し、 4 6 2 3 9 件にも達した。  [ M i n i s t è r e  d e  

l ’ É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  e t  d e  l a  J e u n e s s e ,  2 0 2 3 ]  

さらに、この問題についてとられている政策はこれだけに留まらない。国

民教育・青少年省スポーツ局は 2 0 2 2 年に「未成年者の集団受け入れにおけ

る団体活動の復活に向けて」、「地域内の教育の補完性の強化」と題し、「地

⽅選挙で選ばれた役⼈の教育の補完性の問題に対する意識を高める」、「地⽅

⾃治体が教育の補完性への投資を持続的に強化するための⽀援」という 2 つ

の施策を打ち出している。前者については「地⽅選挙で選ばれた役⼈、特に

農村部の地域における教育補完性への投資の機会に対する⾏政サービスの意

識を高めるために、国は専⽤のコミュニケーションキャンペーンを開始し、

これらに関する地域公務員の研修の強化に貢献する。国家領⼟公共サービス

センター（C N F P T）の⽀援を受けて、この課題に取り組んでいる」とし、

後者については「既存の⾏動枠組み（P E D T、⽔曜計画）を変更することな

く、団体活動部門委員会（国、地方自治体、労働組合と協議しつつ、未成年

者の集団受入れについて拘束力のある中期的ロードマップを決定、実施する

委員会）は、地⽅⾃治体が良好な条件を保証する未成年者の集団受け入れの

管理慣⾏に向けて可能な限り努⼒できるよう、地⽅⾃治体を支援する⽅法を

考えるよう求められるだろう。協会への委任、⼈的資源管理の質（雇⽤、報

酬、研修基準に基づくもの）、学校と共有される教育的意欲など。委員会に

よって特定された良い慣習の遵守は、その後、国の財政⽀援の評価要素を構

成 す る 可 能 性 が あ る 」 と 言 及 し て い る 。  [ M i n i s t è r e  d e  l ’ É d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  e t  d e  l a  J e u n e s s e  e t  d e s  S p o r t s ,  2 0 2 2 ]  

 以上を踏まえると、フランスでは専門の委員会や役人の意識改革のための

研修などによって、国家ぐるみで余暇センターでの受け入れ活動とその他の

地域機関の連携をとりつつ、指導員の待遇改善や研修の促進・支援に取り組

んできたことが分かる。そしてこれは実際に、前述した B A FA 取得者の画
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期的な増加という結果に繋がっている。  

 

2 - 3  現 在 の 余 暇 セ ン タ ー が 働 く 親 の 負 担 減 に ど う 繋 が っ て い る か  

 本節では、こうした余暇センターのサービスの拡充政策がどのように就

業している女性の負担軽減に寄与しているかをみていく。  

藤田（ 2 0 0 9）は「集団保育所の受け入れが 3 歳までのフランスでは、保

育学校（É c o l e  m a t e r n e l l e、 2 歳から 6 歳までの子どもに無償で就学前教育

を行う教育機関）で親の就労と子育てを両立することは不可能」とし保育学

校の重要性を強調しながらも、「現在の保育学校自体が子どもに教育を施し

つつ保護機能を果たすのは、厳密に言えば正規時間、すなわち 8 時半から

1 6 時半までの、昼休みを除いた 6 時間だけである。その上、夏休み（ 2 か

月）を始めとする長中期休暇が年 5 回 2 週間位ずつある。いくらバカンスの

多いフランスとはいえ、フルタイム就労の親では対処できない。」と述べて

いる。それにも関わらず、「保育学校は一定の保護機能を果たしているとみ

なせる。」とし、その理由の一つに「保育学校には正規時間以外に補完制度

が備わっている。」 ことを挙げ、余暇センターをその例に出している。藤

田によれば「 2 0 0 7 年 2 月、ニース市役所サンタナさんからの説明では、ニ

ース市では 3 歳から 1 2 歳までの子どもを対象に、 7 時半から 1 8 時半まで余

暇センターが開設されている。」とのことである。  [藤田浩美 ,  2 0 0 9 ]保育学

校の開校時間については 2 0 2 3 年現在でもほとんど変化なく、ニース市でも

現在 1 6 時までの受け入れを実施している  [ Vi l l e  d e  N i c e ,  2 0 2 3 ]ため、余暇

センターは確かに現在でも保育学校やその他地域機関の補完という役割を果

たし、保護者の就業支援を後押しするものになっていると言える。現に藤田

によれば「フランスの母親は子育てと両立できる働き方を好む傾向にあり、

フランスの制度は『痒いところに手が届く』という。」  [藤田浩美 ,  2 0 0 9 ]と

のことであり、これは 2 0 2 0 年現在で子どもをもつ夫婦のうち働く母親が全

体の 8 1 %にもなっている  [ I n s t i t u t  N a t i o n a l  d e  l a  S t a t i s t i q u e  e t  d e s  É t u d e s  

É c o n o m i q u e s  ,  2 0 2 2 ]ことにも表れている。上記のような保護者のニーズに

応えられる補完機能は、地域の子どもの保育・教育に携わる機関の連携が強

固なフランスの土壌だからこそ、実現できていると言っても過言ではない。  
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3 .  日本の学童保育はどうするべきか 

3 - 1  日 本 の フ ラ ン ス の 学 童 制 度 の 大 き な 違 い  

以上第一章及び第二章の内容を踏まえつつ、本章では日本の学童保育の現

状をどう改善していくべきか考えていく。本節ではまず、日本においてフラ

ンスでとられたような施策を実施する上で変えるべきと考えられる、二国の

学童保育制度の違いに注目する。  

第二章で見たフランスの、指導員不足の問題に向けた政策として認定資格

である B A FA の取得支援・指導員の待遇改善があった。このような施策が

功を奏するためには、何が必要だろうか。  

ここでフランスの学童制度の定義について第二章第一節から再掲すると、

児童に「自発性、創造性、コミュニティでの生活の学習、責任のとり方、自

主性の育成、批判的思考を奨励することができる」場であった。前述の藤田

も「岩橋恵子（ 2 0 0 2 年）によれば、このような文化活動やスポーツ活動を

する場としての余暇センターは、文化資本の劣る労働者階級の子ども達に文

化や芸術に触れる機会を与えるという民衆教育の意味がある」  [藤田浩美 ,  

2 0 0 9 ]としている。日本の学童制度が「適切な遊び及び生活の場を与えて、

その健全な育成を図るもの」となっており、具体的な運営内容は基本的に現

場に任せられている一方で、フランスでは余暇センターが学校や保育所と同

程度の重要な教育的役割を持たせられており、その運営内容についても第二

章第一節でみた通り詳しく言及されていた。私はこのように、学童そのもの

を「子どもを一時的に預ける託児所」ではなく、「子どもの教育・成長にお

いて価値を与える必要不可欠な空間」と定義づけ、その運営内容についても

政府・市区町村・放課後児童クラブ等が連携して責任を持っていくことが、

そこで働く指導員の意識向上、ひいてはさらなるそうした職業への需要増に

繋がっていくのではないかと考える。このような放課後児童クラブの指導員

という職業への需要が生まれてはじめて、その就業支援や待遇改善といった

政策が効果的になっていくのではないだろうか。  
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3 - 2  学 童 保 育 の 改 善 の 展 望  

  本節では前節で述べたような学童制度の「意識改革」を経て、学童保育を

どう改善し待機児童解消につなげていくべきかの展望について述べる。私は

主に、以下 2 つの施策が受け入れ態勢の強化の上で重要になってくるのでは

ないかと考える。  

  まず 1 つは専門的な放課後児童支援員の確保である。厚生労働省の調査で

は、 2 0 1 6 年現在で常勤の放課後児童支援員の年間支給額が平均で 2 8 1 万

7 0 0 0 円となっており、  [厚生労働省 ,  2 0 2 2 ]待遇改善が急務である。また、

第一章でも述べたように保育士や社会福祉の資格等、厚生労働省が放課後児

童支援員として満たすべきとしている基準についても満たしていない支援員

がまだ少なくない状況である。学童保育を子どもにとっての居場所とするだ

けでなく、自主性・好奇心を養うような教育機関としての役割を担う場とす

るためにも、様々なプログラムの実施に対応できる指導員の育成のための研

修機会の拡充が急がれる。  

  もう 1 つは学校、保育所、その他地域機関との綿密な連携・情報共有体制

である。放課後児童クラブでの児童の一人当たり専用区画がまだ十分に確保

されていなかったことを考慮すると、現状では児童を受け入れるのに十分な

敷地面積がない事業所の存在なども考えられる。また、そもそも地域に放課

後児童クラブ自体が少なく待機児童とならざるを得ないといったケースもあ

るだろう。こうした場合には放課後に学校の一部区画を児童の受け入れ先と

して提供してもらうなどの対策が必要になる。加えて、放課後児童クラブは

その名の通り放課後から後の時間帯に児童を受け入れるため、「意識改革」

後であっても実施可能なカリキュラムには制約がある。こうした内容につい

ても学校、その他機関と情報を共有しつつ、何は学校教育に任せてよいか、

何を学童保育で教えていくべきかを定期的な評価を経ながら考え実行してい

くことが肝要だと考えられる。  

 

結論 

 本レポートの内容を振り返る。「フランスではどのような学童保育の制度が

運用されているのか、日本の待機児童問題をどのように解決していくべきか」
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という問いのもと、第一章では待機児童数が高止まりしている現状、その背景

にある専門的支援員の不足という数の問題、放課後児童クラブの運営が自己評

価・第三者評価を十分受けられていないという質の問題、そして地域の関係機

関との連携が不十分であるという問題に迫りつつ、学童保育が女性の就業支援

と児童の精神的ケアに果たす役割についてみることで、待機児童問題解決の重

要性について再確認した。第二章ではフランスの余暇センターの日本より厳し

い指導員数の基準、幅広い受け入れ態勢についてみた後、それを支えている

B A FA 取得支援、地域機関との連携による指導員の待遇改善・役人の意識改革

などの政策を挙げ、最後に余暇センターがフランスの女性の就業率向上にどう

貢献しているのかを確かめた。第三章では問いに対する答えとして、日本はフ

ランスの余暇センターに見られたような自主性、批判的思考、好奇心を育てる

ような極めて重要な教育的役割を学童保育に与えていくことを基盤としつつ、

専門的人材の確保・放課後児童クラブの地域機関との連携強化といった施策を

推し進めていくべきとの提言を述べた。  

 本レポートでは日本・フランスの学童保育制度・余暇センターの分析におい

て基本的にどちらも政策ベースの比較になってしまい、特に第三章では日本の

学童保育の「意識改革」についてそれをどう現場に浸透させていくか、日本の

学童保育の先進例に注目してみるなどしてより丁寧な議論をするべきであった。

今後の反省としていきたい。  

 学童保育の待機児童問題の解消は本来、学童保育の定義・現状から鑑みても

保護者の就業支援のための児童の預け先の確保という意味合いが強かったと思

われる。しかし実際に学童保育の整備が進まない背景から見えてきたのは、指

導員の不足からくるクラブの困窮と、学童で荒む子どもたちの姿だった。（第

一章参照）もしも私が第三章で述べたような学童保育の「意識改革」が実現さ

れたならば、女性の更なる社会進出は勿論のこと、学童保育に携わる指導員の

労働状況・待遇の改善、そして児童の居場所作りやメンタルケアのみならず、

新たなる芸術的・科学的・身体的活動への参加の促進という、学童に関わる全

ての当事者の生活の質の向上に繋げていける可能性がある。子育ては親や特定

の誰かだけの仕事ではなく、その子に関係している全ての人・機関が協力して

担っていくものだという基本的原則をどれだけ大事にできるか、待機児童問題
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を通じて今社会全体が問われているように思う。  
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ヨーロッパ諸国と⽇本における地⽅創⽣ 

L o c a l  D e v e l o p m e n t  i n  E u r o p e a n  C o u n t r i e s  a n d  J a p a n  

2 年 社会学部 ⻑崎瑞⽣  

1 .  初めに 

今日、日本では地方の人口減少が問題となっている。少子高齢化が進み、

日本全体として人口の減少に加え、地方出身者の都市への人口流出が重なり、

地方の人口減少は近年甚だしい。 2 0 2 1 年の国勢調査では、人口減少率が 3 3

道府県で拡大しており、地方の人口の減少は特に進んでいる 2。この影響で地

方都市の公共交通機関の利用者は減少し、公共交通機関の存続が厳しくなっ

ている。この問題を考えるため、本レポートではヨーロッパ諸国の過疎対策、

そして公共交通機関の実態、地方生活者の豊かさを踏まえ、日本において地

方創生に活用できるかどうかを考察していく。そしてこの地方交通の弱体化

は地方に生活する人々の豊かさを低下させ、さらなる地方生活者の減少につ

ながっていくと考える。そこで、過疎対策のために地方交通の利便性を考え、

地方生活者の生活の豊かさを向上させることで、過疎を防ぐことはできない

かという視点でこの問題を見ていく。 

 

2 .  フランスにおける地方創生  

2 - 1  フランスの過疎対策の実態  

フランスにおける過疎の実態について確認する。日本が都道府県の下に市

区町村があるように、フランスには州の下に県があり、その下に市町村に該

当するコミューンが存在している。このコミューンは 2 0 1 5 年においてフラ

ンス本土だけで 3 6 5 2 9 個存在していて、日本の市区町村より小規模で数が多

くなっている 3。このそれぞれのコミューンでの人口差が大きく異なっており、

 
2  総 務 省 統 計 局 「 ⼈ ⼝ 推 計 ( 2 0 2 1 年 ) 」

h t t p s : / / w w w. s t a t . g o . j p / d a t a / j i n s u i / 2 0 2 1 n p / i n d e x . h t m l  
3  ⾃ 治 体 国 際 化 協 会 「 フ ラ ン ス に お け る 過 疎 地 域 振 興 に つ い て 」  
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現在のフランスは多くの人口を大都市コミューンに有している。農地森林地

帯の割合の違いや、交通の便の悪さなどから、このような地方と都市の人口

の差は発生している。 

以下に挙げる図は 2 0 0 6 年におけるフランス本土の人口密度の違いであり、

地方と都市の人口密度の差を見ることができる。人口密度が大きい地域が赤

色や黄色の暖色、小さい地域が青色などの寒色で表されている。オレンジの

丸で囲まれた地域は都市で人口密度が大きい地域であり、パリ、ナント、マ

ルセイユ、リヨン、リール、ストラスブールなどの都市が該当する。そして

この地図上の黒い線で引かれた北東部から南西部にかけた内陸地には人口密

度の大きいコミューンが存在していない。これはフランスで「不毛な対角線」

と呼ばれ、農地や森林地帯が多く、都市への人口流出によって過疎地域とな

ってしまっている。また、青い丸で囲まれた南西部の地域はアルプス山脈が

存在し、人口密度がより少ない過疎地域となっている。 

 

 2 0 0 6 年 に お け る フ ラ ン ス の 人 口 密 度 4  

 

2 - 2  フランスにおける過疎対策「 Z RR 」  

フランスには過疎地域が多数存在しており、この対策として、 1 9 9 5 年に地

方都市開発のための方向づけの法律によって地域活性化区域「 Z R R」という

ものが定義された。「 Z R R」は「厳しい困難に直面し、脆くなっている地域」

 
4  ⾃ 治 体 国 際 化 協 会 「 フ ラ ン ス に お け る 過 疎 地 域 振 興 に つ い て 」  
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と定義され、過疎地域であるコミューンが対象となった。「 Z R R」の大きな取

り組みとしては過疎地域である自治体に対して優遇措置を受けられるように

したことである。「 Z R R」に企業を設立した場合、所得税や法人税が免除され

るなどの優遇税制を取ることで、企業が過疎地域に会社を設立し、その地域

に労働力需要を発生させ、産業を築くことで、過疎地域に人が集まることを

期待している。以下に「 Z R R」の分布を示したが、「 Z R R」は国土の３分の 1

を占めていて、過疎地域が多く存在していて、対策が広範囲で行われている

ことがわかる 5。また、この Z R R の分布は上に上げた過疎地域の分布と類似し

ていることも確認できる。 

 

2 0 1 4 年における Z RR の分布 6  

2 - 3  フランスにおける過疎化対策「 地域活性化優良モデル」  

フランスにおいてもう一つ過疎対策として行われているのが「地域活性化

優良モデル」である。 2 0 0 5 年に開始したもので、地域のイニシアチブを支

援し、イノベーションを促進するためのプロジェクトに対し、「地域活性化

優良モデル」のラベルが与えられ、国から補助金が与えられる。第１期では

3 7 9 のプロジェクトが選ばれ、地方において、 4 万以上の雇用が創出、維持

されたとされている。具体的な例として、アクス =レ＝テルム地域経済活性

化の例がある。アクス＝レ＝テルムは下の地図の示すようにフランスの南部

 
5  同 上  
6  同 上  
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のスペインとの国境付近の街である。 7 

このアクス＝レ＝テルムでは 6 つの足湯を作り、温泉街として新たに区域を

設置して、年間で 5 2 0 万ユーロの収益を上げている。これは地域活性化モデ

ルに登録されたことで、補助金が与えられ、作られたものである 8。このよう

にこの取り組みは過疎地域の魅力を向上させ、過疎地域の経済を発展させる

上で大きな成果を上げている。 

 

3 .  フランスにおける地方鉄道 

3 - 1 過疎地域における鉄道の役割 

   過疎の問題を考える上で、重要になってくるのが交通機関である。公共交

通機関の重荷鉄道は過疎地域にとって、人の流れや経済の動きを生じるため

には必須なものであり、それをどのように維持していくかが、問題となって

いる。そこでフランスの地方鉄道について考え、どのような戦略をとってい

るのかを探っていく。 

 

3 - 2  フランスの地方鉄道の実態 

 フランスはパリを起点として多くの鉄路が引かれている。隣国のドイツや、

スペイン、イギリスなどを結ぶ高速鉄道もあり、ローカル線と言われるよう

な地方の鉄道もある。この過疎地域を通るような地方鉄道は利用客が少なく、

 
7  G o o g l e  M a p よ り 引 ⽤  
8  村上裕一「広域自治体のローカル線運営：フランス版リエゾンのメリット」  
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利益が少ないという問題を抱えている。利益が少ないことで、施設の老朽化

やバリアフリーに対応できていないという問題もある 9。 

 

3 - 3  フランスの地方鉄道の利用者回復の具体例  

 全国的に地方鉄道が苦戦する中、利用者の回復に成功したヌーベル・アキ

テーヌ州の事例を取り上げる。ヌーベルアキテーヌ州はシテの地図に示した

ようにフランスの南西部に位置する州であり、ボルドー市を除いた多くの地

域が Z R R に指定されている過疎地域である。 

1 0  

2 0 0 2 年にフランスではローカル線の運営権限が国から州政府に移管されたこ

とで、州政府が各地の実情に合わせて、サービス水準が決められるようにな

った 1 1。列車の運行密度や運賃などは州政府と鉄道会社が協定で決められる

ようになり、ヌーベル・アキテーヌ州では駅の配置を見直し、鉄道旅客輸送

量を 2 4 %増やしていくという戦略を示した。また、ローカル線を運営する資

金は運賃収入が 3 割という状況で残る 7 割は国の補助金や州の財源といった

資金であった。ヌーベル・アキテーヌ州もローカル線に対して、地方を荒廃

 
9  黒崎文雄「フランスにおける鉄道の運営手法」  
1 0  G o o g l e  M a p よ り 引 ⽤  
1 1  村上裕一「広域自治体のローカル線運営：フランス版リエゾンのメリット」  
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させないための地域政策として資金を投入している。このように州政府が積

極的に鉄道運営に関与し、資金を投入するなどの協力を行ったことで、ヌー

ベル・アキテーヌ州の鉄道は 2 0 1 6 年からの 3 年間で定時運行率が 8 8 %から

9 4 %にまで上がり、利用者は 1 日一万人を超えるようになるほど増加し、利

用者の満足度も 9 3 %にまで上っている。 1 2 

 

4 .  スイスにおける地方創生 

4 - 1  スイスにおける過疎対策 

 ヨーロッパの中で過疎対策に力を入れる国としてスイスの地方創生につい

ても取り上げる。スイスは山岳地域に覆われた国であることから、都市と地

方の人口差は大きいものとなっている。最大のチューリッヒ市の人口が約３

５万人であるのに対し、１０数人程度しか人口がいない村も存在する 1 3。ス

イスの過疎対策は 1 9 7 0 年台から行われている。「山岳地域投資支援法」や

「経済困難地域支援決議」といったものによって対策されてきた。どちらも

過疎地域である基準を満たした自治体に対し、設備の支援や、優遇税制を行

うといったものである。その後、 2 0 0 8 年から「新地域政策」という政策が開

始した。これは、それまでの施設設備に対する貸付や連邦法人税の減免など

を引き継ぎつつ、広域的な地域開発プログラムへの補助、貸付を行うという

ものである。このようにスイスにおいても、山岳部など、不便で人口が少な

い地域に対し、補助をする政策がなされている 1 4。 

 

4 - 2  スイスにおける地方交通 

 スイスの鉄道網は密度が高く、同じくらいの面積の九州の２倍ほどの鉄路

がある。そんなスイスの鉄道をスイス政府は重要視していて、コロナ禍の

2 0 2 0 年には資金流動性不足に陥ったスイス国鉄を救済するために日本円にし

 
1 2  同上  
1 3  田口博雄、「スイスにおける中山間地政策の展開と今後の方向性」  
1 4  海外の人口減少地域に対する施策に関する調査 

ht t p s : / / w w w . s o u m u . g o . j p / m a i n _ c o n t e n t / 0 0 0 5 9 6 2 5 5 . p d f  
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て約 6 0 0 億円の追加融資を行うなど、積極的に支援している。またスイスの

地方鉄道は利便性の向上などを行い、観光客を取り込むなどして、ローカル

線の利用客増加させている。 

 

5 ,  E U の地方創生政策 

 E U 全体としても地方創生政策をおこなっている。 E U 全体で人口密度に基

づいて人口希薄地域を指定し、欧州開発基金の資金を基にして補助や貸付を

行なっている。また、人口希薄地域の地域開発プログラムに対して重点的に

支援を行い、 E U における人口減少地位域に補助をおこなっている 1 5。 

 

6 ,  日本の地方創生政策 

6 - 1  日本における過疎対策 

 日本においてはさまざまな地域自治体が過疎対策として、取り組みをおこ

なっている。子育て環境の整備を図り、移住者を増加させたり、産業の振興

を図ったり、街の魅力を洗練させ、観光客を増やして、地方経済を活発化さ

せたりする取り組みをおこなっている。過疎地域持続的発展支援交付金とし

て、地方自治体には国からの補助金が支援される仕組みが用意されている。

また産官学連携として、国と地方都市だけでなく、企業、大学などを絡めた

地域活性化も行われている。 

 

6 - 2  日本における地方鉄道 

  日本における地方鉄道は厳しい経営を強いられている。北海道での鉄道を

運行する J R 北海道は 2 4 年連続で営業赤字となっていて、地方幹線が廃線と

なり、利用客の少ない駅の閉鎖などが行われている。廃線になった地域はバ

スの代替輸送となることが多く、バスは輸送量が少なく、また鉄道のような

正確な定時運行が難しいというデメリットがある。また、災害などで不通と

なってしまった鉄道が、赤字を理由に復旧せず、そのまま廃線になってしま

うこともある。しかし、地域自治体が復旧費用を負担し、廃線を防いだ事例

 
1 5  同 上  
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もある。 2 0 1 1 年に大雨の影響で不通となってしまった只見線は、被災当初、

利用客の低迷や赤字などの理由から、運営する J R 東日本から廃線にする考

えがあった。しかし、鉄道の存在による地元への経済効果も考え、福島県と

周辺自治体、そして J R 東日本がそれぞれ復旧費用 9 0 億円の３分の 1 ずつを

負担することになり、復旧後にかかる運行経費も県と自治体が負担すること

によって、復旧された。 1 6このように、地元自治体が運行経費を出してまで、

鉄道を維持することで、周辺自治体の利便性が維持され、さらに観光客の増

加により経済活性化も期待される。 

 

7 .  諸国の事例を踏まえた考察 

 ここまで、フランス、スイス、E U、日本における過疎対策、地方交通の実

態を見てきた。この諸国の事例を比較しながら、日本における過疎対策につ

いて考えていく。 

 フランスはパリへの一極集中が進んでいることが、東京への一極集中が進

んでいる日本と類似する点である。そんなフランスで取られていた政策であ

る「 Z R R」や「地域活性化優良モデル」といったものは過疎地域の現在の状

況を把握するためにはとても有益な政策であるように思える。この二つは日

本で取り入れても十分に役割を発揮し、地域自治体にとって、国の支援を受

けやすくなり、今より地域活性化に貢献できるのではないかと考える。また、

フランスの地方交通において自治体の積極的な介入により利用客の増加につ

ながったという点について、非常に興味深く、日本においても廃線になりか

けている赤字路線を救うために、地方自治体が運営に関わることで、地方に

住む人にとって利便性の高いものにすることができる。鉄道会社に一任せず、

自治体が協力して、街づくりの一環として、鉄道を有効活用していくことが

地域活性化に重要なものになっている。 

 スイスは山岳部が多い国として、日本と共通している。日本も山岳部には

小さな集落が存在し、スイスの小さな村のような村が多数存在している。ス

 
1 6  J R 只見線｢11 年ぶり｣復活､地元住民たちの執念 

ht t p s : / / t o y o k e i z a i . n e t / a r t i c l e s / - / 6 2 2 6 0 6  
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イスの過疎化対策は地方に補助金を送る政策が大きな役割を担っていて、そ

の補助金によって、スイスの長閑な観光地が維持され、観光客により経済が

活性化している。山岳部という不便な場所で人口を増やすことは難しいが、

観光客によって地域を活性化することは可能であり、それにより生活する人

の生活サービスを豊かにすることができるので、産業開発や、観光開発の必

要性がスイスの事例からは見られる。このように人口を増やすことだけに執

着するのではなく、そのほかの事例によって経済の活発化を目指す姿勢は日

本でも取り入れるべきであり、日本の地域活性化に非常に貢献すると考えら

れる。また、スイスにおける地方交通はスイス政府が資金を提供し、支援す

るなどして、国家的に守ろうとしている。日本においては国鉄だった鉄道が

民営化されたという背景があり、国が鉄道会社に資金を提供し、国家的に守

ろうとする姿勢をとることは難しいかもしれないが、地方鉄道の厳しい現状

を考えると、国として利用客向上のための補助を行うなどの政策を行うこと

が重要である。 

 

8 .  地方交通の利便性と地方住民の生活の豊かさの関連性 

  ここまで、諸国の過疎対策と地方交通政策を比較し、国による違いや、共

通性を確認した。この章ではその二つの政策の関連性について考察し、交通

政策がいかに過疎対策につながるかを考える。 

8 - 1  小豆島における社会的インパクト の調査 

  日本の香川県の小豆島という小さな島において、地方交通の再編に対して

どのような社会的インパクトがあったかを分析している論文を取り上げる。 

 小豆島というのは瀬戸内海に浮かぶ島であり、 2 6 0 0 0 人ほどが住んでいる。

1 7その島内には鉄道が存在せず、地域住民の足を支える交通システムといえ

ばバスである。小豆島では路線バスを運行する民間事業者が路線バス事業か

ら撤退したことを受け、自治体や住民の出資により小豆島オリーブバス株式

会社が設立されたが、運賃が高額であるなどの問題で利用者が低迷していた。

 
1 7  離島経済新聞、

htt p s : / / r i t o k e i . c o m / s h i m a / k a g a w a / k a g a w a _ s h o d o s h i m a  
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そこで 2 0 1 6 年に病院の開院や高校の開校に合わせて路線バスを再編してバ

スの運賃制度の変更などの取り組みを行った。この改革において、地域住民

がどのような反応を示したかを分析している。路線バスの利用者の回答者は

5 4 %が高齢者であり、その回答で「生活に対する満足度」や「他者とのつな

がりを感じること」といった項目において増加したと答えた回答者が約 2 0 %

いたことを述べている。 1 8この論文では地方交通の改革により生じた利便性

の向上が外出頻度の増加につながり、そこから他者との交流や住民のウェル

ビーイングにつながっていくことから、地方交通の豊かさと生活の豊かさに

おいて相関関係を見出している。 

8 - 2  地方交通と過疎対策 

 以上に述べたように、地方交通の豊かさが地方生活者の生活の豊かさにつ

ながるということが言える。また、それにより、過疎化を防ぐこともできる

のではないかと考える。 

 地方の過疎化が進む一つの要因としては都市への人口流出が考えられるが、

地方における生活の豊かさが向上すれば、都市に移動する人口を抑えること

ができる。また、この事象は都市から地方に移住する要因にもなりうる。以

下は地移住移行者の移住時に影響した項目の T O P 1 0 である。 1 9 

 

1 8 平野里奈・土井健司・猪井博登・青木保親・山崎晴香「地域公共交

通を対象とした社会的インパクト評価に関する研究―地方路線バス網の

再編を対象にー」 	

 
1 9  地方移住に関する実態調査 パーソル総合研究所 

h t t p s : / / r c . p e r s o l - g r o u p . c o . j p / t h i n k t a n k / d a t a / m i g r a t i o n - t o - r u r a l - a r e a s . h t m l  
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「地域での日常的な買い物などで不便がない」や「地域の医療体制が整って

いる」といった、生活する上での利便性を求める声と、「穏やかな暮らしを

実現することができる」などといった生活の豊かさを求める声があることが

わかる。地方交通を維持、改良することでこのような地方移住者の望みを叶

え、地方移住者を増やし、過疎化を食い止める要因になると考える。 

 

9 .  まとめ 

以上のように過疎化や地方の人口減少に対する対策、そして地域経済にお

いて重要な役割を担う地方鉄道の実態として、フランス、スイス、 E U、日本

の事例を見て、比較したが、取り上げた国では現在どこも過疎地域の経済発

展に対して対策を行っていて、さびれてゆく地方を寂れたままにするのでは

なく、経済を盛り上げて、豊かな街にしていこうとする姿勢が見られた。寂

れた地方にはどこであっても、その土地にあるからこその良い点があるはず

であり、その地域の誇る点を伸ばし、その地域にあった活性化をしていくこ

とが過疎対策にとって重要なことである。 
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h t t p s : / / w w w . j e t r o . g o . j p / b i z n e w s / 2 0 2 0 / 0 7 / 1 0 f 0 c d 8 4 a 9 1 a 9 8 6 2 . h t m
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l  （ 2 0 2 3 / 0 8 / 2 5）  

・ J R 只見線｢11 年ぶり｣復活､地元住民たちの執念 

ht t p s : / / t o y o k e i z a i . n e t / a r t i c l e s / - / 6 2 2 6 0 6   ( 2 0 2 3 / 0 8 / 2 5 )  

・ J R 北海道、売上高 8 5 % 回復も 3 年連続赤字  営業赤字 2 4 年連続  

h t t p s : / / w w w . a s a h i . c o m / a r t i c l e s / A S R 4 X 6 G 4 L R 4 X U L F A 0 1 C . h t m l  

（ 2 0 2 3 / 0 8 / 2 5）  

・地域公共交通の現状と課題 国土交通省  

h t t p s : / / w w w t b . m l i t . g o . j p / h o k u s h i n / h r t 5 4 / c o m _ p o l i c y / p d f / H 2 8 s t a

r t u p - k o u t u u k i k a k u . p d f  

・地方移住に関する実態調査 パーソル総合研究所 

h t t p s : / / r c . p e r s o l - g r o u p . c o . j p / t h i n k t a n k / d a t a / m i g r a t i o n - t o - r u r a l -

a r e a s . h t m l    ( 2 0 2 4 / 0 1 / 3 1 )   

・地方鉄道の活性化に向けて 国土交通省  

h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p / c o m m o n / 0 0 0 0 2 5 8 8 0 . p d f  

( 2 0 2 4 / 0 1 / 3 1 )  

・富山港線､万葉線…復活できた｢地方鉄道｣の特徴  

h t t p s : / / t o y o k e i z a i . n e t / a r t i c l e s / - / 6 0 2 5 3 1 ? p a g e = 3（ 2 0 2 3 / 0 8 / 2 5）  

・令和 3 年度版 過疎対策の現況  

h t t p s : / / w w w . s o u m u . g o . j p / m a i n _ c o n t e n t / 0 0 0 8 7 5 7 1 2 . p d f   

( 2 0 2 3 / 0 8 / 2 5 )  
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EU 加盟国の増減に伴う経済的な影響に関して 

On the  economic  impac t  o f  changes  i n  the  number  o f  EU  

member  s ta tes  

2 年・経済 ⼩俣智⼠ 

1．はじめに 

本 レ ポ ー ト で は 、 同 じ く 経 済 自 由 区 域 で あ る 欧 州 連 合 （ EU ） の 歴 史 か ら 、 1 0 カ 国

が同時に加盟した EU 史上最大の拡大である第 5 次拡大前後の経済効果から経済

自由区域の経済効果を検証する。第 5 次拡大が発生した年である 2 0 0 3 年と 2 0 0 4

年の GD P 成長率、EU 加盟国への輸出入の増加などを見ながら、ブレグジットと呼

ばれる 2 0 2 0 年の英国の EU 離脱にも言及し、経済自由区域への加盟の有用性を

解説する。  

 

2．EU の概略、成立 

E U は 、 欧 州 域 内 の 経 済 的 統 合 を 目 指 し て 発 展 し て き た 欧 州 共 同 体

（ E u r o p e a n  C o m m u n i t y： E C）を基礎に、 1 9 9 3 年 1 1 月、「マーストリヒト

条約」に従って創立された。加盟国間の経済・通貨の統合、共通外交・安全保

障政策の実施、欧州市民権の導入、司法・内務協力の発展等が創立目的として

挙げられている。 

欧州では長い間その地域での争いが絶えなかった。その争いに終止符を打と

うと、 1 9 5 0 年に石炭などの当時あらゆる軍事力の基礎となっていた産業部門

を共同管理する、超国家的な欧州の機構の創設が提唱され、現在の欧州統合の

出発点となった。 1 9 5 2 年、この考えに賛同したフランス、西ドイツ（当時）、

ベルギー、イタリア、ルクセンブルクおよびオランダが欧州石炭鉄鋼共同体

（ E C S C）を設立した。その後、平和と和解に留まらない、欧州統合の政治

的・経済的意義も徐々に認識されていった。「共通市場」を擁する欧州経済共

同体（ E E C）の創設以後、欧州共同体を経て 1 9 9 3 年の「欧州連合(マーストリ
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ヒト )条約」に従いイタリア、オランダ、ドイツ（加盟時西ドイツ）、フラン

ス、ベルギー、ルクセンブルクの計 6 か国によって E U が成立した。 

E U は欧州連合条約に基づく、経済通貨同盟、共通外交・安全保障政策、警

察・刑事司法協力等のより幅広い分野での協力を進めている政治・経済統合体。

経済・通貨同盟については、国家主権の一部を委譲し、域外に対する統一的な

通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成している。その他の分野につい

ても、加盟国の権限を前提としつつ、最大限 E U としての共通の立場を取るこ

とで、政治的にも「一つの声」で発言している。 

また E U では結束政策（Co h e s i o n  P o l i c y）といった政策を行っている。現

在では、 E U 全域を対象とし、雇用創出、経済成長、持続可能な発展、生活向

上等を目的として補助金等の予算を組んでいる。これは E U 域内の経済・社

会・地域的格差の是正と総体的な成長を促すため，加盟国における各種プロジ

ェクト等への投資を支援するプログラムであり、 2 0 2 1 - 2 0 2 7 年における予算

は、 E U の通常予算の約 3 分の 1（約 3 3 0 0 億ユーロ）を占め、インフラ整備や

研究開発等を支援することを目的にしている。 

 

3．EU 加盟 5 次拡大の前後に  起きた経済的影響 

 ここでは具体的に E U 最大の加盟国増加となった 5 次の東欧拡大時に加盟国

と新加盟国に起きた経済的な影響について述べていく。 

 まず、G D P の成長について述べていく。下記の表は G D P の成長率を計算し

たものである。まず E U 全体における成長率としてはそれまでより 2 ポイント

増加した 4 %の成長が確認できた。 2 0 0 4 年に加盟した 1 0 か国では、大きく

G D P 成長率のポイントを伸ばした国がいた。 
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E U R O S T A T ,  ‘ G D P  a n d  m a i n  c o m p o n e n t s ’  よ り 著 者 作 成  

 

この次の表が、対 E U に対する輸出入総額の増減率である。こちらではより

大きな変化がみられることがわかる。特に 2 0 0 4 年の 1 0 か国加盟時には E U 全

体においても 5 ポイント近い上昇がみられ、新規加盟国では最大 3 0 ポイント

以上の対 E U 輸出入総額の上昇がみられた国もある。 2 0 0 7 年の加盟時では E U

全体においてはそこまでの影響はなかったものの、新規に加盟した 2 か国でも

対 E U 輸出入総額が増加していることが読み取れる。これは 2 0 0 4 年に 1 0 か国

という E U 最大規模の拡大とともに、新規加盟国含め E U 全体において貿易総

額が増加したことによるものだと推測できる。同時に、これだけの増加がみら

れたということは貿易障壁が撤廃されたことによって関税がかからなくなり、

新規加盟国では対 E U 加盟国への輸出入において非 E U 加盟国よりも優位に立

てるようになった分多くのものが売れるようになった。既存加盟国でも、新規

加盟国ほどでなくとも同じ現象が起き、新規加盟国を中心に全体的な経済効率

が上昇したということは明白だろう。同時期の非加盟国ではこのような輸出入

における変化はみられず、G D P においても新規加盟国のような大幅な伸びはな

かったことからも加盟による経済的メリットが大きいことを裏付けられるだろ

う。また、今まで E U に対して輸出を行っていた新規加盟国にとっては自国の

製品等をより多くの E U 加盟国、特にフランス、ドイツなどの経済大国に売る

ことができるすばらしい分岐点になったといえるだろう。 
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E U R O S T A T ,  ‘ I n t r a  a n d  E x t r a - E U  t r a d e  b y  M e m b e r  S t a t e  a n d  b y  p r o d u c t  g r o u p ’  よ

り 著 者 作 成   

 

 G D P 成長率、対 E U 輸出入総額の増加から、新規に加盟したことおよび E U

加盟国が増えることによって E U 内での経済循環がより発展し、大きな 1 つの

経済圏として成り立っていることがよりわかるだろう。特に新規加盟国が一度

に増えた 2 0 0 4 年には、以前からの加盟国の対 E U 輸出入総額にも大きな伸び

が見られることから、この推測が正しいことを証明できる。経済圏が発達する

ことのメリットはなんだろうか。 E U では、モノやサービスだけでなく、人々

の移動の自由も保証されている。つまり人々が自ら求める環境、モノやサービ

スを探し求め E U 内を自由に動くことができ、その領域が広ければ広いほど、

その選択肢は広がるのである。また、人々が移動すれば必ずお金が動き、経済

が循環することも忘れてはならない。 E U にとってその経済圏の領域の拡大は

大きなメリットをもたらしている、またはもたらしたことは無視できないこと

であろう。 

 

4．EU・イギリスがとった経済的影響および混乱を押さえるための施策、対策 

イギリス政府が当初取った方針として、自由移動を認めることをせずに、単

一市場から離脱することで独自の貿易協定を締結する権限を回復し、 E U 法の

下に置かれることも受け入れない等の交渉方針を掲げていたが、実際には首相

は単一市場に対する最大限のアクセスを求めるとも発言しており、離脱派と残
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留派の意見をうまく取り入れ、穏健的に進めようとしていたことがわかる。し

かし、イギリス政府にとって単一市場から離れるということは移民問題を掲げ

て E U 離脱を進めたことから避けられないものとなってしまった。同時に E U と

してもこれ以上の加盟国離脱を避けるために、強固な姿勢での対イギリス交渉

を行うことになった。つまり、単一市場へのアクセスだけを求めるといった美

味しいところを取っていくようなことは認められなかったのである。 

もともと、国民投票の際から離脱する場合どうなるのかといった具体的な話

がされてこなかったため、離脱の条件をどのようにするのかに関して、イギリ

ス国内で議論が紛糾した。その間幾度かイギリス議会は総選挙を行い、最終的

な選挙では保守党が圧勝し 2 0 2 0 年 1 月 2 3 日付でエリザベス女王が E U 離脱

法案を裁可したことで、離脱協定が成立しイギリスは 2 0 2 0 年 2 月 1 日から

E U の加盟国を外れた。しかし離脱協定により 2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日までは移行

期間としてイギリスは E U の加盟国とみなされることで E U 法が適用でき、

E U が他国と交わした協定等にも適応されるようになっている。これはこの間

の期間中に新たにイギリスと世界各国が貿易等における協定を結びなおせるよ

うにということと離脱に伴う政治的、経済的混乱を最小限にするためであると

いえるだろう。  

 

5．ブレグジット後のイギリス  

国民投票の 6 週間後には、イギリスは量的緩和を実施し、銀行の借り入れコ

ストを低く保つような状態を維持した。その結果インフレとなり、後から賃金

上昇もインフレに追いつく形となった。 2 0 1 8 年には失業率も過去最低となり、

新規雇用も増加した。 

イギリスが E U を完全に脱退したのは 2 0 2 0 年 2 月 1 日で、その影響がはっ

きりと出るはずだった約半年後には世界的なコロナウイルスの感染拡大によっ

て世界中で経済そのものが低下した。特に輸出入産業は各国での生産ライン等

がストップしたことなどによって大ダメージを受けることとなった。これによ

りブレグジットがどのように イギリスや E U 加盟国に影響与えたのかを判別す

ることが非常に難しくなってしまった。しかし、イギリスはその後環太平洋パ

ートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（C P T P P）  のイギリス加入



 

59 

59 

に関する議定書に署名した。 C P T T P は E U 市場に次ぐ第三位の自由貿易地域で

あり、最初の加盟国 1 1 か国の経済は世界の G D P の約 1 4 %を占めており、この

経済圏に加入することはＥＵほどの統一的市場・単一市場とまでは行かないも

のの、地域的な関税が優遇される市場における経済的優位、メリットは大きい

だろう。これは先述した E U 加盟による G D P の増加等のデータからも明らかで

ある。つまりイギリスは E U から離脱することは国民投票や、国家主権の一部

制限から決定したものの、自由貿易市場がもつ経済的なそのものの有用性を否

定おらず、 C P T T P に加入することによって自由貿易市場から完全に離れること

を防いだこと自体が、 E U という自由貿易市場からの離脱が国内経済に悪影響、

負の影響をもたらすと見ていたことは否定できないことだろう。ではなぜ、

C P T T P よりも規模が大きく、その分の経済的メリットも大きいはずの E U 市場

からイギリスは脱退したのか。これには政治的要因が絡んでいると考えられる。

E U では結束政策という加盟国間の格差を減らす政策を導入している 。また、

これらの政策の予算は E U 加盟国が拠出しており、特に先進国が多く負担をし

ている 。つまり、経済的に発展途上である新規加盟国が増えれば増えるほど、

イギリスなどの先進国の負担は増え、その負担分に見合うだけの E U からの還

元はないということである。つまり E U 市場における経済的メリットはあるも

のの、その分途上国への財政負担を強いられている状況はイギリスにとってメ

リットを十分に享受できていると感じられない状況だったのだろう。 E U から

脱退し、国家主権の制限を受けないようにした上で、再度自由貿易地域に入り

経済的メリットを享受することでイギリスの国益としたのではないのだろうか。 

 

6．まとめ 

E U という政治および経済同盟に加入することによって受ける恩恵は数多く

ある。特に東欧加入が示す通り、先進国である西欧、特にフランスやドイツな

どの経済大国が大きく財政負担する E U の予算から、産業等において補助があ

りそれによる経済政策上の優遇およびそれに伴う好影響があることを否定する

ことはできない。同時に加盟そのものによる経済的に良い影響があることは明

白である。現加盟国からすると途上国に近い東欧の加入は E U における財政負

担の増加を招くが、それと同じタイミングで貿易における関税撤廃による恩恵
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等を受け、少なからず厚生や G D P において正の影響が出ていることは、 E U の

東方拡大における現加盟国、新加盟国、非加盟国に分けた実証研究をした先行

研究でも確認されている。特に新規加盟国の中で、対 E U 加盟国の輸出入が多

かった国は加盟による貿易障壁の撤廃が大きくメリットとして経済に影響した

ことが述べられており、それらは前述のとおり、G D P の成長率や対 E U 輸出入

総額の増加等によって明らかになっていることがわかるだろう。それに比べ、

非 E U 加盟国では、新規加盟国が増えようが増えまいが、大きく G D P 等に影響

することはない。これは、 E U に加盟した国と貿易をしたとしても特に条件は

変わらないからであると推測できる。逆に E U に加盟する前から E U 加盟国と

の取引が多かった新規加盟国は、 E U 加盟による関税撤廃の大きな恩恵を受け

たといっても過言ではないだろう。同時に、どの国であっても関税が撤廃され

たことで自然と E U 加盟国との貿易取引が増加していっていることも確認でき

た。 

大きな経済圏であり、その経済圏の中では関税がかからない、その上、 E U

加盟国内で格差がある場合は補助を受けられるなどといった経済上大きな優遇

を得ることのできる E U の加盟は新規加盟国にとって大きな利益を生むのは明

白だろう。同時に離脱したイギリスにしても経常収支の赤字が慢性的にあり、

直接投資による利益はイギリスにとって重要なファイナンスの 1 つである。そ

のような イギリスに E U からの投資や世界各国からの投資があった理由の一つ

として、 E U という単一市場およびシングルパスポートといった制度の枠組み

の中にいたということが大きいのはいくつかの日本企業がイギリスにおいてい

た拠点を E U の別の加盟国に移転したことからも理解できるだろう。また、イ

ギリスの離脱に伴う E U への影響だが、 E U からの金融投資が多いのは事実では

あるものの、貿易面ではそこまで大きくない。つまりは E U における経済的な

損失はイギリスのものに比べるとそこまで大きくないのである。これも大きな

1 つの経済圏がもつ強みといえるだろう。 
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N H K 出版 ,  2 0 1 6  

•  井上淳  著「域内市場統合における E U -加盟国間関係」恵雅堂出版 ,  2 0 1 3  

•  池本大輔  著  「混迷する欧州と国際秩序より「第６章  ブレグジットを取

り 巻 く 政 治 的 混 乱 」 」

h t t p s : / / w w w 2 . j i i a . o r . j p / p d f / r e s e a r c h / H 3 0 _ E u r o p e / 0 6 -

i k e m o t o . p d f  ( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  2 0 ,  2 0 2 3 )  

•  岩田有未「 E U 東方拡大における経済的影響  :  既存加盟国、新規加盟国、

非加盟国に分けた実証分析」一橋大学卒論 ,  2 0 1 3 年 

•  E U  M A G 「 歴 史 的 E U 拡 大 か ら の 1 0 年 を 振 り 返 る 」

h t t p s : / / e u m a g . j p / b e h i n d / d 0 5 1 4 /  ( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  2 0 ,  2 0 2 3 )  

•  尾上修悟著「 B R E X I T「民衆の反逆」から見る英国の E U 離脱  :  緊縮政

策・移民問題・欧州危機」明石書店 ,  2 0 1 8 年 

•  外 務 省 「 E U の 経 済 政 策 」

h t t p s : / / w w w . m o f a . g o . j p / m o f a j / a r e a / e u / p d f s / i n d e x - k e i z a i . p d f  

( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  2 0 ,  2 0 2 3 )  

•  外 務 省 「 E U  概 況 」 h t t p s : / / w w w . m o f a . g o . j p / m o f a j / a r e a / e u / d a t a . h t m l  

( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  2 0 ,  2 0 2 3 )  
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•  外 務 省 「 E U 加 盟 国 」  

h t t p s : / / w w w . m o f a . g o . j p / m o f a j / a r e a / e u / m a p _ 0 0 . h t m l  ( A c c e s s e d  o n  

A u g u s t  2 0 ,  2 0 2 3 )  

•  庄司克宏著「ブレグジット・パラドクス :  欧州統合のゆくえ」岩波書店 ,  

2 0 1 9 年 

•  鈴木利大 著「 E U における経済通貨同盟の問題点と政策的統合の必要性」

文眞堂 ,  2 0 2 2 年 

•  羽場久美子、小森田秋夫、田中素香  著「ヨーロッパの東方拡大」岩波書

店 ,  2 0 0 6 年 

•  益田実 ,  山本健編著「欧州統合史  :  二つの世界大戦からブレグジットま

で」ミネルヴァ書房 ,  2 0 1 9 年 

鷲江義勝編著  「 E U  :  欧州統合の現在」創元社 ,  2 0 2 0 年 

•  A L E X  S T O J A N O V I C ,  G E M M A  T E T L O W “ U n d e r s t a n d i n g  t h e  

e c o n o m i c  i m p a c t  o f  B r e x i t ”  

h t t p s : / / w w w . i n s t i t u t e f o r g o v e r n m e n t . o r g . u k / p u b l i c a t i o n / r e p o r t / u n d e r s

t a n d i n g - e c o n o m i c - i m p a c t - b r e x i t     ( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  2 0 ,  2 0 2 3 )  

•  C o n g r e s s i o n a l  R e s e a r c h  S e r v i c e  ” E u r o p e a n  U n i o n  E n l a r g e m e n t ”  

h t t p s : / / s g p . f a s . o r g / c r s / r o w / R S 2 1 3 4 4 . p d f    ( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  2 0 ,  

2 0 2 3 )  

•  D i m i t e r  T o s h k o v  ” T h e  E f f e c t s  o f  t h e  E a s t e r n  E n l a r g e m e n t  o n  t h e  

D e c i s i o n - M a k i n g  C a p a c i t y  o f  t h e  E u r o p e a n  U n i o n ”   

h t t p : / / u s e r p a g e . f u -

b e r l i n . d e / k f g e u / m a x c a p / s y s t e m / f i l e s / m a x c a p _ w p _ 0 5 _ 0 . p d f     

( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  2 0 ,  2 0 2 3 )  

•  D h a r s h i n i  D a v i d“W h a t  i m p a c t  h a s  B r e x i t  h a d  o n  t h e  U K  e c o n o m y ? ”  

h t t p s : / / w w w . b b c . c o m / n e w s / b u s i n e s s - 6 4 4 5 0 8 8 2     ( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  

2 0 ,  2 0 2 3 )  

•  E U R O S T A T  “ G D P  a n d  m a i n  c o m p o n e n t s ” ,  

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / e u r o s t a t / d a t a b r o w s e r / v i e w / N A M A _ 1 0 _ G D P _ _ c u s

t o m _ 7 3 2 7 1 8 7 / d e f a u l t / t a b l e ? l a n g = e n  ( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  2 0 ,  2 0 2 3 )  
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•  E U R O S T A T  “ I n t r a  a n d  E x t r a - E U  t r a d e  b y  M e m b e r  S t a t e  a n d  b y  

p r o d u c t  g r o u p ” ,  

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / e u r o s t a t / d a t a b r o w s e r / v i e w / E X T _ L T _ I N T R A T R D

_ _ c u s t o m _ 7 3 7 0 5 8 4 / d e f a u l t / t a b l e ? l a n g = e n  ( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  2 0 ,  

2 0 2 3 )  

•  G r z e g o r z  E k i e r t”D i l e m m a s  o f  E u r o p e a n i z a t i o n :  E a s t e r n  a n d  C e n t r a l  

E u r o p e  a f t e r  t h e  E U  E n l a r g e m e n t ”  h t t p s : / / s r c -

h . s l a v . h o k u d a i . a c . j p / p u b l i c t n / a c t a / 2 5 / e k i e r t . p d f  ( A c c e s s e d  o n  A u g u s t  

2 0 ,  2 0 2 3 )  

•  J o u d i  M a j b o u r  “ B r e x i t  a n d  i t s  E f f e c t  o n  t h e  E . U .  i n  T e r m s  o f  t h e  

E c o n o m y :  -  A  Q u a l i t a t i v e  C o n t e n t  A n a l y s i s ” ,  h t t p s : / / l n u . d i v a -

p o r t a l . o r g / s m a s h / g e t / d i v a 2 : 1 6 6 7 9 6 7 / F U L L T E X T 0 1 . p d f  ( A c c e s s e d  o n  

A u g u s t  2 0 ,  2 0 2 3 )  
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ドイツにおける⾼齢者モビリティの⽀援制度 

R e s e a r c h  o n  t h e  M o b i l i t y  S u p p o r t  S y s t e m  f o r  t h e  E l d e r l y  

 i n  G e r m a n y  

２年・経済学部 H a n n a r o n g  S a w i t t a  

1 .  本 レ ポ ー ト に つ い て  

2 1 世紀におけるもっとも大きな社会問題の一つは高齢者問題だ。世界の高

齢化率の推移（グラフ１）から、国を問わず高齢者率が上昇する一方だという

ことがわかる。特に日本は、 2 0 0 5 年世界で最も高い水準となり、それに続い

たのはドイツである。  

グ ラ フ 1  世 界 の 高 齢 化 率 の 推 移 （ 内 閣 府 , 2 0 2 0 ）  

 

 2 0 2 1 年までの国別高齢者（ 6 5 歳以上）率はグラフ 1 通りである。 2 0 1 9 年

の発表のグラフ１で示された同行と同様に、高齢者人口の割合も日本が一位で

ある。日本はそのまま一位である。最高 1 0 位、日本に続いたのは、イタリア、

フィンランド、ポルトガル、ギリシャ、ドイツ、ブルガリア、クロアチア、フ

ランス、そしてラトビアである。 2 位から 9 位の「国の 6 5 歳以上の人口割合

が 2 0～ 2 3 パーセントにある一方、日本は 2 8 . 2％と突出して高い。  
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表 1  高 齢 者 の 割 合 で の 世 界 順 位 （ 国 際 連 合 経 済 社 会 局 , 2 0 2 2 ） 2 0  

 

 なぜここまで高齢者の数、人口に対する比率、諸国における高齢者率につい

てたくさん述べてきたかというと、この高齢社会はまさに我々の未来であり、

誰にも関係し、いつかその高齢者たちになる私たちに、改めてまず意識させた

いのである。次に考えてもらいたいのは、その年になった私たちは、思うよう

に快適に生活が送れるのだろうかという点である。筆者にとってはかなりの不

安である。  

 快適に生活できるということは、一番単純な定義でいうと、衣食住が揃って、

さらに欲しいものが手に入ることに違いない。それらの欲求を満たすことは

個々人の仕事だと考える。しかし、自分だけでは満たせない、「社会」という

主体からの支えが必要となるところも少なくない。特に高齢者の中では、初め

に注目され、高齢者にとって一番の問題は、体の衰えだ。年を取ると体は若い

頃より劣り、感覚器系も老化し、いつもできることができなくなってしまうこ

とが避けられず、結果的により周りからの支えがより重要になってくるのであ

る。  

 近い将来は超高齢社会になると言われているが、現在は高齢社会ではないと

も言えないだろう。高齢者と共存している社会では、高齢者に対する不満があ

る人をしばしば見かける。上記に述べたように、老化のため体の動きは若者と

 
2 0  h t t p s : / / p o p u l a t i o n . u n . o r g / w p p / D o w n l o a d / S t a n d a r d / Po p u l a t i o n /  

-  国  6 5 歳以上の割

合  
6 5 歳以上の人口

（万人）  
人口（万人）  

1  日本  2 8 . 2  3 5 . 5 8  1 2 6 . 1 8  

2  イタリア  2 2 . 8  1 3 . 7 6  6 0 . 3 4  

3  フィンランド  2 1 . 9  1 . 2 1  5 . 5 2  

4  ポルトガル  2 1 . 8  2 . 2 4  1 0 . 2 7  

5  ギリシャ  2 1 . 8  2 . 3 3  1 0 . 7 0  

6  ドイツ  2 1 . 4  1 7 . 7 8  8 3 . 1 0  

7  ブルガリア  2 1 . 3  1 . 4 9  6 . 9 8  

8  クロアチア  2 0 . 4  0 . 8 3  4 . 0 5  

9  フランス  2 0 . 3  1 3 . 1 6  6 4 . 8 3  

1 0  ラトビア  2 0 . 3  0 . 3 9  1 . 9 1  
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当然違い、ある健康な人にとってはイライラさせられることもあるだろう。他

人に害を与えなければ何の問題もないが、それより重要なことは、体の不自由

に注意せず、健康でいたつもりで生活すると気がついたら大変なことになるこ

と恐れがある。より具体的な例を挙げると、高齢者の運転だ。高齢者が運転し、

衝突事故が起こるニュースが増えている。この問題について議論すれば結論を

つけることは難しいと考える。なぜなら、高齢者の運転を禁止したい、そして

運転は権利と不可欠な移動手段だと両方の主張があり、どれも否定できず、ジ

レンマである。  

 たくさん解決すべき問題がある中、筆者は「モビリティ」という移動のこと

について調査したい。元々筆者は高齢者運転問題に興味を持っていたが、もう

少しトピックを広げ、自身の運転に頼らずに齢者のモビリティをどう保てるか

を考えていきたい。特にこれはあくまでも国民の生活水準を維持するためのこ

とで、国も取り組むべきだと考え、政策の面で考察していく。本調査ではドイ

ツにおける高齢者のモビリティを維持するための政策に着目し、事例を紹介し

つつ、日本の事例と比較することを中心にして調査する。ドイツはヨーロッパ

内では高齢者率が最も高い国ではないが、人口の規模が大きく、車社会と言わ

れており、その点において国はどう対応し、車社会から脱退しようとしている

かを調べていきたい。  

 注）本稿における高齢者の定義は 6 5 歳以上の人のことだが、アクセス可

能なデータが限られているため 6 0 歳以上の人の情報を使うことがある。  

 

 

2 .  本論  

2 . 1 .  高齢者モビリティ問題  

 序論に述べた通り、高齢者は体の関係で移動が難しくなり、運転することも

勧められていない一方、外出するなどの必要はまだある。生活を送るにあたっ

て、物理的なもの（衣食住）を揃えるために移動することが欠かせず、子ども

のいない高齢者にも自分で行きたいところ行けるよう、解決に取り組む必要が

あると考える。  
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2 . 2 .  高齢者の主な移動手段  

 全体的に見れば一番多く使われている移動手段は車である。２番目に多く利

用されるのはバスや L RT、そして鉄道ある。このデータはコロナ感染症の拡

大が始まった 2 0 1 9 年以降のもののため、乗車数の減少は避けられない点に注

意すべきだ。  

 

グ ラ フ ２  ド イ ツ に お け る 国 民 全 体 の 移 動 手 段 別 合 計 乗 車 数 2 1  

（ ド イ ツ 連 邦 統 計 局 , 2 0 2 2 年 ) 2 2  

 

これらの移動手段の中では高齢者はどのような移動手段を利用しているかを、

下記のグラフから読み取れる。  

 
2 1  h t t p s : / / w w w. d e s t a t i s . d e / E N / T h e m e s / E c o n o m i c - S e c t o r s -

E n t e r p r i s e s / Tr a n s p o r t / Pa s s e n g e r -Tr a n s p o r t / Ta b l e s / p a s s e n g e r s -

c a r r i e d . h t m l  
2 2  

h t t p s : / / w w w. s t a t i s t i s c h e b i b l i o t h e k . d e / m i r / r e c e i v e / D E S e r i e _ m o d s _ 0 0 0

0 0 7 4 3  
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ドイツ国民全体の移動手段

常時バス、LRT 鉄道 私用車
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グ ラ フ 3  2 0 2 1 年 に 6 5 歳 以 上 で 道 路 交 通 事 故 に 遭 っ た 高 齢 者 の 移 動 手 段 別 の 件 数 、 そ し て

そ れ ぞ れ の 移 動 手 段 に お け る 性 別 の 割 合  ( ド イ ツ 連 邦 統 計 局 , 2 0 2 0 年 ) 2 3  

 

 以上のグラフによれば、事故がよく起こる（件数が多い）移動手段は車であ

る。これはあくまでも事故が起こったときのデータであり、事故のない時に利

用される移動手段の件数を示すものではない。ただし、高齢者が安全に移動で

きるように何かできるかのことを中心に調査したいという目的から、どのよう

な理由で事故がよく起こるかを見ることも可能なアプローチ方法だと考え、こ

のグラフを用いることにしている。  

 

 
2 3  

h t t p s : / / w w w. s t a t i s t i s c h e b i b l i o t h e k . d e / m i r / r e c e i v e / D E S e r i e _ m o d s _ 0 0 0

0 0 7 4 3  
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表 2  ド イ ツ の 年 齢 別 の 運 転 免 許 の 保 有 状 況 （ ド イ ツ 連 邦 統 計 局 , 2 0 2 1 ） 2 4  

 

次に紹介したいデータは表 2 で示されるドイツの年齢別の運転免許保有状況だ。  

 
グ ラ フ 4  ド イ ツ の 6 0 歳 以 上 の 高 齢 者 人 口 と 運 転 免 許 保 有 率 の 推 移  

( ド イ ツ 連 邦 統 計 局 、 2 0 2 1 ) 2 5  

 驚くことに、高齢者の中の運転免許保有率はやや上がり傾向にある。特に人

口が増加している中、保有率が全然下がらず、免許保有者数が増えているとい

うことが分かった。このデータとグラフ３で示された道路交通事故に遭った高

齢者の移動手段別の件数、そしてそれぞれの移動手段における性別の割合を並

 
2 4  J a n  Va l l é e  e t  a l .  ( 2 0 2 2 )   

2 5  h t t p s : / / w w w. d e s t a t i s . d e / E N / T h e m e s / S o c i e t y -

E n v i r o n m e n t / P o p u l a t i o n / C u r r e n t -

P o p u l a t i o n / Ta b l e s / l r b e v 0 1 g a . h t m l ? v i e w = m a i n [ P r i n t ]  
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べて考察すると、車による事故が最も件数が多く、そして 2 0 1 2 年から 2 0 2 1

年にかけて 6 0 歳以上の運転免許保有率は一定の水準から変化がないことによ

り、高齢者の中でのたくさん使われる移動手段は車であるのではないか考えら

れる。  

 

2 . 3 .  国 や 政 府 が 懸 念 し て い る 点  

 ドイツ連邦統計局によると、高齢者の自動車運転手は運転マナーや優先権を

無視し、方向の間違い、車間距離を守らない、制限速度を守らないような行為

から、交通事故につながるという。年配の歩行者の間でも、 7 4 %を占める最も

大きな事故の原因は「道路を横断する時の行動が間違った」である。第二の原

因は、車両の交通に注意を十分払わずに横断することだ。  

 視覚や聴覚の老化によって、高齢者は運転することが困難になり、万が一事

故に遭った場合、高齢者ドライバーの方が責められがちであると懸念されるこ

とから、モビリティを保つと同時に、安全で移動できるよう国は力を入れたと

言っている 2 6。  

 “ H o w  p o v e r t y  r e s t r i c t s  e l d e r l y  G e r m a n s ’ e v e r y d a y  t r a v e l ”  論文によると、

所得は個々人モビリティに影響を与えるのだ。低所得の高齢者は、比較的移動

距離が短く、移動にかかる時間も短いのである。この論文における実験では、

移動手段に注目せず、所得と性別だけ注意して移動距離を比較すると、明らか

に低所得者の方が移動距離が短く、さらに女性の方が同所得層の男性と比べる

と移動距離が短いのである。モビリティアクセスの面でも調査された。女性の

方が各同所得層の男性より自動車へアクセスできる高齢者数の割合は低く、差

が非常に大きいということが分かった。このように、モビリティアクセス問題

について考える際には、所得と性別はとても重要な要素となっており、モビリ

ティ確保制度を策定するのには、以上の要素がアクセスを妨げることにならな

いよう注意する必要がある。  

 

 
2 6  E x c h a n g e  y o u r  d r i v i n g  l i c e n s e  f o r  a  p u b l i c  t r a n s p o r t  s u b s c r i p t i o n ,  2 0 2 1  
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2 . 4 .  ド イ ツ に お け る 高 齢 者 モ ビ リ テ ィ 制 度 ・ 政 策  

2 . 4 . 1 .  ベ ル リ ン 市 の 高 齢 者 モ ビ リ テ ィ 補 助 政 策  

 

ベ ル リ ン モ ビ リ テ ィ 援 助 サ ー ビ ス  

ベルリン市ではモビリティや視覚障害や持病のある高齢者、車を必要とする

高齢者にモビリティ援助サービスを導入している。当プログラムのスタッフは

特別訓練を受け、高齢者や障碍者が困ることを認識し、援助できるように訓練

されている。  

 利用料金については、通常に使う場合、年会費の 8 0 ユーロを支払う必要が

ある。ただし、社会福祉受給者（G r u n d s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n ,  B a s i c  s o c i a l  

s e c u r i t y  s e r v i c e s）は半額（ 4 0 ユーロ）でこのサービスを利用できるのであ

る。一回の利用の場合、１回につき５ユーロが課される。そのほか、ベルリン

特別輸送サービス ( B e r l i n  S p e c i a l  Tr a n s p o r t  S e r v i c e )の利用者は追加の 6 0 ユ

ーロを支払う必要がある。利用時間は１週当たりに 1 . 5 時間である。  

 このサービスは 1 9 8 8 年に導入し、 2 0 1 8 年に開始から 3 0 周年を迎えたのだ

2 7。上院からの資金で運営している。当プログラムのモットーは「人生は外で

遊ぶ―私たちはあなたを外に連れていきます」という目標にある。  

  

図 1 ベ ル リ ン モ ビ リ テ ィ 援 助 サ ー ビ ス の 実 例  ( B e r l i n  m o b i l i t y  a s s i s t a n c e  

s e r v i c e s , 2 0 1 7 )  

バ ス ・ 電 車 の エ ス コ ー ト サ ー ビ ス  

 ベ ル リ ン ＝ ブ ラ ン デ ン ブ ル ク 交 通 省 （Ve r k e h r s v e r b u n d  B e r l i n -  

 
2 7  B e r l i n  m o b i l i t y  a s s i s t a n c e  s e r v i c e s  ( n . d . )  
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B r a n d e n b u r g ,  V B B）は移動障害のある市民に無料移動補助サービスを提供し

ている。このサービスは、体の不自由な人、高齢者、バス・電車の利用に困難

がある人、乗り換えに助けが必要な人を援助するサービスである。ベルリン全

域で利用可能となっている。利用条件として、利用者は自分で道が分かって、

案内できる、そして利用する公共交通機関の有効なチケットを持っていること

が条件とされる。  

2 . 4 . 2   バ ー デ ン ＝ ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク 州 の 運 転 免 許 を 公 共 交 通 機 関 の 割 引 へ 交 換  

 ドイツでは高齢者の運転免許自主返納による特典制度を導入している。人口

11 0 万人以上も居住しているバーデン＝ヴュルテンベルク州では、運転免許を

返納する者を対象にバス・鉄道切符の割引を受け取れる制度を設けている。免

許返納者に S e n i o r e n Ti c k e t という１年間の定期券を購入する権利を与える。

2 8  

 バーデン＝ヴェルテンベルク州によると、 3 分の 2 以上の交通事故での志望

者は 6 5 歳以上の人であり、交通事故が起きた場合最初に責められるのはその

事 件 に い る 高 齢 者 と な る こ と が 多 い 。 州 交 通 大 臣 （S t a t e  m i n i s t e r  o f  

t r a n s p o r t）  は、当州ではどこでもバスや鉄道でアクセスできるし、自転車

や歩行でもほぼどこにも行けるので、この年間定期券を利用すれば節約でき、

そして安全につながるので運転をやめても生活できると信じていると述べた。

2 0 1 5 年に同制度の導入の先駆けとなったルートヴィヒスブルク郡 ( L a n d k r e i s  

L u d w i g s b u r g ) 2 9 、 そ の 後 5 年 に導入 し始め たエス リ ンゲン郡 ( L a n d k r e i s  

E s s l i n g e n )がこの運転免許返納と公共交通機関チケット交換制度を取り入れ

 
2 8  M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t  B a d e n - W ü r t t e m b e r g  ( 2 0 2 1 )  h t t p s : / / v m . b a d e n -

w u e r t t e m b e r g . d e / d e / s e r v i c e / p r e s s e / p r e s s e m i t t e i l u n g / p i d / t a u s c h e -

f u e h r e r s c h e i n - g e g e n - o e p n v - a b o - 1 /  
2 9  ルートヴィヒスブルク郡(L a n d k r e i s  L u d w i g s b u r g )  、エスリンゲン郡

(L a n d k r e i s  E s s l i n g e n )はバーデン＝ヴェルテンベルク州内の郡である。  
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た結果、 5 , 3 0 0 人もの高齢者がこのキャンペーンからの恩恵を受けた。以前公

共交通機関を利用しなかった市民も翌年の S e n i o r e n Ti c k e t を継続購入したと

いう。  

以上の２つの郡にとどまらず、なるべく州全体へ広めたい発想より、 1 4 社

もの公共交通機関提供者にこのキャンペーンへの協力を求めている。当プロジ

ェクトで使用する費用の半分は州政府が負担し、その他は協力公共交通会社が

負担する。  

 運転免許を返納して割引を受け取ることができる対象者は、オファー該当地

域の居住者であり、免許返納証拠の書類の提出、そして 6 5 歳以上または 6 0 歳

以上で年金受給者である。  

 

2 . 2 . 3  政 策 の 効 果  

 モ ビ リ テ ィ 補 助 制 度 の ⽬ 的 は ⾼ 齢 者 と 障 碍 者 が ⾏ き た い と こ ろ に ⾏ け る よ う

か つ 安 く だ れ で も 利 ⽤ で き る よ う な 体 制 を 築 く た め で あ る 。  

 

  

グラフ 5 では、国別 5 0 歳以上の１日あたり移動距離が示されている。ドイツ

では 2 0 世紀から移動距離が大きく伸びてきたことが分かった。グラフ 6 は移

グ ラ フ 5  5 0 歳 以 上 の 1 日 当 た り 移 動 距 離  

( I n s t i t u t e  f o r  m o b i l i t y  r e s e a r c h ,  2 0 1 7 )  

グ ラ フ 6  5 0 歳 以 上 の 1 日 当 た り 移 動 回 数  

( I n s t i t u t e  f o r  m o b i l i t y  r e s e a r c h ,  2 0 1 7 )  
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動回数を示し、 4 0 年間の大きな変化はないとみられているが、日本などと比

較するとまだ上回っていることが分かった。しかし、これらの移動距離や移動

回数の上昇をすべてモビリティ支援制度のおかげであることに結論付けること

はまだできない。このデータはあくまでもドイツ全体の調査結果を表し、以上

に紹介した制度の対象地域に限っていないため、この点に注意する必要がある。

また、以上の調査対象は 5 0 歳以上の利用者であり、高齢者の定義に含まれて

いない部分があることになっている。  

 

図 2  2 0 2 1 年 の 住 民 １ ０ 万 人 当 た り 交 通 事 故 に 遭 う 6 5 歳 以 上 の 高 齢 者 の 数  

 ( ド イ ツ 連 邦 統 計 局 ,  2 0 2 2 )  
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一方、交通事故に関しては制度の導入によって何かの変わりがあるだろう

か？図２からモビリティ補助制度を導入しているベルリン州では、 2 0 2 1 年に

おける住民 1 0 万人当たりの交通事故にある高齢者数は 2 3 0 人以下であり、

2 0 0 9 年では 2 0 0 - 2 5 0 人で、 2 0 1 5 年でも 2 4 0 - 2 8 0 人だ。これらの数字から、

ベルリン州の高齢者は比較的交通事故に遭うことが少ないことがみられる。ベ

ルリン州はドイツの首都であり、もっとも人口密度が高い都市である。  

ベ ル リ ン  

バ ー デ ン ＝ ヴ ェ ル テ ン ベ ル ク  
バ ー デ ン ＝ ヴ ェ ル テ ン ベ ル ク  

ベ ル リ ン  

図 3  2 0 0 9 年 の 住 民 １ ０ 万 人 当 た

り 交 通 事 故 に 遭 う 6 5 歳 以 上 の 高

齢 者 の 数  

( ド イ ツ 連 邦 統 計 局 ,  2 0 1 0 )  

図 4  2 0 1 5 年 の 住 民 １ ０ 万 人 当 た

り 交 通 事 故 に 遭 う 6 5 歳 以 上 の 高

齢 者 の 数  

( ド イ ツ 連 邦 統 計 局 ,  2 0 1 6 )  
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表 3  ド イ ツ の 州 ご と の 人 口 密 度  ( W i k i p e d i a ,  2 0 2 3 ) 3 0  

  ベルリンの人口密度は１ k m 2 当たり 4 0 1 2 人であり、バーデン＝ヴュルテ

ンベルク州の人口密度は１ k m 2 当たりは約 3 0 0 人である。この二つの都市を比

較すると、サイズはかなり異なり、人口密度も非常に違うのだ。しかし、

2 0 2 1 年における高齢者の交通事故はどちらも 2 3 0  人以下であり、昔のデータ

を見ればこの低い水準にあることは以前からあることが分かる。  

 

グ ラ フ 7  交 通 事 故 で 死 亡 の 6 5 歳 以 上 の 高 齢 者 の 数  

 
3 0  S t a t e s  o f  G e r m a n y,  Wi k i p e d i a  ( 2 0 2 3 )  
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グ ラ フ 8  ド イ ツ の 6 0 歳 以 上 の 高 齢 者 の 数 3 1  

さらに、 1 9 8 0 年以降の交通事故で死亡した高齢者の数が減少する傾向にあ

る。特に 1 9 8 0 年から 2 0 1 0 年からは変化が激しいことがわかる。 2 0 1 0 年から

はあまり変わらないだろうが、高齢者の数の推移をみると、人数が増加してい

るのにかかわらず、死亡者数は上昇しないということは、どちらかというとに

死亡率は減少するのである。  

 様々なデータを用いて制度や政策の効果を検証してみたが、まだ確信して評

価できず、かならずしも事故の減少や移動距離の良い傾向になっていることは

これらの制度の直接的な効果であるとは言えない。その理由は、入手可能なデ

ータはドイツ全体のデータであり、調査対象者の年齢はリサーチの定義年齢と

完全に一致しない、また技術進歩や生活の変化というようなことからの影響も

あるからである。的確に効果を検証するためにはより地域に限定したデータを

入手する必要がある。  

 

2 . 3 .  日本の高齢者モビリティ支援制度  

 ド イ ツ で は 、 ⾼ 齢 者 モ ビ リ テ ィ 確 保 制 度 と し て ベ ル リ ン 市 に お け る モ ビ リ テ

 
3 1  U n f ä l l e  v o n  S e n i o r e n  i m  S t r a ß e n v e r k e h r  ( 2 0 1 5 )  ( 連 邦 統 計 局 )  

19,000,000

20,000,000

21,000,000
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26,000,000
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ドイツの60歳以上の高齢者の人数
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ィ 援 助 サ ー ビ ス の 提 供 と バ ー デ ン ＝ ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク 州 の 運 転 免 許 返 納 を 公 共

交 通 機 関 の 割 引 へ 交 換 制 度 と い う 事 例 が 確 認 で き た 。 ⾼ 齢 社 会 の 進 ん で い る ⽇

本 は ⾼ 齢 者 サ ポ ー ト に 向 け て ど う 取 り 組 ん で い る だ ろ う か ？  調 査 し た 結 果 、

⽇ 本 で ⾏ わ れ て い る 政 策 ・ 制 度 は 筆 者 が 感 じ た 以 上 に た く さ ん あ っ た 。 し か し 、

対 象 国 で あ る ド イ ツ と ⽐ 較 し や す く す る た め に 、 似 て い る 制 度 の み に 注 ⽬ し 、

以 下 で 紹 介 す る 。  

 

2 . 3 . 1  自家用車有償運送による高齢者の移動手段の確保  

 高齢者の一人暮らしが増加し、外出したいとき、近所のバスや鉄道などの公

共交通機関が使えなくなったり、気軽に送迎を頼める人が身近にいなかったり

する場合の困難と不安という懸念から、日本の国土交通省が高齢者の移動手段

確保に力を入れるようになった。  

 国土交通省の「高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフ

レット」によれば、既存のバスやタクシーを見直す、つまり地域のニーズに合

ったサービスを提供するように見直すのが一つの方法である。しかし、それで

もバスやタクシーを利用できない地域では、モビリティ格差が生じるかもしれ

ないことから、「自家用有償旅客運送」を提供すれば解決するのではないかと

考えられている。  

 「自家用車有償旅客運送」仕組みとはバスやタクシーのみでの移動サービス

が不十分な過疎地域において登録された市町村、N P O 等が自家用車を用いて

有償で運送する仕組みのことである。過疎地域と交通が不便な地域のための交

通空白地有償運送と障碍者や要介護者のための福祉有償運送の２種類に分かれ

るが、どちらも市町村や N P O 法人等の非営利団体が運送主体となる。有償サ

ービスなので利用者からの運賃が発生する。目安として路線を定めて運航の場

合、対価は該当地域や近隣の乗合バスの運賃、または撤退前の乗合バスの運賃

であり、運送の区域を定めて運航する場合、対価は該当地域や近隣におけるタ



 

79 

79 

クシーの運賃の半分である。  

 

2 . 3 . 2 高 齢 者 ド ラ イ バ ー を 減 らすた め の キ ャ ンペー ン 「申請に よ る 免 許 取

消 」  

 現 在 は ⽇ 本 の 各 都 道 府 県 で は 、 ⾼ 齢 者 の 運 転 免 許 を ⾃ 発 的 に 取 り 消 す 申 請 を

推 進 し て い る 。 交 通 事 故 加 害 者 の ⾼ 齢 者 割 合 の 増 加 を き っ か け に 、 2 0 1 9 年 か

ら 免 許 返 納 の 議 論 が 活 発 に な り 、 免 許 返 納 者 が 急 増 し た と 思 わ れ る 。  

 ⾃ 主 返 納 を 促 す た め に 、 保 有 す る す べ て の 運 転 免 許 証 を ⾃ 主 返 納 す る と 、 運

転 経 歴 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 6 5 歳 以 上 の ⾼ 齢 者 は 対 象 店 舗 に 「 運 転 経 歴 証 明

書 」 を 提 ⽰ す る と 特 典 が 受 け ら れ る の だ 。 そ れ ら の 特 典 は 例 え ば 、 5 - 1 0 % の

商 品 割 引 、 ク ー ポ ン 、⾦融機 関 な ら 利⼦上げな ど が あ る 。  

 現 在 の 特 典⽀援 制 度 は 各 都 道 府 県 で異な り 、 ⾼ 齢 者 運 転⽀援 サ イ ト に 各種特

典案内が掲載さ れ て い る 。  

2 . 3 . 3 政策の効果  

グ ラ フ 9  免 許 返 納 数 、 返 納 率 の 推 移 3 2 （ ニ ッ セ イ 基 礎 研 究 所 ,  2 0 2 3 ）  

 自主返納制度は 1 9 9 8 年から始まり、運転免許証は、身分証明書として用い

ることが定着していることから、 2 0 0 2 年以降は、自主返納者には本人確認書

類として利用可能な「運転経歴証明書」を発行することとし、それ以降、返納

 
3 2  ⾼ 齢 者 の 免 許 返 納 率 の 推 移 、 村 松 容 ⼦  ( 2 0 2 3 )  
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が定着してきている。  

 以上のグラフ 9 から、返納率が上昇する傾向にあることがわかる。特に 8 5

歳以上の返納率の増加は著しいのである。 2 0 1 9 年から返納率が下がっている

のは、コロナ感染症拡大の影響のではないかと考える。それでも全体的には 3

年前まではやや低下する一方、コロナが収まるとまた逆転し、返納件数が増え

る可能性もあると考える。  

グ ラ フ 1 0  

運 転 継 続 者 と 自 主 返 納 者 そ れ ぞ れ の 自 宅 か ら の 最 寄 り 駅 ・ バ ス 停 へ の 所 要 時 間 3 3  

( 警 察 庁 ,  2 0 1 5 )  

 2 0 1 5 年に運転免許の申請による取消アンケートが行われた。対象者は各都

道府県の 7 5 歳の運転免許保有者で、更新等の機会に行われたのである。グラ

フ 1 0 によると、運転継続者と自主返納者それぞれの自宅からの最寄り駅・バ

ス停への所要時間がわかった。読み取れたことは、両者とも自宅からの最寄り

駅やバス停への所要時間はほぼ同じである。公共交通機関へのアクセスしやす

さは自主返納に無関係であることが分かる。  

 

2 . 4 .  日本とドイツを比較する  

 ドイツと日本の高齢者移動援助サポートについて紹介してきた。比較しやす

くするために制度の考え方およびやり方が似ているそれぞれ制度を２つ選んで

 
3 3  運転免許証の自主返納に関するアンケート調査結果  ( 2 0 1 5 )   



 

81 

81 

紹介することにした。  

 両国での似た点として、高齢者は加齢によって体の変化に伴って、移動しに

くくなる、また自身運転の危険性という理由で、安全性かつ利便性をどう保て

るかを基に考えられたということがわかった。  

 まず、運転免許自主返納について考察する。ドイツでは、運転免許を返納す

ると、S e n i o r e n Ti c k e t  という年間パスを購入することができ、その１年間自

由に協定公共交通機関を利用できるパスになる。一方で、日本の事例だと、シ

ョッピング割引、金融機関での利子上げなどの特典が得られる。その違いとし

て、ターゲットにしている高齢者のニーズは何かという側面で考えることがで

きる。もし、その国・地域の高齢者は日常生活で車も必要となるくらいの遠い

ところに通う必要があるならば、その高齢者たちにとってのベネフィットは買

い物における特典ではなく、公共交通機関が使えやすくなることである。日本

ではこの制度が全国ですでに実施されているが、ドイツでは州政府によって決

められるのであって、まだ導入されていない州はまだ複数ある。  

 

3 .  結論  

3 . 1 .  政策の欠点、論点  

 ベルリン市のモビリティ援助サービスは 3 0 年も導入されているが、バーデ

ン＝ヴェルテンベルク州の公共交通機関割引交換仕組みは 1 0 年もたたない、

最近できた制度となっている。そのため、バーデン＝ヴェルテンベルク州の政

策の効果はどうかがまだ図ることが不可能で、州内、国内からの批判も少なが

らずある。利用者に割引を提供するため州政府からの資金、つまり州民の税金

が必要となり、それの恩恵を受けていない人は対象者数より多く、それは合理

的かという議論もされている。また、この政策は実は政治や選挙の目的で利用

しようとしているのではないかという声もある。  

 冒頭で述べたように、高齢者問題は身近な問題ではない、私たちの生活に関
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係ない、と考える人もいるかもしれないが、この後の数十年の私たちは高齢者

になり、色々な人からの支えが必要となってくることに違いない。自分たちが

払った税金は社会少数派の高齢者に使われてしまうという不満を抱える人に対

して、政府はこの仕組みや制度の大切さを説明し、納得してもらうための課題

を持ち帰って取り組むべきである。  

3 . 2 .  「理想 」 と呼ばれるモビリティ  

 交通が支障なく行われるならば、人々の欲求は満足されるだろう。第一に優

先される条件は安全性である。これは交通における最低限の条件である。第二

は円滑性で、移動を阻害する渋滞などがなく、スムーズに移動できるというこ

とだ。第三に、人の移動に際して快適であることが望まれるのだ。（宇留野、

1 9 7 2）以上の３点を満たすことができれば交通利用者にとって理想なのであ

ろう。  

 以上に紹介した支援制度の事例と関係付けると、ベルリン市の補助制度は根

本的な条件であるスムーズに移動できるのを満たせることができたと考える。

体に不自由のある人、身体機能低下により移動が難しくなった人たちには援助

が大事だと考えるからだ。車を持っていても、公共交通機関がすぐ自宅の前に

あっても、自由に動けない人にとっては困難だ。  

  さらに、ドイツも日本もの事例を学ぶと、制度を策定することにあたって

考慮しなければならないのは金銭的な面である。援助サービスであろうと、運

転免許返納であろうと、インセンティブとなっているのは安く使えること、免

許返納だと返納したら何かもらえるかということである。価格設定や特典を注

意して政策を創るということは、利用者の負担軽減を考慮しながら考えたとい

う証拠である。これは宇留野氏が掲げたモビリティの理想で含まれていないが、

お金は段々と「理想」の要素となってきていることがわかった。  

 

3 . 3  日本への応用可能性  

 ドイツと日本の高齢者モビリティ確保制度について両国の事例を紹介し、比

較してきた。この調査の最大目標は、事例を紹介するのにとどまらず、今後そ
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れぞれの国のやり方は世界の違うところで同じ問題のあるところにも適応でき

るかが最も重要な目標に置いている。  

 まず、ベルリン市の援助サービスに関して、応用可能性の基準として考えら

れるのは、日本の習慣や価値観はドイツのやり方と釣り合うかどうかである。

この援助サービスは、利用したいときに依頼し、一定の金額を支払する仕組み

となっている。これは高齢者だけでなく体の不自由な人にも利用できるのにな

っている。日本でも似たような外出支援・ヘルパーのサービスを提供している

事業は複数ある。しかし、調べたところ、日本でのヘルパーは 1 時間につき最

低でも 5 0 0 0 円がかかる 3 4。ドイツの５ユーロ (約 8 0 0 円 )と比べると日本の方

が明らかに高い。この値段ならでは気軽に依頼することができなく、そこまで

払う必要があるならば外出しない、あるいは難しくても自分で外出したりする

ことになりうる。そうなると、すべての所得層の高齢者向けサービスにならず、

生活に困る人も必ずいるだろう。そのため、高齢者モビリティを公平に確保す

るためには、日本の政府の支援が必要となる。このように、ドイツの高齢者モ

ビリティ援助制度はすでに日本でも導入されており、しかし高価格で、余裕の

ある人でしか利用できない恐れがある。  

 では、運転免許自主返納制度についての応用可能性をみてみる。日独比較で

述べたように、両国の特典制度がかなり異なり、どちらかよいかの判定は困難

で、運転免許を返納した高齢者のニーズに合った制度を取り入れることの方が

大事だろう。日本でもある都道府県での免許返納による特典はタクシー運賃割

引やバス回数券などを提供しているため、買い物の特典などに興味がなく、安

く移動したいという人のニーズにも合う制度となっている。このように、ドイ

ツの運転免許と公共交通機関の割引交換はすでに日本で導入されており、かな

り充実した政策となっているため、応用可能性の観点で考える必要がなく、た

 
3 4  3 つの外出支援サービス提供者の利用料金の平均  
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だより多くの高齢者に当キャンペーンに興味を持ってもらうようにどう工夫で

きるかを、ドイツのやり方を学ぶことができる。  
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給付付き税額控除制度の必要性と課題 

―諸外国での導⼊例と⽇本への導⼊に関する考察― 

Necess i ty  and  P rob lems  o f  Re fundab le  Tax  Cred i t  

社会学部 3 年 N.S.  

 

1 .  はじめに 

 給付付き税額控除制度とは、所得税の課税方式である「税額控除方式」に福

祉給付を組み合わせた制度である。 1 9 7 0 年代以降、低所得者対策と「働ける

のに働かない人々」による「福祉依存」が問題視されるようになったことで、

人々の就労インセンティブを損なわない形の給付設計が求められるようになっ

た。アメリカとイギリスで導入されて以降、カナダや韓国、フランスなど、い

くつかの国々で導入が進められた。 

給付付き税額控除制度は、日本において民主党政権時代に議論が始まり、

2 0 1 2 年の社会保障・税一体化に盛り込まれて以降は進展しなかった。しかし、

新型コロナウイルスによる社会変化を受けて、東京都税制調査会は、 2 0 2 0 年

に給付付き税額控除の内容を盛り込んだ税制の見直しについて答申をまとめた

(『日本経済新聞』 ,  2 0 2 0 / 11 / 1 7 ,  2 0 2 0 / 11 / 2 6 )。新型コロナウイルスの蔓延に

よって、収入が大きく減少した人々が現れたことによって、低所得者対策の必

要性が改めて重視されており、その方法としての給付付き税額控除制度もまた

注目されている。ワーキングプアの支援には、所得の再分配機能を高めること

が一つの手段になると考えられ、税制と給付の 2 つの側面から支援できる給付

付き税額控除制度が必要とされていると考える。 

 以上を受けて、本稿では、所得保障の一制度である給付付き税額控除制度を

取り上げ、同制度の概要と、イギリスと韓国における導入例を述べる。その後、

給付付き税額控除制度一般に対する評価をまとめ、日本で同制度を導入する際

の課題を述べる。 
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2 .  ワークフェアの誕生とその背景 

 給付付き税額控除制度と関わりの深いワークフェアが注目されるようにな

った背景と、関連する給付付き税額控除制度の概要、比較的早くに同制度を導

入したアメリカとイギリスの制度内容と目的を述べる。 

 

 2 - 1  ワークフェアの誕生とヨーロッパへの拡大  

 ワークフェアという言葉は、一般には「 a  w e l f a r e  s y s t e m  w h i c h  r e q u i r e s  

s o m e  w o r k  o r  a t t e n d a n c e  f o r  t r a i n i n g  f r o m  t h o s e  r e c e i v i n g  b e n e f i t s」

( O x f o rd  D i c t i o n a r y  o f  E n g l i s h  S e c o n d  E d i t i o n  R e v i s e d ,  2 0 0 5 )」、つまり

「福祉給付を受ける人々に対し、何らかの労働や職業訓練への参加を義務付け

る福祉政策」と捉えられている。しかし、ワークフェアという言葉は、新聞を

発祥としている経緯から、厳密な定義を持っているわけではなく、ワークフェ

アと呼ばれる政策は、実施する国ごとに違いを持っている (埋橋 ,  2 0 0 7 ,  p .  1 7 )。

ワークフェアという言葉自体は、アメリカの新聞を発祥地とし、 1 9 7 0 年ごろ

から登場している。 1 9 8 0 年代には、 3 つの全国紙で年間計 5 0 回ほど使用され

ており、 1 9 9 0 年代後半には、その数が急増した (埋橋 ,  2 0 0 7 ,  p .  1 6 )。  

埋橋 ( 2 0 0 7 )によれば、欧米では、 1 9 8 0 - 1 8 9 0 年代にかけて、従来の福祉国

家の再編が行われ、特に社会保障・福祉の分野においては、ワークフェアと関

連する給付付き税額控除制度が注目を集めるようになった。この背景には、

1 9 8 0 年代からの国際的な経済・雇用情勢の悪化があり、これが失業保険や公

的扶助などの社会保障予算への制約を強めていったことがある (埋橋 ,  2 0 0 7 ,  p .  

1 5 - 1 8 )。 

 

 2 - 2  給付付き税額控除制度の概要  

 給付付き税額控除制度は、所得税の課税方式である「税額控除方式」に福

祉給付を組み合わせた制度と考えることができる。 

記事によれば、日本の所得税には、累進課税制度が採り入れられており、所

得の再分配機能を果たしている。加えて、所得税には納税額を減らす各種控除

が存在し、日本では基本的に「所得控除方式」で算出される。この方式では、

まず年収から控除を引いて「課税所得」を算出し、その額に応じた所得税率を
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かけたものが納税額となるのだが、所得控除方式には、控除によって納税額が

減る額が、高所得者ほど大きくなるという特徴があり、所得の再分配機能を薄

れさせる効果がある (『朝日新聞』 ,  2 0 1 6 )。 

これに対し、「税額控除方式」は、まず年収に所得税率をかけた後、各種控

除が引かれる形式を採っており、「所得控除方式」に比べ、所得の再分配機能

を妨げないと言われている。この「税額控除方式」を前提に、所得税を払う対

象にならないほど年収が低い者に給付を行う方法は、「給付付き税額控除制度」

呼ばれ、アメリカやヨーロッパを中心に導入されている (『朝日新聞』 ,  2 0 1 6 )。 

「給付付き税額控除制度」は、実施国によって仕組みが多様である。給付方

法については、アメリカでは「給付額について、まずは税額から控除し、税額

から控除しきれない額を実際に給付する」 (財務省 ,  2 0 1 2 )方法を採っている。

一方、イギリスでは、「基本的には全額給付であるが、所得が一定額を超える

と減額される」 (財務省 ,  2 0 1 2 )方法を採っている。 

 

  2 - 2 - 1  給付付き税額控除制度の誕生とその背景  

 埋橋 ( 2 0 1 0 )によれば、給付付き税額控除制度が注目されるようになった背

景には、低所得者対策の必要性と「福祉依存」への問題視がある。 

 給付付き税額控除制度が求められるようになった背景の一つは、新自由主義

の進展に伴い、経済格差の拡大と低所得者対策の必要性が現れたことと考えら

れている。アメリカで最初に導入された「給付付き税額控除」は、ワーキング

プアに対する実質的現金給付制度として導入されており、同時期には所得再分

配効果の高い社会保障年金 ( O A S D I )が導入されている (埋橋 ,  2 0 1 0 ,  p .  7 3 )。 

 また、アメリカとイギリスにおいては、低所得者に対し定額の社会保障給付

が行われていたが、「働けるのに働かない人々」による「福祉依存」が問題視

されたことから、就労を前提に、就労インセンティブを損なわない給付設計で

あるワークフェア政策が必要と考えられるようになった。ワークフェア政策に

伴う「働くことが報われる」 ( M a k i n g  Wo r k  P a y )政策の代表例として、所得

に応じた給付を行う「給付付き税額控除」が導入されるようになった (埋橋 ,  

2 0 1 0 ,  p .  7 3 )。 
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  2 - 2 - 2  アメリカとイギリスでの導入  

 前述の通り、給付付き税額控除制度は、ワーキングプアの所得保障を狙い

として、アメリカで誕生した。アメリカは、1 9 7 5 年に勤労所得税額控除

( E a r n e d  I n c o m e  Ta x  C r e d i t :  E I T C )を導入し、これを受けて、イギリスは、

1 9 9 9 年に勤労家族税額控除 ( Wo r k i n g  F a m i l i e s  Ta x  C r e d i t :  W F T C )を導入し

た。その後、ヨーロッパへ波及していく中で、給付の仕組みや対象者、就業条

件をつけるか否かなどで、バリエーションが生まれた (埋橋 ,  2 0 1 0 ,  p .  7 2 - 7 3 )。 

 アメリカで導入された勤労所得税額控除は、その目的を「低所得者に対する

社会保障税の負担軽減 /就労・勤労意欲の向上」 (財務省 ,  2 0 1 2 )とし、給付方

法としては、個々人の所得から税額控除を行い、控除しきれない額を給付する

形式を採っている。低所得者に対する就労促進のため、給付額は所得増加に伴

って増加し、一定の上限に達した後、減少するよう作られている (財務省 ,  

2 0 1 2 )。 

 アメリカの勤労所得税額控除の特徴の一つは、不正受給や過誤申請が支給額

全体の 2 - 3 割を占めていることである。主な理由は、制度が複雑であること、

申請件数が膨大であること、申請から支給までの期間が短いことが挙げられて

おり、現行の対策として、納税者番号を割り振ることで所得情報の捕捉を行う

こと、保健福祉省を通じて子どもの数を確認すること、ペナルティの導入が実

施されている (鎌倉 ,  2 0 1 0 ,  p .  4 )。 

 

3 .  諸外国における給付付き税額控除 

 給付付き税額控除制度の導入例として、比較的早期に導入されたイギリスと、

不正受給問題を克服している導入例として韓国を取り上げ、同制度への評価と

して、利点と課題を整理する。 

 

 3 - 1  給付付き税額控除制度の導入例と制度内容  

 鎌倉 ( 2 0 1 0 )は、イギリスと韓国における給付付き税額控除制度を以下のよ

うに整理している。 

 イギリスでは、 1 9 9 9 年に勤労家族税額控除が導入された後、勤労家族税額

控除と児童税額控除の 2 つの制度を組み合わせた形式となっている。勤労家族
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税額控除 ( Wo r k i n g  F a m i l i e s  Ta x  C r e d i t :  W F T C )に着目すると、その目的は

「低所得者に対する支援 /就労・勤労意欲の向上」としている。アメリカと同

様に、就労インセンティブの付与を目的としているが、給付方法としては、税

額控除を行わず、全額給付を前提としており、所得が一定額を超えると給付額

が減少する形式を採っている (財務省 ,  2 0 1 2 )。また、アメリカ同様、制度の複

雑さによる過誤申請が問題視されている (鎌倉 ,  2 0 1 0 ,  p .  6 )。 

 韓国では、 2 0 0 8 年に「勤労奨励税制」が導入され、給付付き税額控除制度

が開始された。給付方法としては、アメリカと同様に所得から税額控除を行い、

控除しきれなかった額を給付する形式を採っている。韓国の特徴としては、ア

メリカとイギリスとは異なり、不正受給が少ないことが挙げられている。納税

者番号を振り分け、所得と資産を捕捉する体制が整備されていること、そもそ

も所得捕捉率の高い就労者を対象に実施したこと、不正受給者へペナルティを

付与したことが理由と考えられる (鎌倉 ,  2 0 1 0 ,  p .  1 0 - 11 )。 

 

 3 - 2  給付付き税額控除制度に対する評価  

 前述のイギリスと韓国の事例は、同制度に利点と課題の双方があることを示

している。給付付き税額控除制度に対する評価として、利点と課題を整理する。 

 

  3 - 2 - 1  給付付き税額控除制度の利点 

 給付付き税額控除の利点は、以下のように整理することができる。 

 第一には、前述の通り、「税額控除方式」に給付の仕組みを組み合わせるこ

とによって、所得の再分配機能を高め、同時に低所得者に対する給付が可能に

なることにある。 

第二には、個人の資産や能力の有無を審査する資力調査を行わないことで、

受給者のスティグマの解消につながることにある。現行の公的扶助では、受給

の際に資力調査を受ける必要があるが、給付対象者は社会的体面から心理的に

負担を負うことになり、恥辱感から受給が妨げられている。一方、給付付き税

額控除制度では、納税額に関わらず税務申告によって受給が決定するため、受

給者のスティグマを回避することができる (知原 ,  2 0 2 1 ,  p .  4 4 - 4 5 )。 

第三には、制度によって行政コストの削減が可能になると考えられる。所得
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税と給付の一体運用が可能となり、税制と社会保障が統合されることによって、

給付にあたり新たに所得を捕捉する必要がなくなると共に、個々に資力調査を

行わないため、公的扶助に比べ、給付のための行政コストを削減することが可

能になると考えられる (知原 ,  2 0 2 1 ,  p .  4 4 - 4 5 )。 

  

  3 - 2 - 2  給付付き税額控除制度の課題 

 埋橋 ( 2 0 1 0 )は、給付付き税額控除制度には、主に技術的問題と原理的問題、

財政法上の問題が存在すると説明している。技術的問題としては、「申告」形

式を取ると、必然的に不正申告が生じる可能性があることが挙げられる。不正

申告には悪意のないケースを含めており、アメリカとイギリスでは、制度の複

雑さによる過誤申請が頻発している。また、給付にあたり個々の所得調査には、

多くの行政コストがかかることが指摘されている (埋橋 ,  2 0 1 0 ,  p .  7 5 )。 

しかし、これらの技術的問題は、「申告」形式を採る現行の公的扶助等の福

祉給付にも当てはまる問題であり、悪意のない不正申告は、公的扶助において

も発生することから、所得調査にかかる行政コストは、広く所得額で選別を行

う給付の問題点と考える。 

原理的問題としては、経済的問題と税財政法上の問題に分類されている。経

済的問題としては、悪意のない不正受給にもペナルティをつけることで、生活

保障が妨げられること、制度によって低賃金雇用が温存される可能性があるこ

とが挙げられる (埋橋 ,  2 0 1 0 ,  p .  7 5 )。 

前述の通り、不正受給には、制度の複雑さによる悪意のないケースが含まれ

ており、ペナルティをつけることは、本来であれば制度の趣旨に反すると考え

られる。また、収入額が基準額に達しない場合に、その差額が給付されるため、

結果的に低賃金雇用を温存する可能性が考えられる。 

税財政法上の問題としては、日本では「申告支援」を実施することが難しい

ことが挙げられる。アメリカでは、N P O がワーキングプアの人々に対して、

「申告前支援」「申告期支援」「申告後支援」が行われている一方、日本の税理

士法では、税業務は税理士の独占業務とされているため、無償で税業務をする

ことが困難とされている (埋橋 ,  2 0 1 0 ,  p .  7 5 )。 
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4 .  日本におけるワークフェア政策と給付付き税額控除制度 

 日本における福祉と雇用に跨る政策と、日本へ給付付き税額控除制度を導入

する際の課題を整理する。 

 

 4 - 1  日本のワークフェア政策 

 日本では、給付付き税額控除制度は導入されていないが、就労と福祉に跨る

政策として、「半就労・半福祉」と呼ばれる中間的就労機会や、雇用保険、生

活保護自立支援プログラム、生活困窮者自立支援制度などが存在する。 

 櫻井 ( 2 0 1 9 )によれば、「半就労・半福祉」は、「所得給付や公的な福祉サー

ビス等の支援を受けながら，就労等の社会的生活を行うこと」 (櫻井 ,  2 0 1 9 ,  p .  

6 7 )とされ、「自らの就労によって完全に経済的自立を実現しているわけでは

ないとしても，就業その他の社会的活動に従事していること」 (櫻井 ,  2 0 1 9 ,  p .  

6 7 )を意味する「中間的就労機会」を含んでいる。その主な目的は、日常生活

自立・社会生活自立であり、具体的には、「生活リズムの確立」「自己肯定感の

向上と社会関係の構築」「職業能力の確認と養成」「 (本人と職場の )適切なマ

ッチングの実現」「新たな働き方の開発と人手不足の解消」「一般就労の『働き

方』の改善」とされている (櫻井 ,  2 0 1 9 )。これらは、社会的活動は必ずしも就

労とは限らない点と経済的自立を視野に入れていない点において、給付付き税

額控除制度とは異なっている。 

 雇用保険による給付の内、求職者給付は、失業補償機能を持った給付である。

厚生労働省によれば、「被保険者が離職し、失業状態にある場合に、失業者の

生活の安定を図る」 (厚生労働省 ,  2 0 2 3 ,  p .  1 7 7 )「求職活動を容易にする」 (厚

生労働省 ,  2 0 2 3 ,  p .  1 7 7 )ことを目的としている。受給までの流れを見ると、離

職し、受給資格が決定した後、実際に受給するまでに、求職活動を行い、失業

認定を受けることが義務付けられている。あくまでも、求職活動と失業認定が

あることを前提とした給付である点は、「労働インセンティブを削がない形の

給付」を目的とする給付付き税額控除制度と似通っていると考えられる。 

 

 4 - 2  日本への給付付き税額控除制度を導入する際の課題 

 日本では、給付付き税額控除の課題として取り上げたいくつかの点のうち、
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制度を成立させる基盤となる要素が大きな課題になると考えられる。具体的に

は、人々の所得を正確に把握するための仕組みづくりが必要になると考えられ

る。 

前にあげたアメリカと韓国の給付つき税額控除制度では、人々の所得の捕捉

に納税者番号を用いていることを述べたが、日本においても「給付つき税額控

除制度」の導入の議論が出た際に、国民一人一人に番号を振り、所得を正確に

把 握 す る 「 共 通 番 号 制 度 」 の 導 入 の 議 論 が 挙 げ ら れ た (『 朝 日 新 聞 』 ,  

2 0 1 3 / 0 5 / 2 5 )。その後、銀行口座や不動産といった個人が持つ資産情報の扱い

が焦点となったが、行政による個人情報の監視が強まることや、情報流出の危

険性、「なりすまし」などの犯罪の温床になる恐れ、膨大なシステム投資が必

要となることなど、批判的な見方があり、結果的には、個人の資産情報は、行

政 が 共 通 番 号 に よ っ て 把 握 す る 事 項 の 対 象 外 と さ れ た (『 朝 日 新 聞 』 ,  

2 0 1 3 / 11 / 0 9 )。 

以上のように、給付付き税額控除制度の前提となる、人々の所得を正確に把

握する仕組みづくりとして、共通番号制度を使用するのであれば、個人情報保

護と関連する犯罪への対応、システム維持のためのコストが求められることに

なる。また、共通番号制度による所得の捕捉には、必然的に行政の監視体制の

強化が伴うため、人々の合意を得られるのかどうかが課題となるのではないか

と考える。 

また、日本で給付付き税額控除制度を導入する際には、ワーキングプアに対

する「申告支援」のあり方の問題があると考えられる。前述の通り、アメリカ

では、N P O 団体が「申告前支援」「申告期支援」「申告後支援」を行っている

が、日本では、税理士法により「申告支援」を行うことが難しいと考えられる。

これは日本の税理士法では、税業務は税理士の独占業務とされており、無償で

税業務を行うことが困難になる可能性があるためである (埋橋 ,  2 0 1 0 ,  p .  7 5 )。 

アメリカとイギリスでは、制度の複雑さによる過誤申請が問題となっている

ことからは、給付付き税額控除制度において、「申告」形式を取るのであれば、

人々が実質的に制度の恩恵を受けられるような支援が必要とされていることが

わかる。こうした支援が妨げられる日本の現状は、同制度導入の際には課題点

になると考えることができる。 
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5 .  結論 

本稿では、給付付き税額控除制度の背景となるワークフェアについて述べ、

同制度の概要と、イギリスと韓国における導入例を述べた。給付付き税額控除

一般に対する評価をまとめ、日本で同制度を導入する際の課題をまとめた。 

給付付き税額控除制度には、「税額控除方式」に給付の仕組みを組み合わせ

ることによって、所得の再分配機能を高め、同時に低所得者に対する給付が可

能になること、受給者のスティグマが解消されることなどの利点がある。一方

で、同制度によって、かえって低賃金雇用が温存される可能性があること、

「申告」形式を採ることで、制度の複雑さによる過誤申請が多発する可能性が

あることが考えられる。 

したがって、同制度を導入する際には、受給者へのスティグマを回避した上

で所得を捕捉すること、制度内容を理解しやすいものにすることなどによって、

悪意のない不正受給を防ぐ形での導入が望ましいと考える。人々の所得を正確

に把握する仕組みづくりにあたっては、情報流出の危険性への対処や、「申告

支援」をどのように行うのか、また行政の監視体制の強化に対し、人々の合意

を得られるかどうかが課題になると考えられる。 

 日本に給付付き税額控除制度を導入する際には、以上のような課題があると

考えられるものの、公的扶助のような従来の福祉給付とは異なり、受給者のス

ティグマを回避することができ、実質的に制度の恩恵を受けられる人々の幅を

広げられる可能性を持っていると考える。 
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ドイツにおける外国⼈受け⼊れの共⽣と排斥  

C o e x i s t e n c e  a n d  E x c l u s i o n  i n  A c c e p t i n g  Fo r e i g n e r s  i n  
G e r m a n y  

2 年・法学部 ⽩⽯愛理沙 

1 .序論 

  本研究の動機 の根幹は 、元来の移⺠国 で は な い ド イ ツ が世界移⺠受 け⼊れ

数２位を誇り 、約 5 ⼈に１⼈が移⺠で あ る と い う こ と か ら ド イ ツ の移⺠政 策

へ の単純な疑問で あ る 。 き っ か け は 、伝統的 な移⺠国 で あ るアメリカで 「外国

⼈」 と し て過ごし て 共⽣と排斥の⼆律背反的 な⼈々のジレンマを 感 じ 、「外国

⼈」 受 け⼊れ問題に興味を持っ た こ と だ 。また⼤学な ど教育の場は もちろ ん 、

企業・ 都 市 ・ 国家の いずれ のレベ ル に お い て も 、多様性が そ の成⻑やパフォー

マン ス に⼤き く貢献す る と考え ら れ る の に 加 え て 、今⽇ ⽇ 本含む世界中で多様

性や多⽂化共⽣の重要性が謳わ れ て い る 。 そ れ に も 関 わ らず⽇ 本 の 現状は 特 に

そ の乖離が あ る こ と か ら 、移⺠受⼊先進 国 で あ る ド イ ツ の 政 策 か ら多⽂化共⽣

の可能性に つ い て試⾏錯誤し た く 、 本 テ ーマを設定し た 。  

 ド イ ツ は ど の よ う に し て移⺠国 と な っ た の か 。 ⽇ 本 と ド イ ツ は 歴史的及び社

会構造的 に 共 通点が多く 、 ⾼ 齢化の 進展に よ る⼈⼝問題と い う 共 通 の課題も抱

え て い る が 、外国⼈の 受 け⼊れ に つ い て は そ の考え⽅と 政 策 は全く違う地点に

い る 。 ⽇ 本 政 府 は 「移⺠政 策 は と ら な い 」 と い う姿勢で 、難⺠政 策 に つ い て は

2 0 1 6  年 の 申 請 者  1 0 ,9 0 1 ⼈に 対 し て難⺠認定を出し た の は わずか 2 8 ⼈に過

ぎな か っ た（⽑受  2 0 1 7 、 3 1 ⾴）。 ⽇ 本 の 社 会シス テムと精神構造は は な は

だ不整合 で あ り 、今後の ⽇ 本 社 会 の 発展の た め に は移⺠難⺠政 策 を整え積極的

受⼊を 推 進 す る べ き で あ る と考え る 。 そ こ で 共 通点を多く持つ ド イ ツ の外国⼈

受⼊れ に 関 す る法政 策 の変遷と 市⺠社 会 の変化を⾒る こ と は ⽇ 本 に と っ て⾮常

に良い ⽰唆を得ら れ る だ ろ う 。  
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 本稿で は 、まずド イ ツ の外国⼈受 け⼊れ の 歴史を 通 し て 、 ド イ ツ が⾎統主義

に基づく 国⺠像か ら脱⽪し移⺠を含め た新た な 国⺠アイ デ ン テ ィ テ ィ を つ く っ

て い っ た様⼦を 明 ら か に し 、 そ こ に⾄っ た ド イ ツ 社 会 が持つ価値観や理念か ら

ド イ ツ に お け る 共⽣と排斥を考察す る 。 そ れ を踏まえ 、 ⽇ 本 と ⽐ 較 し 、 そ の 現

状と今後に つ い て考察し て い く 。  

2 . 本論  

第１章 外国人受け入れの歴史と転換期  

 OECD 統計に よ れ ば 、  2 0 1 6 年 に 1 7 2 万⼈の外国⼈が ド イ ツ に⼊国 し 、図

１に あ る よ う に 、⽶国 に次い で 2 番⽬ に外国⼈の流⼊が多い状況に あ る 。 そ

し て図２よ り 、 ド イ ツ は世界で⼀番に難⺠を 受 け⼊れ て い る 。多く は紛争や迫

害 で 故郷を追わ れ た⼈々や 、 そ の他様々な理由で 国際保護を求め る⼈々で あ

る 。 ド イ ツ の移⺠⼈⼝の内訳と し て 、 主 なタイプ別に み る と 、 E U 市⺠の流⼊

が 4 5 . 4 万⼈、⼈道 的理由(難⺠)が 4 3 . 4 万⼈と 、 こ れ ら で約半分を占め て い

る 。 そ のほか 、婚姻・帯同家族等が 1 0 . 6 万⼈、就労が 5 . 0 万⼈と な っ て お

り 、留学⽣も 3 . 7 万⼈と相当数を占め る 。 ド イ ツ に お け る 、移⺠の背景を 有

す る⼈は約 1 ,7 1 0 万⼈（うち、外国籍保持者 は約 8 7 0 万⼈）で 、 ド イ ツ総⼈

⼝の 2 1％を占め て い る（⼭⽥  2 0 1 9 、 3 ⾴）。  
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図 １  移 民 数 世 界 ラ ン キ ン グ （ 出 典 ： Wo r l d  E c o n o m i c  F o r u m  2 0 2 0 ）  

 

図 2  難 民 受 入 数 世 界 ラ ン キ ン グ  

（ 出 典 ： s t a t i s t a  2 0 1 7 ）  
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本章で は 、 ド イ ツ で は ど の よ う な背景を持つ外国⼈が 増 え て い っ た の か そ の 経

緯を 論 じ る 。  

 (1 )戦後 「ゲストワーカー」 の受入れ   

第 2 次⼤戦後、戦死傷者 に よ る労働⼈⼝の喪失、東⻄ド イ ツ の分断、 ベ ル

リ ン の壁建設に よ る労働⼒不⾜が問題と な っ て い た（岡本   2 0 0 8 、 6 ⾴）。 そ

の た め 1 9 5 5  年 以降、労働需要を賄う た め に南東欧や ト ルコな ど か ら多く の

労働者 を 受 け⼊れ た 。 受⼊れ分野は鉱⼯業部⾨が中⼼で 、 1 9 7 0  年時点で み

て 、多く が⾦属加⼯（4 0 %超）、建設（1 2 %）、繊維（1 1 %）で働き 、 サ ー ビ

スセクター は  1 5 % 以 下 に と どまっ て い た 。他の欧⽶諸国 と は異な り 、 ド イ ツ

は植⺠地を 有 し て い な か っ た た め 、新興国 と労働者採⽤ の た め の条約を締結 し

た（⼭⽥  2 0 1 9 、 7 ⾴）。彼ら は 、「ゲス トワーカー 」 と呼ば れ 、歓迎を持っ

て 受 け⼊れ ら れ た 。彼ら の働き に よ り 、失業率は低下 し 、 経済成⻑も順調 に な

っ た 。  

(2 )抑制期  

 1 9 7 3 年 に はオイ ルショック が起こ り 、 そ の影響を 受 け 、⾮ EC 諸国 か ら の

外国⼈労働者 の新規募集が停⽌さ れ た 。当時、 3 6 0  万⼈の外国⼈が ド イ ツ に

居住し て い た が 、 ⾃ 主 的 に⺟国 に帰国 す る こ と を 促 し た（⼭⽥  2 0 1 9 、 7

⾴）。 し か し 、 す で に職に つ い て い る外国⼈労働者 は 、募集が停⽌さ れ た こ と

で 、⼀度 ド イ ツ を離れ れ ば再度⼊国 で き る⾒込み が な い と恐れ て⻑く と どまる

こ と に な り 、 か え っ て ド イ ツ定住が 促 進 さ れ た 。 そ し て滞在 を選ん だ 者 は家族

を呼び寄せる よ う に な っ た 。 こ う し て外国⼈が定住化の傾向 を強め る に つ れ

て 、導⼊の狙い だ っ た景気変動の 調整弁と し て の役割 を 果 た さ な く な っ て い っ

た 。また 、法的地位が 安定し た の に伴い 、簡単に 国外に排除す る こ と が難し く

な っ た 。 こ う し て⼀時的 で あ っ た はずの彼ら の滞在 は⻑期化し 、景気改善ど こ

ろ か失業率も 上昇し て い っ た点か ら 、 国内の排外感情が ⾼まっ て い っ た（近藤  

2 0 1 3  、 1 3 8 - 1 4 0 ⾴）。  
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 (3 )難民受入れ期  

 ド イ ツ は戦後、第 2 次⼤戦中ナチス のユダヤ⼈迫害 の反省か ら 、 政治的迫

害 を 受 け て い る⼈々に庇護権を与え 、 受 け⼊れ ・ 保護し て い る 。連邦難⺠認定

庁と い う独⽴し た 機 関 が 認定審査 を担当し 、審査後に は⻑期の滞在 が可能と な

る（岡本  2 0 0 8 、 8 ⾴）。 1 9 7 0  年代末か ら 1 9 8 0  年代に か け て は 、東欧諸国

やソ連か ら のヨーロッパ難⺠を 受 け⼊れ て い た（⼭⽥  2 0 1 9 、 7 ⾴）。 1 9 8 0  

年代終わ り に は ベ ル リ ン の壁が崩壊し 、 国家の再統⼀に伴う と 、東欧や旧ソ連

か ら の ド イ ツ 国籍保 有 者 、及びド イ ツ⺠族籍 3 5を 有 す る難⺠も し く は⾮追放者

また は そ の配偶者 ・⼦孫と し て居住す る 者 が 故郷ド イ ツ に帰還し た 。彼ら はア

ウスジー ドラー と呼ば れ 、厳密に は外国⼈で は な い が 、 ド イ ツ 社 会 へ の統合 が

容易で な く 、ほぼ外国⼈同様と 認識さ れ て い る（岡本  2 0 0 8 、 1 1 - 1 2 ⾴）。

1 9 9 0 年代初め に は 、毎年⼈⼝の 1 % に あ た る 1 0 0 万⼈のアウスジー ドラー が

ド イ ツ を訪れ た 。  

(4 )1 9 9 0  年代における移民受入れ方針への転換  

  ⾼ 度 経済成⻑の終焉に伴い 、労働⼒と し て の彼ら に 対 す る需要が縮⼩し て

い る⼀⽅で 、 年々増 え て い く外国⼈に 対 す る規制 を巡っ て 政治的 対⽴が⽣じ て

い た 。 そ こ で 1 9 9 0  年 に 「外国⼈法」 が 制定さ れ 、移⺠に 対 す る法的 な 保 障

が強化さ れ 、初め て帰化に 対 す る 明⽂化さ れ た ル ー ル と基準を定め た 。 2 3 歳

以 上 の成⼈は 、 1 5 年 以 上 の居住が 市⺠権の条件と さ れ 、 1 6 - 2 2 歳 の⻘年期

（ a d o l e s c en t）は 8 年 以 上 と し た（⼭⽥  2 0 1 9 、 7 ⾴）。原則、⼆重国籍も

認 めず、 経済的 な ⾃⽴、 ド イ ツ憲法の⺠主 主義原則へ の忠誠が あ り 、厳し い も

の で あ っ た 。 さ ら に 本来移⺠受 け⼊れ後、 市⺠統合 政 策 と い う 国外か ら移住し

た移⺠を 受 け⼊れ 社 会 へ の 「同化」 で は な く 、権利 の 保 障 と⽂化の多様性を維

持し な が ら 、同じ地域社 会 に⽣き る 者 と し て の責任を分担す る こ と を ⽬指す た

 
3 5  ド イ ツ 基 本 法 に お け る ド イ ツ ⺠ 族 籍 保 有 者 と は 、 ⾃ ⾝ の 故 郷 に お け る ド イ ツ ⺠

族 性 ⽀ 持 を 表 明 し 、 こ の 表 明 が ⾎ 統 や ⾔ 語 、 教 育 、 ⽂ 化 な どの 特 徴 に よ り 証 明 さ

れ る 者 。  
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め の 政 策 を ⾏ い 、移⺠の た め の試験や講習を実施す る べ き で あ る 。 し か し 、法

律制定当時は統合 政 策 に 関 す る記述は な く 、統合 政 策 が 公式に連邦政 府 の責任

の も と に実施さ れ る の は 1 9 9 7 年 の法改正を待つ必要が あ っ た 。また 、連邦政

府レベ ル で の包括的 ・統⼀的 な 取 り 組 み は な く 、様々な省庁が そ れぞれ の権限

で統合 政 策 に か か わ る こ と に な っ た（⼭⽥  2 0 1 9 、 7 ⾴）。 こ の よ う な実情を

前に し て も 、 政 府 に よ る 政 策 は⻑期的展望を⽋落し た場当た り 的 な 対 策 の域を

出な か っ た の は 、「 ド イ ツ⺠族（d a s  d e u t s c h e  Vo l k）」 と い う⾎統的⽂化的

に定義さ れ た概念と 国家を 結びつ け るナショナリズムの存在 だ ろ う 。 な に よ

り 、 ド イ ツ が な か な か 政 策 に打ち出せな か っ た の は 、 政 府 の 「 ド イ ツ は移⺠国

で は な い 」 と い う⽴場が あ っ た か ら で あ る 。外国⼈労働者 は そ れまで同様「外

国⼈」 と し て扱わ れ 、法的地位も不確 か で そ の権利 も 制限さ れ た 。 こ こ に お け

る 「外国⼈」 と は 、ホス ト 社 会 へ の⾮所属と い う側⾯に⼒点が置か れ て お り 、

滞在 そ の も の が 保護さ れ て い な い の は も と よ り 、⽣活状態が失業や低所得の た

め に苦し く て も 特段の措置は講じ ら れず、⾔語な ど独⾃ の⽂化の 保護も ⾏ わ れ

な い こ と で あ る（近藤  2 0 0 7 、 6 - 7 ⾴）。 そ の 結 果 、低収⼊で地域か ら孤⽴す

る外国⼈が 増 え 、 公式⽴場と 現実と の乖離は拡⼤の⼀途を た ど り 、 社 会 の分断

も深まっ て い っ た 。 そ れまで 、⼈権問題や 社 会 の分裂に 対 す る 、 市⺠や ⾃治体

に よ る移⺠・難⺠の権利 保護運動が そ れまで も 活 発 に ⾏ わ れ て き た が 、連邦レ

ベ ル で の移⺠の定住⽀援 策 が な か っ た 。 こ う し て外国⼈労働者問題は複雑多岐

で⼀⼝で は表せな い外国⼈問題へ と 発展し て い っ た 。  

(5 )2 0 0 0  年代：国籍概念の歴史的転換  

  9 8 年 に はシュレーダー 政権が 発⾜し 、 2 0 0 0 年 のグリ ー ンカー ド 制 の導

⼊を起点に抜本 的 な 政 策 転 換 が ⾏ わ れ た 。 ド イ ツ は移⺠国家で は な い と い う 政

府 の 公式的⽴場と は異な り 事実上 の移⺠受 け⼊れ 国 に な っ て い た 現実か ら 、従

来の 政 府 の 公式的⽴場が欺瞞で あ っ た と そ の姿勢を改め た の だ っ た 。 そ も そ も

ド イ ツ は移⺠を必要と し て い て 、移⺠をコン トロー ル し 、統合 す る こ と が 政治

的課題で あ る と し た 。移⺠は内国⼈の多数に よ っ て 受 け⼊れ ら れ な け れ ば な ら

ず、移⺠側も ド イ ツ の 政治的⽂化的シス テムに適合 し な け れ ば な ら な い と し 、

国籍法の改正、 そ し て 2 0 0 4 年 の移⺠法（Zu w and e r ung sg e s e t z）が成⽴し
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た 。まず新国籍法の適⽤ に よ り 、帰化の要件が緩和さ れ る と と も に⼀定の範囲

で⼆重国籍が 認 め ら れ る よ う に な っ た 。 こ れ は 、 ド イ ツ に定住す る様々な⼈

種・⺠族・⽂化的背景を持つ⼈々に 対 し て ド イ ツ 国⺠へ の⾨⼾が開か れ た と い

う こ と を意味し 、 こ れまで の⾎統主義に基づく 国⺠像か ら の変化と い う 国籍概

念の 歴史的 転 換 と い う⼤き な意味を持つ（岡本  2 0 0 8 、 2 4 ⾴）。  移⺠法は 主

に 、労働移⺠の 受 け⼊れ と 制御、 社 会 的統合 政 策 の 促 進 、 テロリズムに重点を

置い た治安 対 策 を可能に し た 。従来は分離し て い て複雑だ っ た滞在資格と労働

許可が簡素化し た こ と で 、滞在 が容易に な り 、地位の 安定化が図ら れ た こ と で

あ る 。また 、研究者 や ⾼ 度 の技能を 有 す る技術者 、⼤学⽣な ど に 対 し て は⾨⼾

が開放さ れ た 。統合措置に 関 し て は 、移⺠が ド イ ツ語を習得し 、 ド イ ツ の⽂化

に習熟す る こ と が前提 と な り 、 そ の た め の講座が開設さ れ た 。 こ う し た 転 換期

を期に 、 ド イ ツ は今の移⺠国 と な っ た の だ 。  

第二章  ドイツの外国人受け入れの文化・理念の考察  

 第 1 章で は 、 ド イ ツ が移⺠国 に⾄るまで の紆余曲折の 歴史を述べ た 。 ド イ

ツ の移⺠受 け⼊れ は意図せず結 果 と し て 発展し て い っ た も の で 、⼤量の難⺠流

⼊が ド イ ツ 社 会 を混乱させた の も 明⽩で あ る 。 し か し 、 こ こまで の 経緯か ら 、

経済的要因以外に普遍的⼈権尊重の要素が強い こ と が考察で き る 。 そ こ で 本章

で は 、 そ の過程の中で の 受 け⼊れ に 対 し て 、 ど の よ う な理念や⽂化が そ う させ

た の か を考察す る 。  

2 - 1  記憶の文化  

 外国⼈労働者 の 受 け⼊れ は 、労働⼒不⾜を 補 う と い う 経済的 な 利 害 が あ り 、

社 会 に と っ て何ら か の投資や ポ テ ンシャル を 有 す る と さ れ る⼈々は⼤い に歓迎

さ れ る 。第⼀章第⼀節の 「ゲス トワーカー 」 の 受 け⼊れ が 進 め ら れ た の は こ れ

で あ る 。 し か し 、 ド イ ツ の外国⼈受 け⼊れ に は こ う し た 経済要因の他に⼈権尊

重の要素が強い だ ろ う 。基本法の第 1 条第 1 項で 、⼈間の尊厳の不可侵と そ

の尊重・ 保護が 国家の義務で あ る と さ れ 、 そ れ を 受 け て第 1 6 a 条 1 項に お い

て 、 政治的 に迫害 さ れ た 者 は庇護権を 有 す る と し て 、難⺠に ド イ ツ で の庇護権

が 保 障 さ れ て い る（昔農  2 0 1 9 、 5 3 ⾴）。 こ う し た 特異な性格を も つ規定が
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置か れ た背景に は 、 ド イ ツ の外国⼈受 け⼊れ の背景に は過去の 歴史か ら の教訓

か ら の⼈権尊重と い う規範が あ る か ら だ 。 ド イ ツ に は 、 と り わ け第⼆次世界⼤

戦の⼈権侵害 やナチス ・ ド イ ツ の恐怖政治が も た ら し た⼈権侵害 の反省と い う

認識が⾊濃く存在 し て お り 、 そ の恥ずべ き 歴史もひと つ のアイ デ ン テ ィ テ ィ と

し て 、 そ し て負の遺産を忘れ な い た め の 「記憶の⽂化  

（E r inn e r ung s k u l t u r）」 の構築 に 向 け た 取 り 組 み 、責任を 果 た そ う と し て き

た（⽯川  2 0 1 8 、 1 6 5 ⾴）。  また 、ナチス に よ る迫害 を 受 け た約 5 0 万⼈と

も い わ れ る難⺠が ド イ ツ か ら 8 0 か 国 に 受 け⼊れ ら れ た と い う 経緯が あ る こ と

か ら 、今度 は迫害 を 受 け た 者 が こ の 1 6 条 2 項 2 ⽂を持つ ド イ ツ を拠り所に で

き る よ う に と い う の だ（渡邉  2 0 1 7 、 1 2 4 ⾴）。 政治的被迫害 者 が庇護権を 有

す る こ と を ⽰ し て お り 、 こ れ は世界で も珍し く ⾃ 国⺠以外の⼈間の権利 が⼀国

の憲法に記さ れ て い る 。 そ の た め 、第⼀章第三節で述べ た 通 り 、戦後か ら難⺠

を⼤量に 受 け⼊れ て い る こ と が わ か る 。  

 2 - 2  歓迎する文化  

 ⽯川（2 0 1 8）に よ る と 、 ド イ ツ は正式に移⺠国 と宣⾔、 政 策 を 転 換 し 、「移

⺠法」 を 制定し た頃か ら 、外国⼈を 「歓迎す る⽂化（ウェルカムカルチャー）

（W i l l k o m m en s k u l t u r）」 と い う⾔葉を使う よ う に な っ た 。  こ の ⽤語は 、 市

⺠社 会 と 公 的部⾨双⽅で ⽤ い ら れ 、連邦移⺠難⺠庁に 事実上 の 公式の標語と し

て採⽤ さ れ て も い る こ と か ら 、多様性を 受 け⼊れ る新し い ド イ ツ を 象徴す る も

の と考え る 。 そ し て 、 こ れ は 「記憶の⽂化  （E r inn e r ung s k u l t u r）」 の次の

段階と し て の 、新し い ド イ ツ の 社 会⽂化の構築 に 向 け た試み と し て位置付 け ら

れ た の だ ろ う（⽯川  2 0 1 8 、 1 6 5 ⾴）。 こ れ は 、難⺠危機 に お い て は難⺠受 け

⼊れ を 推 進 す る⼈々の 合⾔葉と も な っ た 。実際に ド イ ツ は 、 2 0 1 5 年 に約 1 0 0

万⼈の難⺠を 受 け⼊れ た 。彼ら はアラブ諸国 で の内戦や迫害 を逃れ 、 わずか な

所持品 と と も に地中海と バ ルカン半島を 経由し 、念願の ド イ ツ に た ど り着い た

⼈たちで あ る 。ＥＵ圏内のハンガリ ー な ど⼀部加盟国 が 国境を閉鎖す る⼀⽅

で 、メルケル⾸相が⼀貫し て難⺠歓迎を表明 し て い た こ と か ら 、１⽇最⾼１万

⼈が ド イ ツ に⼊国 し た ⽇ も あ っ た 。 こ れ は 「歓迎す る⽂化」 が あ っ た か ら で あ

り 、 こ れ は 「歓迎す る⽂化」 が あ っ た か ら 、想定外の ⾃ 体 に 対 し て も 対応で き
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た の だ ろ う 。 こ う し た 政 府 と 市⺠社 会 の 取 り 組 み に よ り第⼀章第五節の 転 換期

を迎え た と考え ら れ る 。  

 2 - 3  市民社会の理解と協力  

 本章第⼀節で述べ た よ う に 、過去の⼈権侵害 の反省か ら ド イ ツ 社 会 に は 、個

⼈の ⾃由、平等、 ⾃由放任経済な ど の リ ベラル な価値規範が 政治・ 社 会 に根づ

い て い る 。普遍的 な⼈権尊重が重要な根幹と し て ド イ ツ 市⺠社 会 に内在 し て お

り 、実際に 政 府 が移⺠国 で は な い と否認 し て い る際に も 市⺠社 会 のグル ープや

⾮営利 組織に よ る権利 保護運動は ⾏ わ れ て い た（宮島・佐藤  2 0 1 9 、 3 9

⾴）。 そ し て 、 ド イ ツ が移⺠国 と 転 換 す る際、 そ し て 転 換後の統合 政 策 が滞る

たびに 、 こ れまで の 受 け⼊れ を⽀持す る 市⺠社 会レベ ル で の実践が⽀え て き

た 。次章で述べ る統合コー ス の実施も 市⺠社 会 の協⼒な く し て は不可能で あ

る 。具体 的 な統合コー ス は地⽅の 市⺠団体 や⺠間語学学校が実施し て お り 、 政

府 と の協⼒で ⾃治体 が 運営す るジョブセンター が求職⽀援 と教育の実質的 な責

任を持っ て い る 。難⺠⽀援 に 関 し て も 、 こ の よ う に 市⺠社 会 、 ⾃治体 の積極的

⽀援 が あ る こ と か ら 、 市⺠社 会 の移⺠受 け⼊れ に 対 す る理解と協⼒が 国家の 政

策 を変え た と も い え る だ ろ う 。  

 また 、 市⺠社 会 は統合プロセス に お い て重要な役割 を 果 た し て い る 。 2 0 0 6

年 以降、連邦⾸相は統合 サミット（ In t eg r a t i on sg i p f e l）を開催し 、連邦政

府 やメデ ィアの代表か ら労働組 合 や移⺠協会まで 、 す べ て の統合 関係者 が参加

し て い る 。第 1 回サミット の 結 果 、 ド イ ツ初の 国家統合計画が決定さ れ た 。

以来、 サミット は 年 1 回のペー ス で開催さ れ 、 2 0 2 1 年 3 ⽉に は 、アンゲラ・

メルケル独⾸相も参加 し て第 1 3 回統合 サミット が開催さ れ た 。また 、 特 に

2 0 1 5 年 と 2 0 1 6 年 に前例 の な い庇護希望者 が到着し て 以来、多く の 市⺠イニ

シアチブが⽣活 の あ らゆる分野で移⺠を⽀援 し て い る 。 例 え ば 、「難⺠歓迎住

宅プロジェク ト 」 は 現 在 、 E U 加盟国 のほぼ半数に代表さ れ る 国境を越え たプ

ラットフォームと な っ て い る（E u r o p e an  Co m m i s on  2 0 2 3）。  
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第三章 統合に向けた政策  

こ れまで移⺠国 と な るまで の過程、 そ し て そ の原因を 論 じ て き た 。 本章で は 、

正式に移⺠国 と⾔う⽴場を 認 め た 政 府 の 取 り 組 み 、正式統合 にむけ た 政 策 に つ

い て述べ て い く 。  

 3 - 1  移民法に基づく統合コース  

 統合コー ス（ In t eg r a t i on s k u r s）は 、移⺠法施⼯の 2 0 0 5 年 か らニュ ーカ

マー に参加 が義務化さ れ て お り 、 2 0 0 7 年 に は⼤幅な実施要領の改定が ⾏ わ

れ 、 よ り包括的 な も の と な っ て た 。統合コー ス は 、 市⺠⼤学、⺠間の語学学校

や専⾨学校、カルチャーセンター な ど 8 ,0 0 0 ヵ所以 上 で開講さ れ 、移⺠がコ

ー ス にアクセス し や す い環境で あ る 。難⺠や⽣活 保護受給者 は無償で 受講で き

る 。コー ス終了時の試験に⼀定期間内に 合格す れ ば半額が 返還さ れ 、負担も少

な く容易に 受 け ら れ る仕組 み と な っ て い る 。統合コー ス に は授業時間数で わ け

る と語学 6 0 0  時間とオリエン テ ーションコー ス が 組 み 合 わせた⼀般コー ス 、

語学 9 0 0 時間とオリエン テ ーションコー ス の さまざまな 特別コー ス 、集中コ

ー ス が あ る 。 受講者 の⼤半は 上記の 「⼀般コー ス 」（A l lg e m e in e  

In t eg r a t i on s k u r s）を 受講し て い る が 、 特別コー ス に は 、 保護者 向 け 、⼥性

向 け 、若者 向 け な ど の ⽬標グル ープに あ わせて展開さ れ て い る（佐野  

2 0 1 4 、 1 0 7 ⾴）。 ド イ ツ語コー ス で の⾔語習得が統合コー ス の⼤き な柱を な す

が 、 ド イ ツ語コー ス修了後に実施さ れ るオリエン テ ーションコー ス で は 、憲

法・法規範、 制 度 の熟知、法治国家の原則、⼈権の 保持、 ⾃⼰決定、両性の平

等、 政教分離な ど 社 会規範を学ぶ。 こ のコー ス を 通 し て 、 ド イ ツ の普遍的 な価

値を守り 、就業し て 経済的 に ⾃⽴す る こ と で初め て 、彼ら が 社 会 へ統合 す る こ

と が で き る（宮島・佐藤  2 0 1 9 、 4 3 - 4 4 ⾴）。また 、 社 会参加 や 、⺟国 の職

業経験を⽣か す た め の追加技能の講習も あ り 、 対 象 は男⼥を問わ な い 。 保護者

向 け や⼥性向 け の 特別コー ス が開講さ れ て い る よ う に 、少⼦化に悩むド イ ツ 国

家は 、移⺠の⼦供 たちの 社 会参加 も意図し て 、両親、 と く に⼦供 に影響⼒の あ

る⺟親の参加 を 特 に 促 し て い る 。 そ れ は 、⼥性へ の教育を つ う じ て 、次世代の
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「 ド イ ツ⼈」 が育つ移⺠家族丸ごと をターゲット と す る 社 会統合 が意図さ れ て

い る と い っ て も い い（佐野  2 0 1 4 、 6 ⾴  ）。  

 

 また、この統合コースの最大の目的は、外国人イコール底辺層という社会構造

の固定化や格差の拡大を阻止するためである。このコースを通して、移民自身の

社会への「統合」の支援、  その子どもの「統合」の支援、  職業上の技能のキャ

ッチアップの支援をすることを目的としている。ここにおける統合とは、移民を

ドイツに「同化」させたり、固有の文化的アイデンティティを放棄させたりする

ものでもない。ただ、受け入れる側が移民に対して社会へ馴染む可能性を広げる

環境を提供する代わりに、移民側の自助努力を求める。近藤（ 2 0 1 3）によると、

これはまさに福祉国家改革の代名詞となった「支援と要求」といえる。このこと

から現在のドイツ社会は、外国人と在来国民を最大限尊重し、統合に向けて取り

組んでいることがうかがえる。  

 3 - 2   異文化・多文化教育  

 社 会 的 、⺠族的 、⽂化的 、宗教的差異に 対 し て尊敬と理解を も っ て接す る こ

と は 、 もちろ ん⼤⼈に も期待さ れ る こ と だ が 、 そ れ は⼦ど も の と き に基礎づけ

ら れ る も の で あ る（中⼭  2 0 0 0 年 、 1 3 5 ⾴）。 そ の た め統合コー ス に頼り き

り に す る の で は な く 、基本 的 に学校が 、⼦ど も たちが そ う し た差異を理解で き

る よ う に導く こ と が重要で あ る 。まずそ の 取 り 組 み の⼀つ は 、 ド イ ツ語が話せ

な い外国⼈⽣徒を最初か ら同じ クラス に⼊れ て普通 の授業を ⾏ う こ と で 、 社 会

的 に分離し た状況を防ぎ、 よ り円滑な統合 を 促 し た 。彼ら に は ド イ ツ語の 特別

な授業を設置し て サ ポ ー ト し て い る 。次に 、宗教や⾳楽、 ド イ ツ語な ど の教科

の中で 、外国⼈⽣徒の⽂化的背景を お互い に学習す る よ う なカリキュラムと な

っ て い る（中⼭  2 0 0 0 年 、 1 3 5 ⾴）。 こ う し た多⽂化教育は 、統合 は もちろ

ん の こ と 、 ド イ ツ⼈の 国際化を ⽬指し て お り 、将来を⾒据え た も の と な っ て い

る 。  

第四章 多文化共生の限界はあるのか  
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 4 - 1  国民アイデンティティのジレンマ  

 市⺠社 会 の普遍的 な⼈権尊重の も と 、今の ド イ ツ 社 会 が形成さ れ 、外国⼈受

け⼊れ が 進 ん だ 。 し か し 、 受 け⼊れ た の は良い も の の 、⽂化的 ・宗教的背景の

異な る⼈々が流⼊す る こ と の 社 会 的 な イ ンパク ト や リ ス ク は⼩さ く な い 。 ド イ

ツ 社 会 の伝統的 な姿や⽣活様式す ら も変わ り つ つ あ る 。 そ の た め 、規律的 な価

値観の も と 受 け⼊れ が 進 ん で い く中で 、 ド イ ツ 国⺠は正義感 や良⼼か ら く る

「 国際政治に お け る責任」 と ド イ ツ⼈と し て のアイ デ ン テ ィ テ ィ と の両⽴で葛

藤し 、包摂と排除、開放と閉鎖な ど の⼆律背反的 な状況が存在 し て い る（佐野  

2 0 1 4  1 6 4 - 1 7 0 ⾴）。 特 に 、未だ に残る 経済的不況や外国⼈受 け⼊れ に よ る

不安定な 政治的 ・ 社 会 的環境か ら移⺠へ の敵意は着実に広が っ て お り 、右翼ポ

ピュ リ ス ト 政党の 「 国⺠優先」 の 論理な ど排他的ナショナリズムの圧⼒が強く

な っ て い る 。ひと たび移⺠に よ る犯罪が 発⽣し た場合 に は 、 政治家、メデ ィア

等が こぞっ て過剰に反応し 、 モラル ・パニック が 引 き起こ さ れ る 。 そ し て彼ら

は ド イ ツ の リ ベラル な価値に 合致し な い 、尊重し な い集団と し て可視化さ れ排

斥さ れ る 。 こ う し た 社 会 の中の異邦化の可能性が ド イ ツ と い う 国家像の喪失へ

の恐怖を煽り 、 ド イ ツ⼈と し て のナショナリズムと⽂化社 会 と し て の ド イ ツ と

い う将来像を軸に ど こまで移⺠固有 の⽂化を尊重す る か と い う葛藤が あ る 。 す

な わち、 ド イ ツ⼈と し て ド イ ツ の汚点で あ る 歴史に 対 す る責任を 果 た す た め 、

そ し て 国際市⺠と し て 、両義性や⽂化的多様性を も 進 ん で 受 け⼊れ ら れ る よ う

に多様性を 認 め る 国家へ と変容す る必要性を 感 じ な が ら も 、 こ う し た 現実社 会

で起き て い る問題に直⾯し 、個々⼈の中に 、統合 と は 現実離れ し た理念で は な

い か と⽭盾す る よ う なアイ デ ン テ ィ テ ィ を抱え て い る の で は な い か と考え る 。

つまり 、彼ら は今現代社 会 の多様性と可変性を 受 け⼊れ る新た な 国⺠的アイ デ

ン テ ィ テ ィ形成に直⾯し て い る の だ（佐野  2 0 1 4  1 7 5‐1 7 9 ⾴）。  

4 - 2  イスラモフォビア （イスラム恐怖症）  

 2 0 1 0 年 、当時ド イ ツ⾸相のメルケル は 「多⽂化主義は失敗し た 」 と 発⾔し

た（近藤  2 0 1 3 、  2 3 1 ⾴）。  統合 政 策施⾏当初、 こ の 政 策 に よ っ て旧来及び

新規移⺠が 市⺠と し て 「 ド イ ツ 社 会 」 と い う 公 共空間に参⼊可能と な る と考え
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ら れ た 。 し か し こ の統合 政 策 は 、 社 会契約的 に権利義務を 果 た す 合法的 な移⺠

の み を 対 象 と し て お り 、 こ れ ら を守る こ と の で き な い移⺠は排除さ れ る可能性

が あ っ た 。 こ れ は 、移⺠難⺠が ド イ ツ 社 会 の価値で あ る リ ベラル な価値を尊重

す る べ き で 、 そ の 上 で 受 け⼊れ 社 会 が移⺠の統合 の⼼構え を も っ て 、 ド イ ツ 社

会 の⽂化的 ・宗教的 な多様性を承認 す る と い う承認 の理念が裏⽬ に で た の だ ろ

う 。 す な わち、 こ の統合 政 策 は⼀⾒公正で あ り つ つ も 、 リ ベラル な価値の基準

を満た す 受 け⼊れ統合 の 対 象 と な る 者／な ら な い 者 の線引 き は 、常に 、恣意的

に ⾏ わ れ る限界が あ っ た の だ（宮島・佐藤  2 0 1 9 、 4 4 ⾴）。 そ の 典型的 例 に

ムス リム系移⺠が あ る 。 ド イ ツ に は 、約 4 0 0 万⼈の イ スラム教徒が居住し て

い る と さ れ る が 、 イ スラム過激派の テロリズムとムス リム移⺠の 増 加 と が 結び

つ け ら れ 、 そ の傾向 に拍⾞が か か っ て い る 。実際に 2 0 1 5 年 1 2 ⽉ 3 1 ⽇ か ら

2 0 1 6 年 1 ⽉ 1 ⽇ に か け て 、 ド イ ツ ・ケル ン で 年越し の祝賀に紛れ た集団暴⾏

事件が お き た 。 こ の 事件で 、外国⼈男性グル ープに よ る性的暴⾏ や窃盗が⼤量

に 発⽣し 、 そ の 1 5 3 ⼈の容疑者 の うち 1 4 9 ⼈が外国⼈で あ り 、 イ スラム系で

あ っ た 。 さ ら に 、強制 結婚、名誉殺⼈、 公 的領域で の スカーフ着⽤ な ど の 事 例

か ら 、ムス リム移⺠は ド イ ツ に い る に も 関 わ らずムス リム移⺠の独⾃ の独特 な

⽂化に従い 、 ド イ ツ 社 会 の慣習に習わ な い 、危険な他者 と 社 会 か ら 認識さ れ る

事 が多い 。 つまり 、 ド イ ツ 社 会 か ら 「統合 」 の 対 象外と み な さ れ る恐れ を意味

し て い た 。彼ら を よ そ 者 と み な し続け る こ と は 社 会 の溝は埋まら な い ば か り

か 、逆に彼ら の イ スラム・アイ デ ン テ ィ テ ィ に覚醒を 促 し 、統合 に⽀障 を き た

し て しまっ た（昔農、  2 0 1 6 、  5 ⾴）。  

 こ う し た状況に 対 し て 、 イ スラムを ド イ ツ 社 会 の⼀部と し て位置付 け よ う と

す る模索が ⾏ わ れ て い る 。実際に 「 ド イ ツ ・ イ スラーム会 議 」 が開催さ れ 、 以

後継続し て こ の問題を討議 す る枠組 み と な っ て い る 。 こ の 会 議 に は ト ルコ系と

そ れ 以外を含む、 ド イ ツ に お け る イ スラム団体 の多く と 関係す る 政治家な ど が

参加 し 、 ド イ ツ に お け る イ スラム教徒の状況や イ スラモフォビアに つ い て な

ど 、様々なプロジェク ト を展開し て き て い る 。 こ の 会 議 を⾜場と し て最終的 に

⽬指さ れ て い る の は 、 ド イ ツ の 公 的 な宗教コミュニテ ィ と し て の イ スラムの承

認 で あ ろ う（⽯川  2 0 1 8  1 6 2 - 1 6 3 ⾴）。 こ う し て ド イ ツ 社 会 は イ スラムと
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の 共⽣と排斥の狭間に い な が ら も 、状況改善に 向 け て積極的 に 取 り 組 ん で い る

こ と が わ か る 。   

4 - 3  並行社会  

 宗教問題に 加 え て 、統合 政 策 の反⾯、ホス ト 社 会 と移⺠社 会 と の ど こまで も

交 わ る こ と の な い 「並⾏ 社 会 」 の存在 が あ る 。「並⾏ 社 会 」 と は す な わち市⺠

に よ っ て構成さ れ た 公 共空間た る ド イ ツ 社 会内に 、 そ れ と乖離し た別の 社 会空

間を意味す る 。 ド イ ツ 各地に は 、 主 に ト ルコ系移⺠な ど多様な出⾝国 を⺟体 と

す る多数の移⺠組織が 活動し て い る 。⽯川（2 0 0 9）に よ る と 、旧来の移⺠た

ちは 国籍制 度 な ど の 関連で⻑ら く 「外国⼈」 と し て 社 会 の周辺に置か れ て き た

と同時に 、団体 の形成や居住地で の相互作⽤ を 通 じ て 、相互扶助 や イ ンフラ確

保 の仕組 み を構築 し 、独⾃ の空間を形成し て き た 。 こ う し て ド イ ツ に は 「並⾏

社 会 」 が深く根付 い て しまっ た 。 こ れ は 、彼ら の考え 、⼜は相互の努⼒が な い

限り改善さ れ な い だ ろ う 。  

 そ ん な中、 2 0 1 5 年 に ド イ ツ 政 府 は こ う し たムス リムを多く含む難⺠を 1 0 0  

万⼈近く 受 け⼊れ た 。外国⼈受 け⼊れ に 対 す る危惧や懸念が ⾼まっ て い た に も

か か わ らず、難⺠受 け⼊れ や移⺠政 策 に つ い て の基本 的 な路線の変更は ⾏ わ な

か っ た 。むし ろ 、新た に連邦レベ ル で 「 ド イ ツ に残る可能性の ⾼ い庇護申 請

者 」 の統合講習へ の優先的参加 を 認 め 、「健康保険証 」 の導⼊を決め た（久保

⼭  2 0 1 7 、 2 4 ⾴）。 特 に 、久保⼭（2 0 1 7）に よ る と 、⼤都 市 に集中し がちな

難⺠の地⽅⾃治体 で の定住を 促 す た め の措置等は 、過疎化と地元企業の⼈材不

⾜、空き家率の 上昇に悩む中⼩⾃治体 の難⺠受 け⼊れ へ の強い意欲と相まっ て

積極的 に 取 り 組まれ て い る 。 さ ら に こ の 2 0 1 5 年 の難⺠⼤量流⼊を 受 け 、 ド イ

ツ で は ⾃治体 の 取 り 組 み は 加速し 、 州 政 府 もプロジェク ト を⽴ち上げる よ う に

な っ た 。 州 政 府 の な か に は 、「 ド イ ツ に残る可能性の ⾼ い 」出⾝国 の難⺠だ け

に限っ て い た統合講習の参加 を広げ、 す べ て の庇護申 請 者 を 対 象 に⼊れ る と こ

ろ が出て き て い る 。また久保⼭（2 0 1 7）に よ る と 、⼀定の ド イ ツ語能⼒を習

得し た後、職業訓練制 度 へ の橋渡し と し て 、語学⼒を さ ら に スキルアップさ

せ、職業訓練や ド イ ツ の労働環境に親し み 、 本⼈の適性や志向 を⾒極め るオリ
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エン テ ーション 的 な職業訓練を 組 み 合 わせた統合プログラムす ら も 促 進 さ れ て

い る 。 こ の動き は 、外国⼈受 け⼊れ を 「負担」  や 「 リ ス ク 」 の視点か ら で は

な く 、労働市場統合 に成功す れ ば ⾼ 度⼈材・技能労働者 の海外か ら の誘致で 、

チャン スまた は 経済的 利益と み る こ と が で き る と い う こ と か ら ⾏ わ れ た と考え

ら れ る（久保⼭亮  2 0 1 7 、 2 5 ⾴）。 こ の よ う に ド イ ツ は外国⼈の 受 け⼊れ ・

歓迎と排外主義の はざまで揺れ動き な が ら も 、 受 け⼊れ 社 会 と し て統合 にむけ

た姿勢は⼀貫し て課題に 取 り 組 ん で い る こ と が わ か る 。  

第５章 日本への示唆  

 5 - 1  韓国との比較  

 同じアジアの 国 で あ る韓国 の外国⼈政 策 に つ い て触れ る 。韓国 は 、 1 9 9 0 年

代まで は労働⼒の送り出し 国 で あ っ た が 、 そ の 急速な 経済成⻑や教育⽔準の 向

上 に伴っ た労働⼒不⾜が深刻化し た た め産業研修⽣・研修就業制 度 を導⼊し労

働⼒受 け⼊れ 国 に 転 じ た 。 こ の 制 度 は 、 ⽇ 本 の技能研修・技能実習制 度 に⾮常

に類似 し て お り 、約 1 0 年 以 上 の間は 政 策 も同様に 現 在 の ⽇ 本 に類似 し た外国

⼈政 策 を ⾏ っ て い た 。 し か し な が ら 、研修を建前と す る同制 度 で は必要な労働

⼒を⼗分に 確 保 で き な い ば か り で な く 、外国⼈労働者 に 対 す る賃⾦不払い や⼈

権侵害 、不法滞在 の 増 加 な ど が 社 会問題と な っ た（野村  2 0 1 9 、 1 4 0 ⾴）。 そ

こ で 2 0 0 3 年 に外国⼈雇⽤法、 2 0 0 4 年 に は雇⽤ 許可制 が導⼊さ れ 、外国⼈材

政 策 の抜本 的 な改⾰が ⾏ わ れ た 。雇⽤ 許可制 と は 、野村（2 0 1 9）に よ る と 、

政 府（雇⽤労働部）が 「 国内で労働⼒を 調達で き な い企業に 対 し 、適正規模の

外国⼈労働者（⾮熟練労働者）を 合法的 に雇⽤ す る こ と を 許可す る 制 度 」 で あ

る 。 政 府 が 各業界か ら の要望に基づい て業種別の 年間受 け⼊れ数を決め た 上

で 、労働者 を送り出す 国 と 政 府間協定を締結 し 、悪質なブローカー を排除し よ

う と す る も の で あ る（野村  2 0 1 9 、 1 4 0 ⾴）。 2 0 0 7 年 に は外国⼈処遇基本法

が 制定さ れ 、 政 府予算に よ る外国⼈材を 受 け⼊れ る環境の整備の 促 進 の た め の

施策 が 進 め ら れ る よ う に な っ た 。 2 0 0 9 年 か ら は 、外国⼈の韓国 社 会 へ の早期

定着を 促 す た め の 社 会統合プログラムが実施さ れ て い る 。 こ れ は 、韓国 に居住

す る外国⼈が韓国 で⽣活 し て い く う え で必要と な る語学や⼀般教養を習得す る
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プログラムで あ る 。 そ のほか に も 、韓国語やパソコン な ど の教育講座や相談業

務な ど 、  様々な外国⼈向 け サ ー ビ ス が実施さ れ て い る（野村  2 0 1 9 、 1 4 9

⾴）。 2 0 1 1 年 に は 国籍法を改正し 、複数国籍を 認 め な い 国籍唯⼀の 国 か ら 転

換 し た 。 こ れ は 、出⽣率回復政 策 の 推 進 を半ば あ き ら め 、外国出⾝者 の帰化に

よ っ て⼈数を 増 や す た め で あ っ た 。 2 0 1 8 年 に は永住を視野に⼊れ た 「熟練技

能ビザ」 が創設さ れ た 。韓国 の外国⼈材政 策 の 特徴と し て 、 ⾼ 度⼈材（専⾨⼈

材）に 対 す る優遇措置、雇⽤ 許可制 に基  づく⾮熟練労働者 の 受 け⼊れ 、 社 会

統合 政 策 の 推 進 、 を挙げら れ る（野村  2 0 1 9 、 1 4 0 ⾴）。韓国 で は 、研究者 、

技術者 、専⾨家な ど ⾼ 度⼈材に 対 し て 、専⾨⼈材と し て の 在留資格が 付与さ

れ 、⼀定要件を満たせば⼀般帰化や永住権を 申 請可能で あ る 。また 、 IT や バ

イオな ど先端分野の専⾨⼈材の招聘を ⽬ 的 と し て 、ゴー ル ドカー ド や サ イエン

スカー ド な ど の優遇制 度 が設け ら れ て い るほか 、近年 は外国⼈起業家の誘致に

も 注⼒し て い る（野村  2 0 1 9 、 1 4 0 - 1 4 1 ⾴  ）。また 、韓国 に は 「ハッピー ・

リター ン ・プログラム」 と い う講座が あ る 。 こ れ は外国⼈労働者 を 対 象 に帰国

後に役⽴つ職業訓練な ど を 提 供 す る も の で 、気持ちよ く帰国 し て も ら い 、韓国

のファン を 増 や そ う と い う仕組 み に な っ て い る 。 こ う し た 取 り 組 み は 、⼈⼝政

策 の⼀環と し て 、 経済の持続可能性の観点か ら も効果 的 だ ろ う（澤⽥  

2 0 2 3）。 つまり韓国 は 、 ⽇ 本 と同様の構造を解体 し 、「単純労働の外国⼈労働

者 は 受 け⼊れ な い 」 と い う従来の移⺠政 策 を⼤転 換 し 、むし ろ外国⼈を 受 け⼊

れ 、 サ ポ ー ト し 、 お互い の 利益と な る よ う な 政 策 を ⾏ っ て い る の だ 。  

 5 - 2  日本への示唆  

 本節で は 、 ド イ ツ の移⺠政 策 、 そ し て韓国 の 例 を 受 け 、 ⽇ 本 の多⽂化共⽣の

可能性を考察す る 。 ド イ ツ は移⺠⼤国 で あ る と 認 めずあ が い た時代が あ っ た が 、

そ の⽴場を 転 換 し統合 にむけ て動き出し た 。 そ の後も様々な困難を抱え な が ら

も⼈道⽀援 の た め に移⺠・難⺠を積極的 に 受 け⼊れ て き た 。⼀⽅で ⽇ 本 は 、⼈

⼝減少と ⾼ 齢化が 進 み な が ら も 国レベ ル で の総合 的 な移⺠政 策 が存在 し な い 。

また わずか で あ る が 受 け⼊れ て る外国⼈労働者 の雇⽤ の待遇、⼈権侵害 が問題

と な っ て い る 。 主要先進 国 と し て 、 受 け⼊れ な い と い う選択肢は も は や な く 、
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むし ろ⼒強い 経済成⻑を実現 す る た め に 取 り⼊れ て い く べ き で あ る 。 そ こ で 、

⽇ 本 が外国⼈を 受 け⼊れ ら れ る よ う に 、 そ し て 受 け⼊れ た外国⼈が ⽇ 本 社 会 で

活躍で き る よ う に す る た め に は 、第⼀に 、 ド イ ツ の よ う に外国⼈政 策 に 関 す る

基本法を 制定し 、 そ の他外国⼈政 策 に 関連す る様々な法制 度 ・施策 に 通底す る

べ き基礎的 な理念を ⽰ す必要が あ る 。彼ら の出⼊国 ・ 在留管理か ら 、雇⽤ 、定

住化、 社 会統合まで を視野に⼊れ た 国 や地⽅の 体 制 を 明 確化す る必要が あ る

（⽇ 本 経済団体連合 会  2 0 2 2）。第⼆に 、 社 会統合 に お い て 、 ⽇ 本 市⺠の個々

⼈の理解と 市⺠社 会全体 と し て多様な考え⽅や価値観を互い に尊重し 合 う包摂

的 な環境の整備に努め る こ と が重要で あ る 。 ド イ ツ 社 会 の統合 政 策 は 市⺠社 会

の協⼒と多様性へ の理解な く し て は成り⽴っ て い な い こ と が う か が え た 。 そ の

た め ⽇ 本 で も 、 政 府 の み な らず、 ⾃治体 、企業、 市⺠社 会 、 あ る い は個⼈等の

横断的 つ な が り に よ っ て 、 在留⽀援 を実現 し て い く必要が あ る（⽇ 本 経済団体

連合 会  2 0 2 2）。 もちろ ん外国⼈の⼤量流⼊に よ る混乱が想定さ れ 、 国⺠アイ

デ ン テ ィ テ ィ がゆらぎ変容す る の は普遍的 なプロセス と な る可能性が あ る が 、

⽇ 本 も 共⽣と排斥の間で悩み な が ら も 向 き 合 っ て い く必要が あ る だ ろ う 。  

3 . 結論  

 本稿で は 、 ド イ ツ の外国⼈受 け⼊れ数が世界 2 位で あ る要因に つ い て 歴史と

理念の観点か ら考察し 、 そ の 上 で多⽂化共⽣の可能性と限界を考察し た 。第⼀

章で ド イ ツ に お け る 、移⺠・難⺠に 関 す る 制 度 の変遷を概観し た 結 果 、第⼆次

世界⼤戦後、強い⼈道 主義的観点か ら多く の外国⼈を 受 け⼊れ た も の の 、 そ の

配慮は弱まり 、 国内か ら の反発 な ど を理由に外国⼈労働者 の途中募集停⽌や⼊

国 者数の規制 、管理、庇護権の 制限等の過程の 上 で 、 ド イ ツ 社 会 が彼ら を包摂

し て い く様⼦を概観し た 。第⼆章で は 、 そ の過程で ド イ ツ 社 会 、 特 に 市⺠社 会

が過去と 向 き 合 い 、 そ の責任を 果 た す た め ⾃ ら のアイ デ ン テ ィ テ ィ の解釈を拡

⼤し 、 国際市⺠と し て 活動す るアイ デ ン テ ィ テ ィ の両⽴を試⾏錯誤し て い る こ

と が 明 ら か と な っ た 。正式に移⺠国 と な っ た後の ド イ ツ の統合 に 向 け た 取 り 組

み を第三章で述べ 、第四章で は そ の可能性と限界に つ い て考察し た 。排斥の動

き が あ り な が ら も 、 政 府 主導の移⺠・難⺠、 あ る い は統合 に 関 す る法制 度 が常

に変化、 対応し 、決し て硬直的 で な い こ と か ら 共⽣と のジレンマを抱え て い る
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こ と が伺え た 。第五章で は 、同じアジア国 で同じ よ う な 政 策 の 歴史を持つ韓国

の 例 に触れ 、 ⽇ 本 の問題を 明 ら か に し た 。 ⽇ 本 は 国レベ ル の移⺠政 策 、統合 政

策 を⽋き な が ら も外国⼈住⺠が 急速に 増 加 し始め て い る 。必要な移⺠を よ り効

率よ く 受 け⼊れ 、 そ の移⺠を 社 会 的 に包摂し や す い よ う な 、 リ ベラル で開放的

な移⺠政 策 ・統合 政 策 を 進 め る必要が あ る だ ろ う 。 そ こ で最終章で 、 ⽇ 本 が外

国⼈を単に 受 け⼊れ る の で は な く 、必要と す る外国⼈材を積極的 に誘致す る 国

に な る た め の 政 策 を 提案し た 。外国⼈政 策 に は 、常に 受 け⼊れ と排除の動き が

せめぎ合 う こ と が不可避で あ る が 、⼈⼝減少と ⾼ 齢化が 進む⽇ 本 に お い て 、⼒

強い 経済成⻑を実現 す る た め に必要不可⽋な施策 で あ る 。 そ の た め 、 ⽇ 本 は 国

際市⺠と し て 現代社 会 の多様性と可変性を 受 け⼊れ新し い 国⺠的アイ デ ン テ ィ

テ ィ を形成し て い か な け れ ば な ら な い だ ろ う と考え る 。  
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EU 拡⼤のための共通農業政策改⾰︓EU 結束の観点から 

C o m m o n  A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  R e f o r m  f o r  E U  E n l a rg e m e n t :  F r o m  

t h e  P e r s p e c t i v e  o f  E U  c o h e s i o n  

2 年 経済学部 鈴⽊拓⽃ 

1 .  序論 

2 0 0 4 年に新たに中東欧諸国を中心とする 1 0 か国が E U に加盟した。この

E U 拡大によって E U 加盟国は 1 5 か国から 2 5 か国へと一気に増大した。さら

には新規加盟国のほとんどは旧社会主義国の中東欧諸国であり、それまでの加

盟国とは多くの点で異なっていた。これらの既加盟国と大きく異なる中東欧諸

国を迎え入れるにあたって、E U 域内の地域間格差が拡大することは避けられ

ない問題となった。地域間格差を縮小することは E U の結束を実現することと

密接に関係している。 E U ではマーストリヒト条約で経済的社会的結束を「共

同体は、共同体全体の調和のとれた発展を促進するため、共同体の経済的社会

的結束の強化を導く行動を発展させ、追及する」と記している（豊、 2 0 0 6）。

このことに象徴されるように欧州統合において結束という概念そして結束水準

の向上というのは最重要な課題である。そして結束政策の目的は、構造的競争

力のかけている地域に対し競争力向上のための支援を行い、地域間格差を縮小

させると同時に将来にわたって格差が縮小していく状態を実現させることであ

る（豊、 2 0 0 6）。欧州統合に伴う経済的利益は必ずしもすべての地域に等しく

及ぼされるわけではない。そのため、統合の利益を受けられる地域とそうでな

い地域との格差の拡大が必然的な状況においては結束の実現を目的とする政策

がより重要視されるようになった。その点で農業そして農村は構造的な競争力

に乏しい部門や地域の代表的な例である。この他の産業との構造的な格差は、

経済発展の恩恵を農業部門と工業部門とで等しく受けられるわけではないので、

何の対処もしなければ経済発展につれて農業部門と工業部門では格差が拡大し

ていってしまうことに由来する（速水、 1 9 8 6）。このレポートでは、まず第 1

章では農村における結束政策と位置付けられる農村振興政策の必要性を論じる。

その後、第 2 章では E U の東方拡大を見据えて、農村振興政策とそれを柱の一
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つとする C A P (C o m m o n  A g r i c u l t u r a l  P o l i c y、共通農業政策 )がどのように改

革されたのかを論じる。第 3 章では E U 加盟当時の中東欧諸国を取り巻く状況

を述べ、第 4 章では中東欧諸国の加盟を見据えて改革された C A P の農村振興

政策が中東欧諸国においてどのように適用されたかをポーランドとチェコを例

に明らかにする。最後に、第 5 章では C A P の目的でもある域内の地域格差の

縮小そして結束水準の向上が実際に実現されたのかを論じる。 

 

2 .  本論 

2 - 1  E U 農 村 開 発 政 策 の 必 要 性  

E U の東方への拡大にあたり行われた農村開発政策改革について論じる前に、

E U における農村開発政策の目的と農村開発政策に重点が置かれるようになっ

た経緯を述べる。現在 C A P には二本の柱がある。一つ目の柱は C A P 導入当初

からの柱の価格・所得政策である。二つ目の柱は A g e n d a 2 0 0 0 以降に据えら

れた農村開発政策である。これらの柱に支えられている C A P の導入当初から

の一貫した大きな目的は、農業部門と工業部門の構造的格差を解消することで

ある（豊、 2 0 0 6）。C A P の対象となる地域はもちろん E U に加盟するすべての

国であり、一国内の都市と農村間の格差や農業に依存した国や地域と工業化し

た国や地域の格差を解消することを目的としていた。しかし、中東欧諸国の加

盟を目前に控えた状況では、中東欧諸国は農業依存度が高く、工業部門と農業

部門の格差が深刻であるため、中東欧諸国により重点が置かれて C A P 改革が

進んでいくこととなった。 

C A P 導入当初は最低保証価格を設定し、農産物を無制限に買い上げること

で、農業所得を向上させ格差を解消させようと図っていた。しかし、この最低

価格での買い上げは主に三つの弊害を引き起こした。一つ目の弊害は、この政

策下では農家には増産のインセンティブが働き、需要量を大きく上回る量が生

産されていたので、過剰生産された分に対しても補助金を出さなければならず

E U の財政を圧迫したことである。これに加えて過剰生産された農産物を輸出

する際にも輸出補助金として大量の支出がなされていた。第二の弊害は、過剰

生産による環境への悪影響である。無制限での買い上げは、集約生産の進行を

招き、共同体レベルでは窒素系肥料の使用は 1 9 5 0 年から 1 9 8 1 年の間に 4 倍
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以上になっている（礒野、 1 9 9 2）。このような肥料の大量投入により土壌汚染

さらには地下水の水質が問題視されるようになった。三つ目の弊害は農家間で

の所得格差の拡大である。本来は、農業と工業の間の格差を小さくし E U 全体

の結束を強くするために行われたはずの政策が、農業部門間の格差の拡大を招

いてしまっていた。この格差は、補助金が生産量に比例するため大規模な農家

ほどより多くの補助金を受け取ることができたことに起因していた。実際、欧

州農業指導保証基金による補助金の 8 0％は経営規模上位 2 0％の農家に支給さ

れている（C E C、 1 9 9 1）。 

これらの弊害を解消するために、 1 9 9 2 年にはマクシャリー改革と呼ばれる

C A P（共通農業政策）改革が行われた。この改革では農家の増産インセンテ

ィブを抑え、集約的農業から脱却するために、減反・休耕と域内価格の引き下

げが盛り込まれた。これらは C A P の弊害を解消するのに役立つ一方で、農家

の生活水準を向上させるという本来の目的を達成できないと考えられた。そこ

で支給額が生産量によらない補助金も同時に導入することで、増産インセンテ

ィブを抑えながら農家間の所得格差を解消しようとした（豊、 2 0 0 6）。 

このような流れの中で、C A P には確かに農家所得の低下を防ぎ、離農者の

抑制に一定の効果があった。しかし、多くの地域で農業就労者の割合が減少し

ていく中では、農家に対する所得支援だけでは農業から工業あるいは農村から

都市への人口流出を十分に防ぐことはできなかった（豊、 2 0 0 6）。また、この

ような農村から都市への人口流出は様々な地域での社会生活の困難を招き農村

社会の生活水準を低下させ、それがまた人口流出につながるという悪循環にな

っていた。そこで農村と都市の格差を解消し、離農を抑制するためには農家に

対する所得支援だけではなく、農業従事者以外の農村居住者の離農を抑えたり

都市から農村への移住を促したりするための政策も必要であると考えられるよ

うになった（豊、 2 0 0 6）。そして、この役割を果たすのが農村開発政策であり、

1 9 9 9 年に行われた A g e n d a 2 0 0 0 改革以降重点を置かれるようになる。 

 

2 - 2  中 東 欧 諸 国 の 加 盟 を 見 据 え た C A P 改 革  

 1 9 8 0 年代後半からの東欧改革を経て、 2 0 0 0 年を目前に中東欧への E U 拡大

が盛んに議論されるようになった。そのような中で、 1 9 9 7 年に E U が中東欧
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諸国を受け入れるに当たってどのような改革を行う必要があるのかということ

が、欧州委員会の発表した“A g e n d a 2 0 0 0”によって示された。本章では、は

じめに A g e n d a 2 0 0 0 に基づく C A P 改革がどのような特徴を持っていたのかを

論じる。その後、 2 0 0 3 年に行われた A g e n d a 2 0 0 0 改革の評価そして補完する

ための M i d - Te r m  R e v i e w 改革（M T R 改革）についてもどのような改革であ

ったか説明する。 

 

2 - 2 - 1  Agen d a 2 0 0 0 改革  

 A g e n d a 2 0 0 0 は 1 9 9 7 年 7 月に欧州委員会が発表した文書で、E U の中東欧

諸国への拡大 に向け て ど の よ う な改革を 行 う べ き か を示し て い る 。 こ の

A g e n d a 2 0 0 0 に基づいて行われた C A P 改革は A g e n d a 2 0 0 0 改革と呼ばれ、

1 9 9 9 年 3 月に開催された E U サミットで合意された。以下では A g e n d a 2 0 0 0

改革の中でも農産物市場政策と農村開発政策について説明する。まず E U に中

東欧諸国が加盟するに当たって大きな問題となったのは、中東欧諸国に対して

も C A P を適用することで C A P 支出が増大することであった。この問題を解決

するために、A g e n d a 2 0 0 0 改革では農産物市場政策として、マクシャリー改革

で行われた支持価格の引き下げと直接所得補償政策を強化することが行われた。

この価格支持政策から直接所得補償政策へのシフトを行うことで、E U より農

産物の価格水準が低い中東欧諸国において増産が生じ C A P 財政を圧迫するこ

とを防ぐことができると同時に C A P に競争原理を導入し欧州農業の競争力を

強化することができると考えられた（豊、 2 0 0 2）。しかし実際に直接支払いが

実施されたのはその時点で E U に加盟していた国に限られていた。財政面にお

いて、中東欧諸国にまで直接支払いを適応する余裕がなかったのである。この

方針は中東諸国の大きな反発を招いた。この反発に対し、欧州委員会は三つの

根拠を元に反論した。一つ目の根拠は、そもそも直接支払いは支持価格の引き

下げに対する補償措置であり、農産物価格が E U 価格よりも低い中東欧諸国に

おいては補償の必要がないということである。第二には中東欧諸国の G D P 水

準から考えると、直接支払いによる補償額が莫大なものとなってしまうことが

あげられた。第三の根拠は直接支払いにより中東欧諸国における生産性向上の

インセンティブが失われるということである。次に A g e n d a 2 0 0 0 改革におい
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て C A P 第二の柱と位置づけられた農村開発政策は、A g e n d a 2 0 0 0 において示

された 3 つの目標と 4 つの原則をもとに、 2 2 種類の政策手段が提供され、加

盟国はそれぞれに必要な政策を選び国や地域の農村開発プログラムに組み込む

という方法になっていた（豊、 2 0 0 6）。これら 2 2 種類の政策手段は大きく分

けると二つのグループに分けられる。一つ目のグループは、条件が不利な生産

環境や、環境への配慮といったような一定の条件を満たす農家に補助金を支給

するというものであり、農村における所得と雇用の減少を防ぐための政策であ

る（豊、 2 0 0 6）。もう一つのグループは、職業訓練や農産物の加工や販売への

支援など、農村における生産資源の質を高め、競争力を向上させる政策である

（豊 2 0 0 6）。 

 

2 - 2 - 2  M T R 改 革  

 M T R 改革は、 2 0 0 2 年に 7 月に発表された中間見直し（M i d - Te r m  R e v i e w,  

M T R）に基づき 2 0 0 3 年 6 月に合意され、A g e n d a 2 0 0 0 改革で掲げられた目的

を達成するための補完的な改革と位置づけられる。A g e n d a 2 0 0 0 改革からの一

貫した目的は、政策の重点を農産物市場政策から農村開発政策にシフトさせる

ことで、C A P 支出を削減し農村の競争力を向上させ持続可能な農業を実現す

ることである。一方で A g e n d a 2 0 0 0 改革から変更された点もある。一つ目は

モデュレーションの義務化である。モデュレーションとは巨額の直接支払いを

受ける大規模農家に対して支払額の一部を削減し、その分を各国や E U が行う

農村開発資金に充てるというものである（豊、 2 0 0 6）。この目的は、農業者間

における C A P 助成の再配分を行うことで農業者間の不平等を改善することで

ある。（アルランドほか、 2 0 1 4）しかし A g e n d a 2 0 0 0 改革では、モデュレーシ

ョンは各国の裁量に任せられていたため農村開発政策の資金を十分に確保でき

なかったという問題点があった。そこで M T R 改革ではモデュレーションを義務

化することで資金を確保し第二の柱である農村開発政策を強化した。二つ目の

変更点は中東欧への直接支払いが可能になった点である。新規加盟国への支払

いは、単一面積支払いと呼ばれる、与えられた各国の予算を農場の面積に応じ

て比例配分する方法がとられた。これにより C A P 直接支払い実績に応じて決

定されていた支払額を算定できない新規加盟国に対しても直接支払いが可能に



 

125 

125 

なった（平澤、 2 0 0 9）。しかし、新規加盟国における直接支払いは、初年度は

満額の 2 5％に抑制され、 2 0 1 3 年までに徐々に旧加盟国と同水準にまで上げて

いくことが予定された（沈、 2 0 1 3）。これは高水準の直接支払いによって構造

変化が遅れることや、他産業との所得差にゆがみが生じること防ぐためであっ

た。  
 

2 - 3  E U 加 盟 時 の 中 東 欧 諸 国 の 農 業 状 況  

 農業と工業、都市と農村の構造的格差を解消するためにすべての加盟国を対象

に行われてきた C A P を、農業への依存度が高く農業と工業の格差がより大きい中

東欧諸国の加盟を見据えて中東欧諸国を重点において改革してきたことを説明し

た。そしてついに 2 0 0 4 年に中東欧諸国を主とする 1 0 カ国が新たに E U に加盟し

た。これらの中東欧諸国の経済状況や農業を取り巻く状況は、それまでの加盟国

とは大きく異なっており、様々な問題を抱えていた。この章では中東欧諸国が

E U 加盟するまでの経済状況や農業の特徴、農村が抱えていた問題について論じ

る。 

2 0 0 4 年に E U に加盟した中東欧 8 カ国（チェコ、スロバキア、スロベニア、ハ

ンガリー、ポーランド、エストニア、ラトビア、リトアニア）は、かつて社会主

義体制が採用されていて、国営農場や協同組合による農業の集団化や、資源の生

産部門への重点的投入による急速な工業化が進められた（五十嵐、 2 0 1 6）。その

後の市場経済への移行期には集団農場や国営企業から大量の失業者が生じるなど、

各国で生産の低下により経済が悪化した。その経済状況も吉岡（ 1 9 9 8）によると

「 1 9 9 6 年当初までには、中東欧諸国全体では国内総生産の成長が認められた」と

されているように改善の傾向が見られたものの、E U 全体の経済水準と比べると

はるかに低く、依然として長期的な経済成長が E U と中東欧諸国の格差を解消す

るためには必要であった。 

そのような経済状況の中で、経済全体に占める農業部門の割合が中東欧諸国で

は E U に比べて高いことが特徴としてあげられる。 2 0 0 3 年には総就業人口に占め

る農業人口の比率は 2 0 0 4 年以前の E U 1 5 カ国では 4％である一方で、 2 0 0 4 年に

加盟した 1 0 カ国では 1 3％となっていた（是永）。また国内総生産に占める農業部

門の比率も E U 1 5 カ国では 2％であるのに対して、チェコ、スロベニア、スロバ
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キア以外の国はこれを上回っていた（是永）。E U 拡大に伴い、そのほかにも、農

用地面積、農業経営数、農業従事者数も大きく拡大した。したがって中東欧諸国

の新規加盟により、E U において農業部門がより重要な役割を果たすようになっ

たといえる。 

もう一つの中東欧諸国の農業の特徴として、集団農場の解体により多数の小規

模農家が生まれ、その多くが貧困に苦しんでいることがあげられる（五十嵐、

2 0 1 6）。中東欧諸国に小規模農場が多い理由は、市場経済に移行したときに社会

主義時代には集積されていた農場を農家に分配したからである（豊、 2 0 0 6）。当

初、農地を分配された農家は市場向けに生産を行い、生計を立てることが期待さ

れたが、実際には市場向けには生産を行わない、あるいは地元市場への直接販売

程度しか市場とのつながりを持たない半自給的農家がほとんどであった。この理

由の一つは小規模農家が市場向けに生産をしても、所得を安定して獲得できる市

場が存在してなかったからである（豊、 2 0 0 6）。もう一つの理由は、農地を売却

して都市の非農業部門で雇用されることで所得を得ることも期待できなかったか

らである。この農業以外での所得獲得を困難にしていた点として、世帯の年齢、

農業への専従、都市中心部からの距離があげられている（C h a p l i n ほか、 2 0 0 7）。

五十嵐（ 2 0 1 6）によると、「半自給的農家は市場への参加が少ないために農村の

経済成長の障害ともみなされる」という問題点が指摘されている。小規模な半自

給農家の貧困の問題を解決するために必要な要素として人的資本の高さ、農業以

外の雇用機会、インフラの整備があり、これらの政策は農村振興政策として C A P

に組み込まれている。 

 

2 - 4  2 0 0 4 年 の E U 加 盟 に よ る 中 東 欧 諸 国 の 農 業 の 変 化  

 中東欧諸国の中でもポーランドのように社会主義時代から小規模農家が多かっ

た国もあれば、チェコやスロバキアのように社会主義時代の旧集団農場を継いだ

大規模農場が展開している国もある（五十嵐、 2 0 1 6）。また、中東欧諸国の加盟

などにより E U 域内の社会が多様化したこともあり、 E U 域内で同一の政策を行う

ことの限界が指摘されていた。域内での様々な問題に対処するために、マクシャ

リー改革以降 C A P には再国別化の流れが生まれ、共同体レベルではなく各加盟国

の裁量により政策を決定する方向へ改革が進んでいった。したがって、 2 0 0 4 年以
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降の E U 加盟による中東欧諸国の農業の変化について一概に論じることは難しい。

そこでこの章では、中東欧諸国の中でも小規模農業を主とする国であるポーラン

ドと、大規模集約農業が主流であるチェコにおける E U 加盟による農業の変化を、

農村振興政策を中心に明らかにする。 

 

2 - 4 - 1  ポーランドにおける E U 加盟による農業の変化  

ポーランド経済では社会主義体制からの転換後、 1 9 9 0 年代には企業の民営化に

伴い外国直接投資が増加していった。その結果 1 9 9 6 年には輸出の 6 6 . 1％、輸

入の 6 3 . 5％を当時の E U 諸国が占め、同時に旧コメコン圏との貿易は 1 9 8 9 年

から 1 9 9 4 年の間におよそ 4 0％から 2 0％半ばまで減少した（田口、 2 0 2 0）。な

かでもポーランドの主要産業である自動車産業では E U 加盟前後に欧州ネット

ワークに組み込まれより広域な生産拠点・市場と連結していった（岡崎、

2 0 2 2）。こうした自動車関連の輸出の拡大により 2 0 0 0 年代以降安定した経済成

長を続けている。また、ポーランドの主要農作物は小麦、てんさい、ばれいし

ょ、生乳などであり（農林水産省、 2 0 2 0）、伝統的に E C をはじめとする O E C D

諸国に多くが輸出されている（弦間、 1 9 9 5）。ポーランドの農業の特徴の一つ

に、社会主義体制下においても農業の集約化があまり広まらなかったことで、

小規模な自作農を主体とする農家の割合が大きいことがあげられる。 1 9 8 0 年代

後半には、全農地に占める個人経営の農地の割合はおよそ 8 0％であり、労働力

についても全農業労働のおよそ 8 0％が個人農であった（C h a p l i n ほか、 2 0 0 7）。

こうした小規模な自作農家は労働生産性が低いため、所得が少なく貧困になり

やすいことが問題として存在していた（C h a p l i n ほか、 2 0 0 7）。またポーラン

ドは農村の人的資本が他の中東欧諸国と比較しても弱いことも問題として指摘

されていた（五十嵐、 2 0 1 6）。これらの問題の解決として C A P の農村振興政策

で提供されていた政策手段の中で、ポーランドは農業者早期引退支援などの人

的資源関連の政策や、条件不利地域に対する補償支払い、文化施設への支援や

農村の情報・交通等のインフラの整備などの農村サービス向上のための政策に

大きな予算を割いている（五十嵐、 2 0 1 6）。ポーランドがそれぞれの政策に充

てる予算の割合は他国と比べて高いうえ、政策の恩恵を受けられている人も多

い（五十嵐、201 6）。このことから五十嵐（ 2 0 1 6）では「既住加盟国と経済的
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な格差が存在している以上、支援対象一件あたりに既住加盟国並みの高額支援

を行うのは必ずしも適当とはいえず、少額の支援を多数の有資格者に提供する

ポーランドの方法は農村振興施策の活用方法としては理想的と言えるかもしれ

ない。」とポーランドの政策方法を高く評価している。また E U 加盟にむけて整

備された農村や農業への財政支援を適切に受け入れ管理することができる制度

や法的解決策により、 E U からの支援に加えポーランドの国の公的資金からの農

業への支出が増えた（K a p u s t a、 2 0 1 5）。この補助金の増加により、農業の潜

在的生産力の向上、農業構造の変化、生産要素の生産性向上、食料自給率の向

上が生じた（K a p u s t a、 2 0 1 5）。 

 

2 - 4 - 2  チ ェ コ に お け る E U 加 盟 に よ る 農 業 の 変 化  

 チェコもまたポーランドと同様に、体制転換後には海外からの投資が増え、主

要産業である自動車産業が E U 加盟前後で大きく拡大した（岡崎、 2 0 2 2）。これに

加え、チェコではほかの東欧諸国と比べて財政状況や教育水準、工業基盤、社会

的基盤などが良好な状態であったため、一時期の景気後退はあったものの 1 9 9 0

年代以降には安定して良好な経済成長を遂げた（松田、 2 0 0 8）。またチェコの主

要農産物は小麦、大麦、菜種、とうもろこし、生乳、肉用牛等である（農林水産

省、 2 0 2 2）。チェコ農産物の主な輸出先は従来 E U 加盟国であったが、E U 圏外の

国々への輸出も劇的に伸びている（チェコ共和国農林省）。チェコはポーランドと

対照的に、社会主義体制の下で体制転換の間際までソ連型の集約的経営形態が中

心であり、体制移行後も農業生産協同組合や農業企業として大規模農場が残って

いた（五十嵐、 2 0 1 6）。しかし国営農場のほとんどは廃止され、有限会社や株式

会社に農地を継承したり、一部は解体されたりした。この国営農場や協同組合の

一部解体は、農業企業が担っていた社会生活上必要な役割を失わせ、地方自治体

が農村住民の社会的状態を悪化させると同時に、農村失業者を増大させた（ユー

ラシア研究所、 2 0 0 4）。その後 1 9 9 3 年のスロバキア分離独立や東欧市場の消滅に

よって市場条件は悪化し、農業生産は大幅に落ち込んでいた（五十嵐、 2 0 1 6）。

1 9 9 4 年には 3 . 2％まで改善していた失業率も 2 0 0 1 年には 8 . 9％まで上昇し、これ

が賃金・所得の低下、購買力の低下を招き、さらにそれが農業生産の縮小につな

がるという悪循環になっていた（谷口、 2 0 0 3）。しかし、 2 0 0 7 年までには都市と
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農村の一人当たり G D P それぞれで E U 平均の水準近くまで達しているように経済

の発展水準は高く、農村の社会・経済的条件も良好である（五十嵐、 2 0 1 6）。チ

ェコでは小規模農家がもともと少ないことと、経済発展により農村からの小規模

農家が退出したことにより、小規模農家の貧困は深刻ではない。そのほかの社会

経済条件にも特に問題はないため、農村振興政策において何かに重点を置いては

いない（五十嵐、 2 0 1 6）。しかし、チェコにおける農業環境政策や条件不利地域

の政策は、結束を強化する政策としてはあまり機能していなかったという見方も

ある（P e l u c h a、 2 0 1 6）。この理由として、農村開発という概念は C A P の中で限

定的なものであることが挙げられている（P e l u c h a、 2 0 1 3）。 

 

2 - 5  C A P 改 革 に よ る E U に お け る 結 束 強 化  

 第 4 章ではポーランドとチェコについて E U 加盟によって農業を取り巻く状況

が好ましい方向へ変化してきたことを述べた。しかしチェコやポーランドのよう

に状況が好転した国もある一方で、ハンガリーのように農業からの退出が進まな

いため多くの小規模農家を抱え、都市と農村の経済格差が大きいという問題を

E U 加盟後も抱えている国もある（五十嵐、 2 0 1 6）。ハンガリーでは多くの小規模

農家に支援がいきわたるように努力しているが、行政機関の処理能力の問題もあ

りすべての小規模農家に支援がいきわたっているとは言えない（五十嵐、 2 0 1 6）。

そこで、これらの中東欧諸国に適応された C A P は本当に E U 域内の格差縮小に貢

献して、E U の結束水準を高めたのだろうか。結束水準の変化に対して C A P の影

響だけを測るのは難しい。また格差縮小や結束水準を論じるにあたりそれらを測

る指標は様々考えられる。この章では G D P 成長率と部門ごとの賃金を格差縮小や

結束強化を示す指標とし、一人当たり G D P が小さい国ほど G D P 成長率が高いか

や、農業と他の産業での賃金格差が縮小しているかを確認することで、中東欧諸

国の E U 加盟以後に E U 域内で結束水準が向上したかについて論じる。 
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 はじめに、西ヨーロッパと東ヨーロッパを比較し、格差の縮小そして結束の強

化が進んだかどうかを明らかにする。中東欧諸国が E U に加盟した 2 0 0 4 年におい

て、西ヨーロッパの一人当たり G D P は約 3 4 7 2 3 ドルであったのに対して東ヨー

ロッパの一人当たり G D P は約 4 6 6 4 ドルであった（ I M F）。下図は 1 9 8 0 年から

2 0 2 3 年における西ヨーロッパ諸国と東ヨーロッパ諸国の実質 G D P 成長率である。

それを見ると 2 0 0 0 年代以降、概して東ヨーロッパにほうが高い G D P 成長率を示

していることがわかる。したがって中東欧諸国が E U に加盟した 2 0 0 4 年以降西ヨ

ーロッパ諸国と東ヨーロッパ諸国の間の経済格差は縮小しているといえる。つま

り結束水準が E U 全体として高まったともいえる。しかし 2 0 2 3 年におけるそれぞ

れの地域の一人当たり G D P を比べると西ヨーロッパは約 4 7 3 5 1 ドルであるのに対

して東ヨーロッパは約 1 5 1 6 8 ドルであり依然として大きな経済格差がある。 

 

次に中東欧諸国間で E U 加盟後に経済格差が縮小し、結束水準が高まったかを

考える。下図は 2 0 0 4 年に E U に加盟した中東欧諸国 8 か国それぞれの 2 0 0 4 年～

2 0 2 3 年までの G D P 成長率の平均と 2 0 0 4 年と 2 0 2 3 年における一人当たり G D P

である。これを見ると E U に加盟した 2 0 0 4 年時点で一人当たり G D P が低い国ほ

ど G D P 成長率の平均が高い傾向があることがわかる。したがって中東欧諸国間で

も経済格差は縮小してきているといえる。 
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G D P 成長率平

均  

一人当たり

G D P ( 2 0 0 4 年 )（ド
ル）  

一人当たり

G D P ( 2 0 2 3 年 )（ド
ル）  

C z e c h  
R e p u b l i c  2 . 3 4  1 1 7 5 2  3 1 3 6 8  
E s t o n i a  2 . 7 3 5  8 9 2 3  3 1 2 0 9  
H u n g a r y  2 . 2 0 5  1 0 2 9 2  1 9 3 8 6  
L a t v i a  2 . 6 4 5  6 3 4 3  2 5 1 3 6  
L i t h u a n i a  3 . 2 1  6 6 9 9  2 8 0 9 4  
P o l a n d  3 . 7 8  6 6 8 5  1 9 9 1 3  
S l o v a k  
R e p u b l i c  3 . 2 2  8 0 4 0  2 3 4 5 8  
S l o v e n i a  2 . 3 7  1 7 2 5 5  3 2 2 1 5  

 （出典） I M F  

 

最後に、農業と他の産業における経済的格差が縮小し、結束水準が向上したか

確認する。下のグラフは家族農場の収入を経済全体の労働者の賃金と比較した者

である。グラフを見ると 2 0 0 0 年代以降徐々に農業従事者の賃金を他の産業と比

べたときの割合が上昇していることがわかる。つまり農業と他の産業の間の経済

的格差も次第に縮小する傾向にあり、その結果 E U の結束水準が向上していると

いえる。しかしながら、西欧と東欧の間においても、東欧間においても、農業と
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他の産業の間においても依然として経済的格差は存在している。そのため、 E U は

引き続き適切に C A P を改革しながら、E U 結束水準を向上させるために地域間や

産業間の経済的格差を縮小させていくことに取り組んでいく必要がある。 

 

3．結論 

 E U における共通農業政策は、第一の柱である価格・所得支持政策と第二の柱

である農村開発政策によって支えられてきた。C A P 導入当初は第一の柱が中心と

なり直接的に農家を支援してきた。しかし、次第に価格・所得支持政策は E U 財政

を圧迫すると同時に、それ単体では、C A P の大きな目標である域内地域格差の是

正とそれによる結束水準の向上を達成できないと考えられるようになった。そこ

で 1 9 9 0 年代以降次第に農村の非農業労働者も支援の対象とする農村開発政策に

重点が置かれるようになった。その後、A g e n d a 2 0 0 0 以降では従来の加盟国より

も農業依存度が高い中東欧諸国が E U に加盟することが見込まれたこともあり、農

村開発政策を第二の柱に設定し、中東欧諸国が E U に加盟したときに農業部門と

工業部門や都市と農村の構造的格差に対処できるように C A P 改革が進められてい

った。中東欧諸国は E U 加盟後、この改革された C A P に基づいてそれぞれの国で

必要な政策を決定していた。ポーランドでは主に農業者早期引退支援などの人的

資源関連の政策や、条件不利地域に対する補償支払い、文化施設への支援や農村

の情報・交通等のインフラの整備などの農村サービス向上のための政策に大きな

予算をかけたことで、生産性が向上したり、小規模農家の農業からの退出が進ん

だりした。一方でチェコでは当初から小規模農家が少なく、経済発展も進んでい

たこともあり、小規模農家の貧困の問題もそこまで深刻ではなく、何かの政策に

重点を置くことはなかった。このように国ごとに必要としている C A P の政策を適

用したこともあり、各国あるいは西欧と東欧の G D P 成長率を比較することで

2 0 0 4 年に中東欧諸国が E U に加盟してから現在まで次第に経済格差が縮小し、結

束水準が向上してきたといえる。しかし、西欧と東欧や中東欧諸国間、農業と他

産業での経済格差は 2 0 0 4 年と現在では縮小する傾向にあるものの、経済格差は

依然としてあり、特に西欧と東欧や部門間での経済格差とはとても大きいままで

ある。したがって、引き続き C A P をはじめとする結束政策は行われていく必要が

あり、西欧と東欧での格差縮小や農業の構造的不利性に重点を置いて取り組むべ
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きである。 
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・吉岡裕（ 1 9 9 8）『E U 拡大と農業』農林統計協会 

・豊嘉哲（ 2 0 0 2）「研究者欄  E U 財政と共通農業政策 (C A P )改革 - -E U の東方拡

大に関連して」『世界経済評論』 4 6 巻 1 0 号、 p p . 5 5 - 6 3  

・豊嘉哲（ 2 0 0 6）『E U 共通農業政策と結束  ウルグアイ・ラウンド以降の共通農

業政策』山口大学経済学会 

・ユーラシア研究所（ 2 0 0 4）「ユーラシアの国ぐに 中東欧諸国における農業改革」

『ロシア・ユーラシア経済調査資料』 8 6 1 号、 p p . 3 0 - 3 6  

・ C h a p l i n ほ か （ 2 0 0 7 ）「 I m p e d i m e n t s  t o  t h e  D i v e r s i f i c a t i o n  o f  R u r a l  

e c o n o m i e s  i n  C e n t r a l  a n d  E a s t e r n  E u r o p e 」 『 R e g i o n a l  s t u d i e s 』

Vo l u m e 4 1 , I s s u e 3 , p p . 3 6 1 - 3 7 6  

・ C o m m i s s i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  C o m m u n i t i e s  ( C E C ) ( 1 9 9 1 ) 「 T h e  d e v e l o p m e n t  

a n d  f u t u r e  o f  t h e  C A P.  R e f l e c t i o n s  p a p e r  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  C o m m u n i c a t i o n  

o f  t h e  C o m m i s s i o n  t o  t h e  C o u n c i l .  C O M  ( 9 1 )  1 0 0  f i n a l ,  1  F e b r u a r y  1 9 9 1 」  

・ E u r o p e a n  C o m m i s s i o n  「W h y  f a r m e r s  n e e d  s u p p o r t」  

h t t p s : / / a g r i c u l t u r e . e c . e u r o p a . e u / c o m m o n - a g r i c u l t u r a l - p o l i c y / i n c o m e -

s u p p o r t / i n c o m e - s u p p o r t - e x p l a i n e d _ e n （ a c c e s s e d  J a n u a r y  2 8 ,  2 0 2 4 ）  

・ I M F 「 R e a l  G D P g r o w t h 」  

h t t p s : / / w w w. i m f . o r g / e x t e r n a l / d a t a m a p p e r / N G D P D @ W E O / E E Q / W E Q

（ a c c e s s e d  J a n u a r y  2 8 ,  2 0 2 4 ）  

・ K a p u s t a ,  F ( 2 0 1 5 ) 「 C o m m o n  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  o f  t h e  E u r o p e a n  u n i o n  a n d  

t h e  c h a n g e s  i n  P o l i s h  a g r i c u l t u r e . 」『  A c t a  S c i e n t i a r u m  P o l o n o r u m .  

O e c o n o m i a  』 1 4 :  4 7 - 5 6 .  

・ M a r t i n  P e l u c h a  ほ か  （ 2 0 1 3 ） 「 Te r r i t o r i a l  d i m e n s i o n s  o f  a g r o -

e n v i r o n m e n t a l  m e a s u r e s  a n d  L FA i n  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  i n  t h e  C z e c h  

R e p u b l i c 」『 L a n d  U s e  P o l i c y 』 Vo l u m e 3 4 , p p . 9 1 - 1 0 3  
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・ M a r t i n  P e l u c h a  ほ か  （ 2 0 1 6 ）「 T h e o r y  a n d  r e a l i t y  o f  t h e  E U ’s  r u r a l  

d e v e l o p m e n t  p o l i c y  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t e r r i t o r i a l  c o h e s i o n  

p e r s p e c t i v e — T h e  c a s e  o f  t h e  C z e c h  R e p u b l i c  i n  t h e  l o n g - t e r m  p e r i o d  o f  

2 0 0 4 – 2 0 1 3 」『 L a n d  U s e  P o l i c y 』 Vo l u m e 6 2 , p p . 1 3 - 2 8  
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舞台芸術団体に対する公的財政⽀援についての 

⽇仏⽐較とその根拠  

The  compar i son  be tween  Japan  and  F rance  on  cu r ren t  
s i t ua t ions  o f  gove rnmen ta l  f i nanc ia l  suppor t  

fo r  pe r fo rming  a r t s  and  i t s  r ea sons  
 

経済学部経済学科 2 年 吉崎萌流 

 

１ .  要旨  

コロナウイルスの蔓延により舞台芸術の公演の延期または中止が相次いだ。

これにより舞台芸術の経済的脆弱性が顕わになった。コロナ禍以前から、舞台

芸術団体が自律的に存続できないということは経済学的に証明されていた。各

国は独自の文化政策、経済的支援を行っている。舞台芸術の定義や政策対象の

範囲が異なるために安直な比較は困難であるが、日本とフランスを比較すると

フランスのほうがより充実した支援を行っているといえると思われる。芸術そ

のものの価値がどのようなものであるのかという問いには議論の余地がある

が、芸術に対して公的支援を行う根拠は文化経済学の視点より 1 9 6 0 年代より

分析されてきた。分析では、舞台芸術には正の外部性、すなわち生産者と消費

者ではない第三者に何かしらの便益がもたらされるために公的支援を行う根拠

があるとしている。しかし一般的な反対意見として、限ら れ た 政 府資⾦と い う

条件の 下 で は芸術の優先順位が低い と い う意⾒や 政 府資⾦の投⼊が芸術⾄上 主

義を も た ら す と い う指摘が挙げら れ 、芸術を 政 府 が⽀援 す る べ き だ と い う 確信

は 市⺠の 共 通理解に は な っ て い な い 。  

 

２ .  はじめに 

本レポートでは、舞台芸術団体に対する公的支援の現状を捉え、日仏間で比

較を行ったうえで、複数ある支援方法の中から公的支援を行う根拠が何である
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のかを分析する。これについての研究は多くはないが、数少ない研究の中で興

味深い結論を論じたものがある。それが、 1 9 6 6 年に書かれたボウモルとボウ

エンによる論文である。この論文では、舞台芸術団体が自律的に経営存続する

ことが不可能であることと公的支援が必要であることを経済学的に示している

3 6。この論文は約 6 0 年前のブロードウェイの舞台芸術を対象にしたものであ

り、現在の各国の舞台芸術の経済状況がいかなるものなのか、そしてそれらは

自律的に存続していくのが不可能であるのかが定量的な分析によって証明され

ているわけではない。しかし、この論文の発表を機に文化政策、文化経済学、

アートマネジメントといった芸術と社会に関する研究が徐々に増加してきた。

また、舞台芸術に携わる演者や演出家等の給与の低さや鑑賞チケット価格の高

騰は現在一般的な認識として共有されているように感じられ、さらにコロナウ

イルスの蔓延により、舞台芸術の経済的脆弱性が嘆かれる記事やニュースは多

く見られた。このレポートは、この問題を日本とフランスについて論じる。舞

台芸術が経済的に自立できないのかを分析するものではないが、経済状況が良

好とは言えない状態であると仮定したうえで分析を行う。 

 

３ .  舞台芸術関連の政策概要（コロナ前）  

3 - 1  日本 

まず、 ⽇ 本 政 府 が舞台芸術団体 の財政 に 関 し て ど の よ う な⽀援 を ⾏ っ て い

る の か ,そ の概要を 調 査 す る 。 ⽇ 本 に お い て 、芸術⽂化⽀援 が 本格化す る の

は 1 9 8 0 年代後半以降で あ る 。欧⽶諸国 で は第 2 次世界⼤戦後の福祉国家の

枠組 み の中で芸術⽂化⽀援 政 策 が 本格化し た の と ⽐ べ る と スター ト ⾃ 体 が遅

い と い え る 。 さ ら に は 、芸術⽂化⽀援 が 本格化し た際に重要視さ れ た の は巨

額の建設費を使っ た⽂化施設の建設で あ り 、芸術へ の⽀援 や鑑賞者 へ の 補 助 、

⽂化施設の 運営費は少な か っ た 。⽂化施設建設を優先し 、 そ の施設を ど の よ

う に 運営す る か と い っ たマネジメン ト の部分の成⻑は⽋如し て い た よ う に 思

わ れ る 。⽂化庁は 現 在 、「⽂化芸術団体 に と っ て⼊場料収⼊や寄附⾦の 増 加

 
3 6  ウ ィ リ ア ム ・ J ・ ボ ウ モ ル , ウ ィ リ ア ム ・ G ・ ボ ウ エ ン ( 1 9 9 4 ) . 『 舞 台 芸 術 ― 芸

術 と 経 済 の ジ レ ン マ ― 』 . 池 上 淳 訳 . 丸 善 . 5 9 5  
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等の努⼒を 促 す イ ンセン テ ィブが よ り働く よ う，会場費等の 経費を限定し た

⽀援，演劇，⾳楽，舞踊等の分野の 特性に応じ た⽀援，⽂化芸術団体 が⼀定

期間を⾒通 し た計画・ 運営が で き る よ う 1 公演ごと の審査 の積み重ねと し て

の 年間の 活動へ の総合 的 な⽀援，⺠間か ら の寄附⾦と 公 的 助成⾦を 組 み 合 わ

せるマッチンググラン ト の よ う な⽀援，研究分野に お け る競争的資⾦の間接

経費の 取扱い も参考に し た⽂化芸術分野に お け る⽀援等の新た な仕組 み の導

⼊も含め，⽀援 制 度 を抜本 的 に⾒直す必要が あ る 。」 3 7と し て い る 。  

 

3 - 2  フランス 

今⽇ のフラン ス の⽂化政 策 は 1 9 8 1 年 に⽂化⼤⾂に任命さ れ たジャック ・

ラングに よ っ て⼤枠が形成さ れ た と い え る 。⽂化予算は 1 9 8 2 年 に倍増 し 、

そ の後も 増 加 を続け た 。⽂化予算の倍増 に よ り 、芸術を中⼼と し た従来の⽂

化か ら ､漫画 ､ファッション ､ロック ､シャンソン に⾄る⼤衆的 な⽂化まで含

む幅広い⽂化が⽀援 さ れ る よ う に な っ た ｡舞台芸術に つ い て も ､現代ダン ス ､

サ ーカス ､⼈形劇､⼤道芸､戯曲創作 ､ヒップホップ ･ダン ス な ど の⽀援 が順次

増⼤し た ｡⼦ど も や若者 に 対 す る働き か け の重要な⼿段で あ る普通教育に お

け る芸術教育も ､そ の質の 転 換 と 向 上 が図ら れ た 。 た と え ば演劇を授業と し

て採り⼊れ て い る ⾼校は ､今⽇ で は全国 で 1 0 0 を超え る よ う に な り ､バカロ

レアの選択科⽬ に も な っ て い る ｡  

 

４ .  助成金  

4 - 1  日本 

まず、 ⽇ 本 の⽂化庁の予算は約 1 0 0 0 億で あ る 。予算は芸術分野ごと に定

め ら れ る も の で は な い た め 、舞台芸術に費や さ れ る⾦額が ど れ だ け か は不明

で あ る 。⽂化庁委託事業で⼀般社団法⼈芸術と創造が 2 0 2 1 年 に 発表し た⽂

化⾏ 政 調 査研究の報告書 に よ る と 、⽂化予算は 国家予算の 0 . 1 1％を占め て

 
3 7  「 ⽂ 化 庁 の 紹 介 （ 1 ） 舞 台 芸 術 分 野 」 , ⽂ 化 庁 ,  

h t t p s : / / w w w. b u n k a . g o . j p / s e i s a k u / b u n k a s h i n g i k a i / s e i s a k u / 0 8 / s h i n g i k e i k a h o k

o k u 2 2 / 0 3 _ 8 . h t m l  
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お り 3 8、決し て⼤き い と は⾔え な い 。 こ の 割 合 は 1 5 年間⼤き な変動な く 推

移し て い る 。 し か し 、地⽅公 共団体 の⽂化予算に 注 ⽬ す る と 、地⽅公 共団体

の⽂化関係経費は平成 5 年 をピー ク に減少傾向 に あ る 。 こ の減少要因は 主 に

⽂化施設建設費の減少で あ り 、⽂化施設経費及び芸術⽂化事業費はほぼ横ば

い で 推移し て い る 。⽂化庁の 助成⾦は 、独⽴⾏ 政法⼈⽇ 本芸術⽂化振興会 に

よ っ て振り分け ら れ る 。舞台芸術団体 は独⽴⾏ 政法⼈⽇ 本芸術⽂化振興会 に

助成⾦を 申 請 し 、審査 に 通 っ た 事業が 助成⾦を 交 付 さ れ る と い うシス テムに

な っ て い る 。令和 5 年 度 の予算で は 、「⽂化芸術のグロー バ ル展開、DX の

推 進 、 活動基盤の強化」 が柱の⼀つ と し て掲げら れ 、新規事業と し て 「舞台

芸術等総合⽀援 事業」 を創出し 、 1 2 2 億円を計上 し て い る 3 9。 こ の舞台芸術

等総合⽀援 事業は 下図の よ う な内容と な っ て お り 、舞台芸術団体 へ の 助成⾦

が約 7 億円と な っ て い る 。 さ ら に 、 こ れまで は 公演ごと の⽀援 で あ っ た が 、

芸術団体 へ の⽀援 と変更さ れ た 。  

 

 

文 化 庁 「 令 和 5 年 度  概 算 要 求 の 概 要 」  

 
3 8  「 諸 外 国 に お け る ⽂ 化 政 策 等 の ⽐ 較 調 査 研 究 事 業 報 告 書 」 , ⼀ 般 社 団 法 ⼈ 芸 術

と 創 造 , 2 0 2 1 , p p 7  
3 9  「 令 和 5 年 度  概 算 要 求 の 概 要 」 , ⽂ 化 庁  
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4 - 2  フランス 

フラン ス の⽂化省の⽂化⽀出額は 2 0 2 0 年 に 3 6 億ユーロ、 ⽇ 本円で 4 6 0 0

億円で あ る 。 こ れ は 政 府予算の 0 . 9 2％を占め る 4 0。 下 の表に⾒ら れ る よ う

に 、 そ の 割 合 は他のヨーロッパ主要国 と ⽐ 較 し て も圧倒的 で あ り 、 ⽇ 本 と の

差は⼤き い 。次に 、フラン ス 政 府 が ⾏ う舞台芸術へ の⽀援 の 現状を⾒て い く 。

フラン ス の⽂化政 策 で は 、舞台芸術に 対 す る⽂化省予算は ､そ れ だ け で ⽇ 本

の⽂化庁の予算に匹敵す るほど の も の で あ る 。フラン ス⽂化省の⾳楽舞踊演

劇舞台芸術局（以 下 DMDTS）が持つ予算は 6 億 1 5 0 万ユーロで あ り 、 そ

こ に芸術教育や⽂化産業⽀援 な ど の た め の予算を含め る と舞台芸術に 関連す

る予算は 7 億 7 4 7 0 万ユーロと な る 。 こ れ は 2 0 2 0 年当時の ⽇ 本円に 換算す

る と約 1 1 2 2 億円で あ る 。 な お 、 こ の局は⾳楽、舞踊、演劇、芸能を管轄す

る局で あ り予算す べ て が舞台芸術に使わ れ て い る わ け で は な い 。 公 的セクタ

ー に お い て 、フラン ス に は 国 か ら の 助成⾦と固有収⼊の み に よ っ て も っぱら

運営さ れ る 、 本来的 な意味で の 国⽴組織で あ る 公 共施設法⼈が存在 す る 。舞

台芸術に 関 し て も ､  DMDTS の管理す る 6 億ユーロほど の予算の約半分、

4 6 % を 公 共施設法⼈に 対 す る 助成⾦が占め て い る 。フラン ス の舞台芸術は

そ の 主 た る部分が 公 共セクター に よ っ て担わ れ て い る こ と が⼤き な 特徴で あ

る 。⽂化省の監督の も と に 公 共施設法⼈を中⼼と し て多数の 公 共劇場が 、 そ

の任務と専⾨性に応じ て分類さ れ て い る 。 そ し て そ れ ら は全国 的 な舞台芸術

の創造普及ネットワー ク を形成し て い る 。 主 な も の に は 、 国⽴演劇センター

(CDN )、 国⽴振付センター (CCN )、地⽅オペラ劇場、 サ ーカス地⽅拠点、

⼤道芸製作所、 国⽴舞台、協定舞台な ど が挙げら れ る 。 こ れ ら の 公 共⽂化施

設は 、同じラベ ル に属し て い て も 、 そ の 活動内容、 運営⽅法、予算規模、評

価に は⼤き な ば ら つ き が あ る が 、原則と し て そ の予算は 国 、地⽅、 県 、 市 の

四者 が資⾦を出し 合 う 共同財政 制 度 を と っ て い る 。⺠間セクター に つ い て も 、

⺠間劇場は間接的 に 公 的⽀援 を 受 け て い る 。基本 的 に舞台芸術団体 に はプロ

 
4 0  「 諸 外 国 に お け る ⽂ 化 政 策 等 の ⽐ 較 調 査 研 究 事 業 報 告 書 」 , ⼀ 般 社 団 法 ⼈ 芸 術

と 創 造 , 2 0 2 1 , p p 7  
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ジェク ト 助成とカンパニー 助成の⼆種類の 助成が な さ れ る 。 そ の名の 通 り 、

プロジェク ト 助成は 公演ごと に 、カンパニー 助成は芸術団体ごと に⽀給さ れ

る 。  

 

 
「 諸 外 国 に お け る 文 化 政 策 等 の 比 較 調 査 研 究 事 業 報 告書 」 , 一般社団法人芸術 と創

造 , 2 0 2 1 , p p 7  

 

5 .  税制・資金還流制度 

5 - 1  概要  

芸術や⽂化に 関 わ る 特定の 活動に優遇税制 を適⽤ し て ､そ の振興を図っ た

り 市場の資⾦調達を 援 助 し た り す る こ と は多く の欧州諸国 が ⾏ っ て い る こ と

で あ る 。税に 関 し て 、 ⽇ 本 よ りフラン ス が独⾃ の充実し たシス テムを持っ て

い る た め 、 こ こ で はまずフラン ス の税制 、資⾦還流制 度 に つ い て述べ る 。  

 

 



 

142 

142 

5 -  2  フランス 

フラン ス の⽂化省とパリ 市 は 、⺠間劇場⽀援基⾦と い う⾮営利協会 を 通 じ

て 、⺠間劇場組 合 の 会員劇場で あ る 4 9 の劇場に も財政 的⽀援 を ⾏ っ て い る 。

こ の基⾦の財源の⼀部は⺠間劇場の⼊場料収⼊に課せら れ た税率 3 . 5％の ⽬

的税で あ る 。 つまり 、観客が⺠間劇場に⽀払う⼊場料に 、⺠間劇場を⽀援 す

る た め の税⾦が か け ら れ て い る の で あ る 。また 、フラン ス で は⼤半の⼯業製

品 、 加⼯製品 お よび⼀般サ ー ビ ス に標準税率 2 0％の 付 加価値税と い う も の

が課せら れ て い る 。劇場へ の⼊場料に も こ の 付 加価値税は課せら れ て い る が 、

舞台芸術の 上演に か か る 付 加価値税率は 5 . 5％と軽減さ れ て い る 。 さ ら に 、

新作また は古典作品 の新演出の 上演は 1 4 0 回⽬まで の 上演まで は 2 . 1％の軽

減税率が適⽤ さ れ て い る 。また 、芸術や⽂化に 対 す る企業か ら の⽀援 と し て

代表的 な の がメセナで あ る 。メセナは芸術⽂化⽀援 を意味す るフラン ス語で

あ り 、フラン ス の⽂化・ 通信省は 「メセナはフィランソロピー 的 な ⾏動で あ

り 、 公益活動に 対 し て寄付 を ⾏ う こ と を指す 。メセナは 商業的 な ⾏動で あ る

ス ポ ン サ ーシップや 公演と は区別さ れ る 。」 と し て い る 4 1。フラン ス に お け

る企業メセナは 1 9 7 0 年代か ら 増 加 し 、 1 9 7 9 年 に は 商⼯業メセナ発展協会

が 結成さ れ た 。 こ の協会 を 活性化させる た め の税制 上 の優遇措置を定め た の

が 「メセナの 発展に 関 す る法律」 で あ る 。 こ の法律で は 、企業は税抜き売上

⾼ の 0 . 5％を 上限と し て 、メセナに要し た⾦額の 6 0％を損⾦と し て計上 で

き 、 さ ら に 上限を超え た分は後に繰り越す こ と が で き る よ う に な り 、損⾦と

し て計上 で き る 上限額、 割 合 と も さ ら に 引 き 上げら れ て い る 。 こ れ は つまり 、

企業は 通常、売上 ⾼ に課税さ れ る が 、メセナに ⽤ い た⾦額は売上 ⾼ の⾦額か

ら 引 く こ と が で き る の で あ る 。 こ れ は課税の額⾯上 の話で あ り 、実際に企業

の売上 ⾼ が減っ て い る わ け で は な い 。 例 え ば 、同じ売上 ⾼ の⼆つ の企業の う

ち⽚⽅の み がメセナを ⾏ っ て い る と す る と 、課税⾦額はメセナを ⾏ っ て い る

企業のほう が少な い の で あ る 。 こ のメセナに 関 す る税制 に よ り企業がメセナ

を ⾏ う イ ンセン テ ィブが⽣じ て い る 。フラン ス で は 、 こ の優遇制 度 の お かげ

だ ろ う か 、メセナを ⾏ う企業の数は 増 加 し て い る 。 下 のグラフは 、フラン ス

 
4 1  「 Q u ' e s t - c e  q u e  l e  m é c é n a t  ? 」 , M i n i s t e r e  d e  l a  c u l t u r e  
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に お け るメセナの 発展を ⽰ し て い る 。⻘い棒グラフが⾦額を 、緑の折れ線グ

ラフが企業数を表し て い る 。 こ のグラフを作成し たフラン ス 商⼯業メセナ推

進協会（ADM ICAL）の 商⼯業メセナ推 進協会 の報告書 に よ れ ば 、 2 0 1 0 年

か ら の 1 0 年間でメセナを ⾏ っ た企業の数は約 3 . 8 倍に な っ て い る 。また同

期間のメセナの⾦額も約 2 . 3 倍に 増 加 し て い る 4 2。  

 

 

フ ラ ン ス に お け る メ セ ナ の 発 展  

「 L e  B a r o m e t r e  d u  m e c e n a t  d ’ e n t r e p r i s e  e n  F r a n c e 」 , A d m i c a l , 2 0 2 2 , p p 1 1  

 

5 -  3  日本 

⽇ 本 のメセナ協議 会 はメセナを 「企業に よ る芸術・⽂化⽀援 、 お よび芸

術・⽂化の振興を 通 じ て地域活性・教育・福祉・ 国際交流な ど幅広い 社 会創

造を ⽬指す 活動」 と い う定義を 対外的 な⽂書 で ⽤ い て い る 。メセナと い う概

念が ⽇ 本 で使わ れ る よ う に な っ た の は 1 9 9 0 年 と ⽐ 較 的最近の こ と で あ る 。

⽇ 本 で企業が税額控除を 受 け る場合 、税額控除が適⽤ さ れ る 公益法⼈に寄付

す る こ と が必要で あ る 。 こ の 、税額控除が適⽤ さ れ る 公益法⼈に な る た め に

 
4 2  「 L e  B a r o m e t r e  d u  m e c e n a t  d ’ e n t r e p r i s e  e n  F r a n c e 」 , A d m i c a l , 2 0 2 2 , p p 11  
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は 、過去 5 年間の寄付 の実績を内閣府 に 提出し 、 認定を 受 け る必要が あ る 。

そ の た め 、⽴ち上げた ば か り の⽂化芸術団体 は初年 度 か ら 認定団体 に な る こ

と は不可能で あ る 。税額控除が適⽤ さ れ るケー ス の場合 、個⼈で は寄付⾦額

が 年間所得の 4 0％未満と い う 制限の も と 、寄付⾦マイナス 2 千円分が所得

控除と さ れ る 。法⼈の場合 、寄付⾦の全額が損⾦と し て算⼊させる こ と が で

き る 。 つまり 、⾦額の値や 割 合 は異な る が 、メセナの仕組 み ⾃ 体 はフラン ス

と同様で あ る 。 ⽇ 本 で は 1 9 9 0 年代に ⽐ べ る とメセナ活動費総額は少な い も

の の 、 リ ーマンショック や東⽇ 本⼤震災の影響を除く と 2 0 1 2 年 か ら 増 加傾

向 に あ る と さ れ て い る 。 し か し 、メセナに 関 す る実態調 査 を ⾏ っ て い る⽂化

庁や 公益財団法⼈企業メセナ協議 会 の 調 査 で は 、 調 査 に回答す る企業数が 年

次に よ り異な り 各 年 の ⽐ 較 は難し い 。 な お 、フラン ス の よ う に観客が⽀払う

⼊場料に か か る税⾦等は な い 。  

 

6 .  労働者 

舞台芸術における労働者とは、例えば、演出家、出演する俳優、オーケスト

ラ団員、衣装や小道具などを制作する裏方などである。舞台芸術は一つの企業

に属する人間のみで作り上げるものではなく、上演する作品ごとに、芸能事務

所に属する者、もしくは個人で活動するフリーランスを雇い入れて制作する。

そのため、企業の会社員とは異なる労働形態となっている。 

 

6 - 1  日本 

労働者 に 対 す る失業保険の 制 度 は整っ て い る も の の 、舞台芸術、ひい て は

⽂化芸術に限っ て労働者 を⽀援 す る よ う な 制 度 は平時の ⽇ 本 に は存在 し な い 。  

 

6 - 2  フランス 

舞台芸術や映画・視聴覚産業に お け るフリ ーラン ス労働者 の うち⼀定の基

準を満た し た 「アン テ ルミタン 」 に失業⼿当を⽀給す る 制 度 が平時よ り存在

し 、⽂化を 下⽀え し て い る 。 こ の 制 度 をアン テ ルミタン ・ デ ュ ・ スペクタク

ル と い う 。俳優やオーケス トラのエキス トラ、オペラ公演の⾐装係な ど 、短

期の契約を繰り 返 し な が ら 、舞台芸術の仕事 に従事 す る⼈が 「アン テ ルミタ
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ン 」 と さ れ 、彼ら を 対 象 と し 、 1 0 か⽉間の間に 、最低 5 0 7 時間の仕事 に従

事 す る と 、翌年 は契約が途切れ た期間に失業⼿当が⽀払わ れ 、毎⽉最低限の

収⼊が 保 証 さ れ るシス テムで あ る 。常に失業保険の よ う な も の に守ら れ て い

る状態と も い え る 。フラン ス の舞台芸術家は出演す る場が あ る の で あ れ ば 、

出演料と こ の 制 度 か ら の収⼊に よ り あ る程度 の⽣活 が で き る 。  

 

7 .  コロナ禍の舞台芸術の状況  

7 - 1  概要  

新型コロナウイ ル ス は舞台芸術に⼤き な影響を与え た 。 こ の 事実は 国 を問

わず世界の多く の 国 で起こ っ た 。舞台芸術で は 、観客は⼀つ の劇場に密集す

る 。また 、舞台上 の演者 が歌やセリフを⼝に す る芸術活動の場合 、極め てウ

イ ル ス が 感染す る 確率が ⾼ い 。また 、観劇の場だ け で は な く演者 の練習の場

で も そ れ は起こ る 。 公演の稽古期間で あ っ て も 、⼀⼈感染が判明 す る と稽古

は中断さ れ る 。ワクチン が開発 さ れ 、⼈々が 以前と変わ ら な い よ う に⽣活 す

る よ う に な っ て か ら も舞台芸術は いまだ に深刻な影響を 受 け続け て い る 。無

事 に 公演が幕を開け た と し て も演者 や 関係者 の 感染が 確 認 さ れ る と 公演が⼀

時休演さ れ る 。  

 

7 - 2  日本 

⽇ 本 で は緊急 事態宣⾔が出さ れ て 以降、舞台芸術は 公演中⽌や延期が相次

い だ 。 2 0 2 1 年 の 9 ⽉末に全国 の緊急 事態宣⾔が解除さ れ た段階で 、多く の

舞台芸術団体 が売り 上げの減少な ど に よ り存続が危ぶまれ る状況で あ っ た 。

⽂化芸術推 進フォーラムに よ る と 、⽂化芸術団体 の約 8 0％が収⼊減少を 申

告し て い る 4 3。  

 

7 - 3  フランス 

フラン ス で も ⽇ 本 と同様ロックダウン に際し て劇場が封鎖さ れ た 。 2 0 2 1

 
4 3  『「 ⽂ 化 芸 術 活 動 の 継 続 ⽀ 援 事 業 」 及 び 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染拡⼤に よ る影

響に関する ア ンケート調 査  分析結果』 , ⽂ 化 芸 術 推進フォーラム , 2 0 2 1 , p p 9 9  
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年 4 ⽉に は 、休業中の劇場に芸術家ら が泊まり込み 、⽂化保護や弱者⽀援 を

政 府 に訴え る 運動が広が っ た 。占拠さ れ た劇場はフラン ス全⼟で 1 0 0 か所

以 上 に及ん だ 。 こ の 運動の先駆け と な っ たパリ の 国⽴劇場オデオン座で は 、

占拠開始時に 「⽂化と⽣活 を守る た め 、我々は占拠す る 」 と声明⽂が読み 上

げら れ た 4 4。  

 

8 .  コロナ禍における支援政策 

8 - 1  日本 

⽂化庁や 経済産業省は 、コロナ禍の⽂化芸術⽀援 に 関 す る 補正予算と し て

令和 3 年 補正予算と し て 9 0 5 億円を ⽤意し た 4 5。 政 府 が⽂化芸術関連の 事

業者 の⽀援 策 と し て⼒を⼊れ て い る も の の⼀つ に 、「ARTS  f o r  t h e  f u t u r e !」

と い う⽀援 事業が あ る 。 こ の 事業は 、 感染対 策 を⼗分に実施し た う え で 、ウ

ィズコロナ時代の新た な 公演や展覧会 な ど を開く団体 に 対 し て 、⼀団体 あ た

り最⼤で 2 5 0 0 万円の 補 助⾦を出す と い う も の で あ る 。資⾦難に あ えぐ舞台

芸術団体 に は⼤き な救済策 と な り 、第 1 回の 申 請 で は 5 0 0 0 件以 上 の 申 し込

み が あ っ た 。 し か し 申 請⼿続き が煩雑で あ る こ と や 、 公演実施が困難で あ る

の に 補 助⾦は新た な 公演を開催し な け れ ば 補 助⾦が出な い と い う仕組 み で あ

る こ と が課題と し て挙げら れ た 。 2 0 2 2 年 に は同様に 「ARTS  f o r  t h e  

f u t u r e !2 」 が実施さ れ た 。「ARTS  f o r  t h e  f u t u r e !」 と並び⽂化芸術団体

の⽀援 の中核を な し た の が 「⽂化芸術活動の継続⽀援 事業」 で あ る 。 こ の⽀

援 事業で は 、フリ ーラン ス の芸術家や技術スタッフ等、 お よび約 2 0 名以 下

の⼩規模団体 を 対 象 と し て⼀⼈ 2 0 万円か ら 1 5 0 万円を⽀給す る 補 助⾦が 交

付 さ れ た 。 こ れ に は約 9 6 0 0 0 件の 申 請 が あ り 、 7 4 0 0 0 ⼈以 上 の芸術家等、

5 6 0 0 の⼩規模団体 が 交 付 対 象 と な っ た 。 な お 、舞台芸術に限らず⽇ 本 政 府

は収⼊減少で⽣活 が困難に な っ て い る世帯に 補 助⾦を⽀給す る と い う 経済対

策 を 取 っ た が 、舞台芸術従事 者 も含まれ る 。 対 象 が舞台芸術従事 者 に限ら れ

 
4 4  「 ⽂ 化守るため「われわれ は占拠する 」 フ ラ ン スで広が る劇場占拠  コ ロ ナ禍

で共鳴呼ぶ平和的理念」 ,東京新聞 , 2 0 2 1  
4 5  「 令 和 3 年 度 ⽂ 化 庁補正予算 の 概 要 」 , ⽂ 化 庁 , 2 0 2 1  
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た⽀援 は な い 。  

 

8 - 2  フランス 

舞台芸術に限ら な い⽂化・メデ ィア全体 に 対 し て は 、 政 府 に よ る⽀援措置

は 2 0 2 1 年 1 0 ⽉まで に総額 1 3 6 億ユーロ、 ⽇ 本円で 1 兆 7 0 0 0 億円に 上 る

と さ れ て い る 4 6。フラン ス で は 2 0 2 1 年末に 政 府 が零細企業に 対 す る 国家保

障貸付 返済期間の延⻑な ど横断的⽀援措置を 発動し た際に 、⽂化⼤⾂が舞台

芸術の 公 共施設法⼈に 対 し て 各業界固有 の 経済モ デ ル に 対応す る⽀援措置実

施を依頼し た 。 こ の と き の⽂化省か ら 公 共施設法⼈へ の追加拠出は 合計で

2 0 0 0 万ユーロ、 ⽇ 本円に し て約 2 9 億円で あ っ た 4 7。また⺠間劇場に 対 し て

は計 5 0 0 万ユーロ、 ⽇ 本円で約 6 億円の緊急⽀援 を実施し た 4 8。また 政 府 は

経済政 策 の⼀環と し て 、平時よ り存在 す るアン テ ルミタン ・ デ ュ ・ スペクタ

ク ル へ の規制緩和を ⾏ っ た 。具体 的 に は 、アン テ ルミタン の失業⼿当受給条

件を緩和し 、 そ し て劇場封鎖中に切れ る失業⼿当は封鎖が解け るまで延⻑す

る と し た 。 こ のアン テ ルミタン ・ デ ュ ・ スペクタク ル の⽀援額は 9 億 5 0 0 万

ユーロに のぼる 。アン テ ルミタン に限らず、芸術家が負担す る 保険料へ の 政

府⽀援 も ⾏ わ れ た 。 各⼈の収⼊レベ ル とコロナ禍の収⼊減少割 合 に応じ て

4 0〜2 0 0 0 ユーロが直近の 保険料か ら差し 引 か れ るまた は当⼈の⼝座に還付

さ れ る と い う⽀援 で あ り 、⽀援総額は 1 2 2 5 万ユーロ、 ⽇ 本円で約 1 7 億円

で あ る 4 9。  

 

 

 
4 6  「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染症の影響に伴う諸 外 国 の ⽂ 化 政 策 の構造変化 に関す

る 研 究 」 , ⽂ 化 庁 , 2 0 2 2  
4 7  「 S e c t e u r  d u  s p e c t a c l e  v i v a n t  e t  d u  c i n é m a  :  p o u r s u i t e  d e  

l ' a c c o m p a g n e m e n t  é c o n o m i q u e  d e  l ' E t a t 」 , M i n i s t é l e  d e  l a  c u l t u r e , 2 0 2 2  
4 8「遅れ 際⽴つ⽇本 。世界各国 の ⽂ 化 ⽀ 援 策まとめ」 ,美術⼿帖 , 2 0 2 0  
4 9  「 D e s  n o u v e l l e s  m e s u r e s  e n  f a v e u r  d u  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  p r o t e c t i o n  

s o c i a l e  d e s  a r t i s t e s - a u t e u r s 」 , M i n i s t é l e  d e  l a  c u l t u r e , 2 0 2 2  
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9 .  日仏比較のまとめと考察 

 9 - 1  現状のまとめ 

前提 と し て 、 政 府 の財政⽀援 の 対 象 や 、何を⽂化芸術と定義し 、 そ こ に何

を含むの か は ⽇仏で異な る 。完全に同じ ⽐ 較軸上 に な い こ と は留意す べ き で

あ る 。 政 府 か ら の 助成⾦に 関 し て は 、舞台芸術に絞っ た⾦額を ⽰ す デ ータは

な く 、算出が難し い 。 各 国 の⽂化に 関 す る省庁予算を ⽐ 較 す る とフラン ス が

⽇ 本 よ り も総額に お い て は約 4 倍、予算割 合 に お い て は約 8 倍の量を誇る 。

税制 や資⾦還流制 度 で は 、 ⽇ 本 に は芸術に 特化し た も の は な い がフラン ス に

は 付 加価値税や ⽬ 的税が あ り 、舞台芸術団体 に資⾦が めぐるシス テムが構築

さ れ て い る 。 上記で はメセナに つ い て も述べ て い る が 、近年 のメセナは芸術

に限らず⼈権問題や環境問題を含む場合 が あ る こ と 、 そ の定義が 国際間、 国

内に お い て も異な る た め に ⽐ 較 は難し い 。舞台芸術に従事 す る労働者 に 対 す

る財政 的⽀援 の ⽇仏間の違い は⼀⽬瞭然で あ る 。フラン ス に はアン テ ルミタ

ン ・ デ ュ ・ スペクタク ル と い う舞台芸術等に従事 す るフリ ーラン ス を 対 象 と

す る失業保険制 度 が存在 し 、 こ れ は世界で唯⼀フラン ス が 有 す る 制 度 で あ る 。

コロナ禍で の 政 府⽀援 は額⾯の み で ⽐ 較 す る の は容易で は な い が 、⽀援⾦額

に は⼤き な差が⽣じ て い る 。 し か し 、 ⽐ 較困難の 事実を踏まえ た う え で も ⽇

本 よ り もフラン ス のほう が⼿厚い 経済的⽀援 を ⾏ っ て い る と い え る の で は な

い だ ろ う か 。  

 

9 - 2  文化芸術を支援する根拠  

助成⾦、税制 ・資⾦還流制 度 、労働者 、コロナ禍の⽀援 と い う項⽬ で⼆国

の⽀援 に つ い て⾒て き た が 、 共 通 し て 感 じ ら れ た こ と と し て 、フラン ス は⽂

化芸術を 公 的 に 体系化し て捉え て い る よ う に 感 じ ら れ る 。⽂化芸術は 、美術、

⾳楽、舞台、映像等多く の分野で分け る こ と が で き る 。フラン ス は そ れ ら そ

れぞれ に 公 的 な 機 関 が存在 し て い る 。⼀⽅⽇ 本 で は 機 関 も 政 策 対 象 も⽂化芸

術の枠組 み が⼤き い 。 こ れ は こ のレポ ー ト を執筆 す る に あ た っ て情報を収集

し て い る際に も 、舞台芸術と い う枠組 み の デ ータの 有無に よ っ て も 感 じ させ

ら れ た 。 こ の こ と か ら も⽂化芸術に 対 す る捉え⽅が 国 に よ っ て異な る こ と が

⾒受 け ら れ る が 、 各 国 国⺠は⽂化芸術に 対 し て ど の よ う な価値を 感 じ 、考え
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を抱い て い る の だ ろ う か 。 こ の問い で は芸術そ の も の の価値が問わ れ て お り 、

議 論 の余地が あ る 。 こ れまで ⽇ 本 とフラン ス の舞台芸術の財政⽀援 と そ の根

拠に 関 し て ⽐ 較分析を ⾏ っ て き た が 、 国 に よ っ て芸術に 対 す る考え⽅や価値

観が違っ て も 、 なぜ公 的⽀援 を ⾏ う必要が あ る の か 、 そ の問い に は 国 や地域

に依ら な い根拠も存在 す る よ う に 思 わ れ る 。  

 

1 0 .  公的支援の是非  

こ こ で は舞台芸術に 対 す る 公 的資⾦の分配に つ い て 国 を問わずに分析す る 。

公 的⽀援 に 関 す る 議 論 は 主 に 公 的⽀援 を擁護す る⽴場か ら述べ ら れ る こ と が多

い が 、反対意⾒も存在 す る 。  

 

1 0 - 1  反対 

まず、 公 的資⾦を使う に あ た っ て芸術よ り も優先順位の ⾼ い 事柄が存在 す

る と い う意⾒で あ る 。 例 え ば 、貧困、病気、犯罪な ど が挙げら れ る 。 し か し

こ の意⾒は 、他の優先順位の ⾼ い問題に多く の資⾦を投⼊し な け れ ば な ら な

い と し て も 、芸術の た め に資⾦が使わ れ て は い け な い と意味し て い る わ け で

は な い 。 つまり 、他の問題に よ り ⾼ い優先度 が あ る と 思 わ れ て い る だ け で 、

芸術に 対 す る⽀出そ の も の を批判、攻撃す る も の で は な い の で あ る 。 で は な

ぜこ の意⾒が 議 論 で 有効に働く の か と い え ば 、 そ れ は必要な資⾦の源泉が不

⼗分も し く は枯渇し て い る か ら で あ る 。⼀般的 に周知の 事実と し て我が 国 ⽇

本 の⼈⼝は減少し 、少⼦⾼ 齢化が 進 ん で い る 。 こ れ に よ り 政 府 の 歳⼊は減少

す る が 歳出は 増 加 す る ば か り で あ る 。 す な わち政 府資⾦に は限り が あ り 、将

来的 に縮⼩す る危険性が⼤い に あ る の で あ る 。 そ う し た限ら れ た 政 府資⾦と

い う条件の 下 で は 、芸術の優先順位が低い と い う 議 論 が 有効に働く 。また 、

⾚字補填と い う形で舞台芸術団体 に 政 府資⾦を投⼊す る と 、舞台芸術団体 が

鑑賞者 の趣向 を無視し て⼰の趣向 を極め る芸術⾄上 主義に陥る と い う指摘も

あ る 。  

 

1 0 - 2  賛成 

も し芸術が ⾃分⾃⾝の失敗が原因で は な い の に 公 的⽀援 が な け れ ば存続で
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き な い と し た ら 、必要な⽀援 は ⾏ わ れ る べ き で あ る よ う に 思 わ れ る 。 し か

し 、 政 府 が芸術に よ り⼀層の⽀援 を ⾏ う べ き だ と い う 確信は 共 通 認識と は な

っ て い な い 。芸術に 対 し て 公 的資⾦を⽀援 す る こ と に 対 し て賛成す る 議 論

は 、芸術作品 や芸術活動そ の も の の価値に依拠す る こ と が多い 。 1 9 5 8 年

に 、 イギリ ス のオック スフォー ド で毎年開催さ れ るロマネスレクチャー でエ

ドワー ドブリッジが芸術へ の 公 的⽀援 に つ い て簡潔に賛成理由を述べ て い

る 。彼は 、「芸術はまさ に 、 そ れ に 関 し てまっ た く専⾨的 な知識を⽋い て い

る⼈たちを も含むす べ て の 国⺠に 、⼈⽣と そ の楽し み の最上 の も の を⼤い に

提 供 す る こ と が で き る の で あ り 、また芸術を好み 、 そ の能⼒を持っ て い る

⼈々に 、芸術を委ねな い よ う な 国 は も っ と も重要な義務を怠っ て い る こ と に

な る 。 こ れ が問題の核⼼で あ る 。」 と語っ て い る 。また 、 提 供資⾦が 公 的 な

も の で あ る と い う こ と は 、芸術活動のプロセス に⼤き くプラス の影響を与え

る と も い え る 。 こ れ は 、 現代に お い て 公 共 の 許容範囲で あ れ ば表現 の ⾃由が

認 め ら れ て お り 、 歴史上 に 例外は存在 す る も の の 、基本 的 に 公 的資⾦の使わ

れ⽅に芸術的趣向 が 加味さ れ な い か ら で あ る 。ブロー ドウェイ に お い て 、⺠

間の後援 者 に よ る⼲渉が ⾏ わ れ た 事 例 が存在 す る 。 い く つ も の舞台芸術団体

が⼀度 な らず、 経営⽅針や労務政 策 、財務政 策 だ け で な く⼤衆の好み に及ぶ

まで後援 者 に よ り押し 付 け ら れ た 経験を し て い る 。 こ う い っ た 事情の 下 で

は 、 政 府⽀援 は芸術の ⾃由を 確 保 し拡⼤す る 。 なぜな ら基本 的 に 政 府 は芸術

活動に⼲渉す る こ と は な い か ら で あ る 。  

 

1 1 .  文化経済学における根拠  

芸術に 対 す る 公 的⽀援 の理論 的根拠に 関 す る研究が は じ め ら れ た の は 、冒頭

で も 紹 介 し て い るボウモ ル ・ボウエン の 論⽂以降で あ る 。ボウモ ル とボウエン

の 論⽂で は 、芸術の価値を 公 共財と私的材の混合材と位置付 け て い る 。 つま

り 、芸術を享受 す る個⼈に所属す る私的 な材で あ る と と も に 、個⼈を超え た 社

会全体 へ の便益も持っ て い る と い う 主張で あ る 。彼ら は 、 社 会全体 の便益の根

拠と し て 以 下 の 4 つ を挙げて い る 。まず、舞台芸術が 国家に 付与す る威信。次

に 、⽂化活動の広が り が周辺の ビジネス に与え るメリット 。 そ し て 、将来の世

代の た め の芸術⽔準の 向 上 と観客の理解⼒の 発達。最後に 、コミュニテ ィ に も
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た ら さ れ る教育的貢献で あ る 。 こ の よ う に 公 共性を持つ芸術の便益は 、芸術団

体 が ⾃⾝で得た売り 上げを 上回る た め に 政 府 に よ っ て⽀援 さ れ る必要が あ る 。

また 、ボウモ ル とボウエン は 、研究で の観客調 査 に よ っ て舞台芸術の観客の多

く を占め る の は 、 ⾼学歴 ・ ⾼所得・専⾨職と い う属性を持つ と指摘し て い る 。

芸術が 公 共性を持つ の で あ れ ば 、平等性や資源の再分配と い う観点か ら 政 府⽀

援 の根拠と な り え る 。 こ のボウモ ル とボウエン の研究は そ の後、ジェイムズ・

ハイ ルブラン とチャー ルズ・グレイ に よ っ て 発展させら れ て い る 。彼ら の著、

「芸術と⽂化の 経済学  ーアメリカの前途ー 」 で は 、芸術へ の 公 的⽀援 の根拠

と し て 2 つ の点が挙げら れ て い る 。まず、芸術が正の外部性を持つ と い う こ と

で あ る 。正の外部性と は 、 あ る製品 や サ ー ビ ス を 消費す る こ と に よ っ て得ら れ

る第三者 の 利益の こ と を指す 。 こ こ で い う 公 的⽀援 の根拠と な り え る正の外部

性と い う の は 、芸術が将来世代へ の遺贈と な る こ と 、 ⾃由な教育へ の貢献と な

る こ と 、 国⺠が芸術に参加 す る こ と で起こ る 社 会 的 進歩で あ る 。彼ら は こ の正

の外部性の根拠と し て次の 調 査 を 紹 介 し て い る 5 0。オー ス トラリアのシドニー

でアンケー ト 調 査 を ⾏ い 、芸術の外部性に つ い て分析し た も の で あ る 。 こ の 調

査 で は 以 下 の表の よ う な 結 果 が出た 。 こ の表よ り 、芸術が 社 会 に も た ら す正の

影響に 対 し て⼈々が肯定的 で あ る こ と が⾒受 け ら れ る 。次に 、 現 在 ⾏ わ れ て い

る芸術・⽂化の⽔準に 対 し て 、税⾦の中か ら い く ら⽀払う意思 が あ る か を尋ね

た 。 そ の 結 果 、中央値は 1 8 . 2 ド ル か ら 2 0 . 2 ド ル の間に位置し た が 、 こ れ は

国 の⼀⼈当た り⽂化⽀出の 6 ド ル を は る か に 上回っ て い る 。 こ の 事実は 、芸術

⽂化に外部性が あ る こ と を ⽰唆し て い る 。 こ こまで⽂化経済学に お い て芸術⽂

化へ の 公 的⽀援 の根拠を分析し た代表的 な 2 つ の研究を⾒て き た が 、研究は そ

こ に と どまらず様々な 主張が存在 す る 。 現代経済学で は 主 に 、平等性や再分配

の観点、芸術⽂化の持つ外部性の観点、資源配分の効率性の観点の 3 つ か ら 公

的⽀援 の根拠が述べ ら れ て い る と い え よ う 。  

 

 
5 0  「 M e a s u r i n g  t h e  D e m a n d  f o r  t h e  A r t s  a s  a  P u b l i c  G o o d s :  T h e o r y  a n d  

E m p i r i c a l  R e s u l t s 」 , T h r o s b y,  C .  D .  a n d  G . A . Wi t h e r s ,  i n  「 E c o n o m i c  

S u p p o r t  f o r  t h e  A r t s 」 , S h a n a h a n ,  J .  L . e t  a l , 1 9 8 3 ,  p p 3 7 - 5 2   
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パーセンテージ （％）  

賛成  反対  どちら
とも  
⾔えな

い  
オーストラ リ ア の 芸 術家の成功はオー

ストラ リ ア の誇りだ  
94 .8  4 . 4  0 .8  

芸 術 は ⾃ 分 の 国 を理解する⼿助け に な
る  

84 .6  1 3 .8  1 .6  

芸 術 はそれ に参加した⼈々に のみ便益
をもたらす  3 4 .9  64 . 1  1 . 0  

芸 術 は⽣き⽅を⾒つ け るために重要だ  80 .6  1 7 . 3  2 . 1  

芸 術 は死滅すべきでは な い  96 .9  2 . 3  0 . 7  

⼦供たちが 芸 術 を学ぶこ と は⼤切だ  96 . 5  3 . 2  0 . 4  

芸 術 は批判的すぎて 社 会 の害に な る  1 4 .8  81 . 2  4 . 0  

芸 術 団 体 はチケットの売り 上げだけで
⽣き残るべきだ  

2 0 . 7  78 . 1  1 . 2  

「 T h e  e c o n o m i c s  o f  A r t  a n d  C u l t u r e 」H e i l b r u n ,  J .  a n d  C h a r l e s  M .  G r a y , 1 9 9 3  
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⽇本・フランスの幼児教育の歴史と制度・国家投資額・経済

指標 

T h e  C u r r e n t  S t a t e  o f  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  N a t i o n a l  

I n v e s t m e n t  A m o u n t s ,  a n d  N a t i o n a l  E c o n o m i c  I n d i c a t o r s  

3 年・経済学部 湯本悠⼀朗  

 

1 .  序論 

 近年、教育を経済学的な観点から「人的資本」への「投資」と捉える研究に

よって、その重要性が示されている。ここでの投資は、私たちが株や債券に投

資をするのと同様に、教育を通じて人的資本に投資するという考え方であり、

人的資本にも株や債券と同様に「投資収益率」という概念がある。そして過去

の研究ではこの収益率が最も高くなるのが乳幼児期であると示されており、幼

児教育の重要性への理解が年々増している。 

 

 幼児教育に関する最も有名な研究としては、シカゴ大学の労働経済学者であ

る H e c k m a n  e t  a l . ,（2010）による「ペリー幼稚園プログラム」の研究が挙

げられる。 1 9 6 0 年代の半ばに新設されたこの幼稚園で質の高い幼児教育を受

けた子どもを、その後 4 0～ 5 0 年にわたって追跡した結果、質の高い幼児教育

を受けた子どもたちの将来の学歴、所得、生活の状況が恵まれていることが明

らかになった。 

 

 他にも同様の研究は数多く存在する。例えば、 H e n d r e n＆ S p r u n g - K e y s e r

（2020）の研究によると、幼児教育の効果は、経済成長率・労働生産性の向

上・税収増・社会保障支出の抑制を介して社会全体が享受する益をもたらす可

能性が高いという示唆が得られた。また、 V a n  H u i z e n  e t  a l . ,  （201 9）の

研究により、質に関する規制強化がなされた幼児教育プログラムを経験した子

供達は、その認知スキルの発達の改善を介して、自らの生涯獲得賃金を上昇さ
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せ、結果として国家の税収増がもたらすこと、そして幼児教育への財政支出の

費用対効果は 4 倍に至ることが判明した。 

 

 このように幼児教育に対する投資の経済効果の大きさは様々な角度から検証

されているが、一番端的な結論としては「幼児教育への社会的投資の収益率は

他 の 年 齢 層 へ の 投 資 収 益 率 よ り も 高 い 」 と い う こ と で あ る （ H e c k m a n

（200 6））。それが端的に表された図が下図（池本（2011））である。 

 

（図 1 ） （出典：OECD より、池本氏作成 ）  

 

 一方で、単純に幼児教育に対する投資を増やしアクセスを高めるだけでは不

十分であることも示されており、投資の中にはその高い質を担保するものも含

まなければならないことが示唆されている。具体的には、幼児教育への所得セ

グメントを問わない普遍的なアクセスと高い質の担保の両方が、上記の「高い

収益率」には必要な条件となっている。 
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 J a p e l  e t  a l . ,（200 5）によると、カナダのケベック州では、保育料の定

額化、保育施設の保育者を急速に拡大させた結果、多くの子ども達が質の低い

保育施設を利用することとなり、結果的に子ども達が 1 0 - 2 0 代になった際の

非認知能力、健康、生活満足度、犯罪関与にマイナスの影響を与えたことが確

認されている。このように、質が確保されなければ政策的な意図や親に意向と

は裏腹にネガティブな影響が生じてしまうことが示唆されている。 

 

 本レポートでは、このように多角的に分析されている幼児教育についての投

資対効果の大きさに注目し、日本とフランスのそれぞれの国家における、幼児

教育政策の現状までの変遷とその公的投資の推移を分析する。 

 

※  幼児教育への投資主体として存在しうるのは家族・地域住民・民間・地方

自治体などが挙げられるが、今回はあえて更に大きな単位の国家を取り上げる

ことにした。本来的に乳幼児の教育に直接かかわるのは国家や自治体ではなく、

家族・地域住民・施設保育者などであるが、本レポートではあえて彼らではな

く国家を投資主体として選択した。幼児教育の実践は実際にはローカルな文脈

で、社会・文化・歴史などの複雑性を基盤に形成され、多様な主体と共に担わ

れるものであることは承知の上、それだけでは行政水準やマクロレベルでの議

論が出来ないと考えたため、国家という単位を取り出すことにした。 

 

※  また、国家を主体とすることで、乳幼児に対する投資が国家単位で有効な

経済成長戦略の一部になりうるのではないかという 1 つの仮説を検証すること

が出来る。それぞれの国での公共投資額の推移と国の様々な経済指標との相関

性を分析し、政策の意思決定についての示唆を述べる。過去研究のようにミク

ロに乳幼児の半生から彼らの労働生産性や幸福度・税収などを追うのでなく、

マクロに国家の政策単位で比較検討していく。 

 

※  O E C D としても、乳幼児に対する投資対効果の検証をしている最中である。

以下、 O E C D・その教育局の説明を抜粋する。『 O E C D  は、先進諸国のさらなる
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経済発展を目指して、参加諸国の関心に応じて調査研究を行い、それぞれの国

に示唆を与えることを使命としている。その性格上、主には経済関連の企画が

多いが、教育関連の事項については教育局が担当し、その中で特別設置委員会

が二つ設けられている。一つはいじめ問題、そしてもう一つは乳幼児の教育・

保育について調査・議論する委員会である。ここでの議論は、保育の制度はど

のように各国のニーズに応えているのか、また小学校への連携接続にはどのよ

うなことが考えられるか、そして質の高い幼児教育・保育とはどのようなもの

か、といったことが取り上げられている。各国の関心事は、幼児教育・保育が

政策的に効果が得られるかどうか、予算を投じることで国の将来にどのように

貢献できるか、ということである。端的に言えば、教育に関する対投資効果が

どれだけあるか見いだしたい、というのが議論の中心的な課題の一つである。

O E C D  は、先進諸国のさらなる経済発展を目指して、参加諸国の関心に応じて

調査研究を行い、それぞれの国に示唆を与えることを使命としている。その性

格上、主には経済関連の企画が多いが、教育関連の事項については教育局が担

当し、その中で特別設置委員会が二つ設けられている。一つはいじめ問題、そ

してもう一つは乳幼児の教育・保育について調査・議論する委員会である。こ

こでの議論は、保育の制度はどのように各国のニーズに応えているのか、また

小学校への連携接続にはどのようなことが考えられるか、そして質の高 

い幼児教育・保育とはどのようなものか、といったことが取り上げられている。 

 

各国の関心事は、幼児教育・保育が政策的に効果が得られるかどうか、予算を

投じることで国の将来にどのように貢献できるか、ということである。端的に

言えば、教育に関する対投資効果がどれだけあるか見いだしたい、というのが

議論の中心的な課題の一つである。』  

 

2 .  日仏の幼児教育の現状と変遷 

 第２章では、日本とフランスにおける幼児教育の現状と、それに至るまでの

変遷に焦点を当てる。特に注目するのは幼児教育へのアクセスと質の 2 つの観

点である。 
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2 . 1 .  ⽇ 本  

 まず、日本の幼児教育の現状について検討する。アクセスの面では、第二次

世界大戦後を皮切りに大きく進歩を見せ、現代では無償化政策に至るまでで大

きく改善し、 3 - 5 歳のアクセスは十分に確保されたと言える（図 2・厚生労働

省子ども家庭局保育課より抜粋）。一方で、質向上のための取り組みは、上記

のような先行研究の結果もあってか平成以降に活発化し始めたが、まだ日本国

内の研究事例が少ないことからも分かるように不十分であると言わざるを得な

い。厚生労働省・文部科学省の元で教育の質についての議論や政策提言が行わ

れているものの、現場レベルに降りているとは言い切れない。 

（ 図 2 ） （ 出 典 ： 文部科学省 ）  

2 . 1 . 1 .  現 状 の 幼 児 教 育 に ⾄ る ま で の 変 遷  

2 . 1 . 1 . （ 1 ）ア ク セ ス の歴史  

 幼児教育へのアクセスは現代に至るまで右肩上がりに上昇している。 

 

 明治初期から戦前にかけては幼児教育へのアクセスは稀であった。急速な西

洋化と近代化を目指す中で教育制度の改革もその一環として進められたが、幼
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児教育に関しては重きが置かれなかった。 

 

 以下、幼稚園の数と就園率の推移であるが、本データから幼児教育の普及が

限定的であることが確認できる。つまり、西洋から輸入された概念として「幼

稚園」は存在するものの、実態として国が幼児教育のアクセス拡大に努めてい

たわけではなかったと言える。 

 

（ 図 3 ） （ 出 典 ：厚生労働省 ・他 ）  

 

 上図のデータから、戦前は極めて限定的であった幼児教育へのアクセスは、

第二次世界大戦の終結後から大きく変化を遂げる。また、現在徐々に一元化が

進んでいる「幼稚園」「保育所」による幼児教育現場の二元化の出発点はこの

時期にあったと言える。 

 

 まず 1 9 4 7 年の「学校教育法」の制定は幼稚園教育における制度的な転換点

となった。この法律の制定により、幼稚園は正規の学校体系の一環として位置

づけられ、学校に関する基本的事項はすべて幼稚園にも適用されることになっ

た。幼稚園の目的や目標が明示され、原則として幼稚園の設置主体が、国、地
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方公共団体および学校法人となり、園長および教員の資格要件などが明確に規

定された。特筆すべきは、保母から教諭という名称に変更されたことであり、

ここに教育的役割の強調が見受けられると言える。幼稚園は 3 - 5 歳児の教育施

設として明確な役割を持つようになったのである。 

 

 一方で、戦前から徐々に数を増やし 1 9 3 8 年の社会事業法で厚生省管轄とな

った託児所・保育園は 1 9 4 7 年の児童福祉法により保育所として位置づけられ

るようになった。幼稚園とは規定される法律も管轄省も異なるようになり、幼

児教育現場の二元化が進んだ。実態としては幼児教育現場ではあるものの、役

割としてはあくまで乳幼児を「預ける」場であり、学校体系の一部である幼稚

園とは異なり 0 - 2 歳児も預かった。 

 

 特に、 1 9 6 3 年に厚生省・文部省が「幼稚園と保育所の関係について」とい

う共同通知を出し、その機能の違いが強調された。つまり、幼稚園と保育所と

いう別々の現場によりそのアクセスは広まっていった。その二元化された幼児

教育現場のそれぞれで振興計画が立てられ、普及率もこの時期に急激な伸びを

見せた。上の図 3 より、 5 歳児の就園率は昭和 2 1 年（1 9 4 6 年）の 7 . 5 %が昭

和 3 6 年（1 9 6 1 年）には 3 3 %まで伸びていることを確認できる。これは核家族

化の進行とベビーブームにより、幼稚園への需要が急増した結果と考えられる。 

 

 ここからは、実際のアクセス状況について、更に詳細に分析する。まずは幼

児教育全体へのアクセス割合の推移である。 
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（図 4）（出典︓内閣府・厚⽣労働省） 

 

 本グラフは、幼稚園児・保育園児の全体の合計数と、日本全国の児童数の比

率の推移を見たデータである。ここでは実際に通っている数 /人口の比率を幼

児教育施設へのアクセス割合と定義づけた（注意：本グラフで用いられている

幼稚園・保育園児の合計数は厚生労働省・内閣府のデータを組み合わせた独自

のものである）。この図 4 から読み取れることは、幼児教育施設へのアクセス

率は年々上昇しているということである。それは、幼稚園の就学年である 3 - 5

歳人口での合計でも、保育所のみで預かる 0 - 2 歳児を含めた 0 - 5 歳人口でも

同様にアクセス割合が増加している。 

 

 特に、アクセス数 / 3 - 5 歳児人口に関しては 2 0 0 0 年を前後に 1 を超えてい

る。このデータと下図 5 の 1・２歳児の保育所等利用率のデータ（平成 1 2 年

時点で利用率の 1 / 5 が 1 - 2 歳児）を組み合わせることで、 3 - 5 歳児に関して
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は幼児教育施設へのアクセスがほぼ可能な状態になったと推察することが出来

る。実際、図 2 より令和 3 年度では 3 - 5 歳児童の 9 8 . 3 %は幼児教育施設への

アクセスがあることが分かる。 

（図 5）（出典︓厚⽣労働省） 

 

 このように、年間の出生数が徐々に減少する中でも、アクセス割合が増加し

ていることの背景には女性の社会進出が大きく相関していることも上図 5 から

読み取ることが出来る。つまり、女性の就業率が上がることにより「教育」の

側面が強かった幼稚園への就園前から「保育所」に児童を預ける世帯が増加し

ていると推察できる。 

 

 この推察を踏まえ、次に、幼稚園・保育所それぞれへのアクセスの変化を追

う。実際に下図 6 は年間の出生数、保育所・幼稚園の総在籍人数、 3 - 5 歳総人

口の推移である。ここから分かることは、大きく 2 つある。 
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 1 つ目は、アクセス割合は年々増加しているが、アクセス者数（保育所・幼

稚園の在籍人数）に関しては 1 9 7 8 年をピークに高止まりしていること。 4 0 0

万人前後でここ 4 0 年程は数値感が維持されている。つまり、アクセス割合の

比例的な増加の要因は、幼児教育現場の増加・整備による影響以上に、少子化

により乳幼児の絶対数が減少していることの影響が非常に大きいということが

推察できる。 

 

 そして 2 つ目は上での推測通り、保育所入園者は増加する一方で、出生数の

減少とほぼ同程度の水準で幼稚園児数も減少していることである。そして 3 - 5

歳人口は 1 9 7 6 - 1 9 8 6 年の 1 0 年間で急激な減少を見せ、そこで一時的にアクセ

ス者総数に関しても減少したが、 9 0 年代から再び少しばかりの上昇傾向に入

った。これは上で述べた女性の社会進出・保育所利用増の文脈と合致する。つ

まり、幼稚園児数の減少は少子化による影響・保育所入所児童数の増加は女性

の社会進出により委託する施設（＝保育所）の需要が増加した影響・アクセス

者総数の維持はその増減の相殺によるものと結論づけられる。 
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（図 6）（出典︓内閣府・厚⽣労働省） 

 

 実際、保育所の入所児童数・保育所施設の総数はこの 1 0 年で大幅に増加し

ていることが厚生労働省のデータから読み取ることが出来る。定員 2013 年

（平成 2 5 年度）から 2 0 2 2 年（令和 4 年度）にかけて、定員は約 1 . 3 倍、施

設数は約 1 . 6 倍となっている。しかし注意が必要なのは、ここでは「保育所」

が新たに新設されたのではなく、認定こども園や地域型保育事業という枠組み

が新たに追加され、幼稚園などが新たに 0 - 2 歳の受け入れを始めたということ

である。つまり、幼児教育施設の二元化が、女性の就業向上に伴う保育ニーズ

の高まりにより徐々に一元化され始めているということである。 

 

 また、日本における乳幼児教育の「アクセス」について議論する際に抜け漏
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れてはならない論点に「待機児童問題」が挙げられるだろう。しかし、社会問

題として取り上げられた本問題は、令和 5 年現在ではほぼ終息に向かっている。

具体的には、待機児童者数は 2 6 8 0 人とピーク時（平成 2 9 年度）の 1 / 1 0 まで

減少している。文部科学省によると待機児童数は 5 年連続で減少している一方、

今後も保育ニーズが増える可能性があるため注力が必要とのことである。該当

資料を読み込むと、人口増加傾向にある自治体で特に待機児童が問題となって

いることが分かる。想定以上の保育児童の需要増や保育士の確保に失敗する場

合以外は、基本的に待機児童が出ないような仕組みが整ってきたと言えるだろ

う。 

 

 以上のことから、日本では戦後以降年々と幼児教育施設へのアクセスが増加

しており、 3 - 5 歳までが主流であった幼児教育施設へのアクセスは更に年齢を

下って 0 - 2 歳児まで拡張していることが分かる。特に乳児の保育に関するアク

セスは女性の就業率上昇に伴い、更に増加する見込みであり、その受け皿拡大

も進んでいる。 

 

2 . 1 . 1 . （ 2 ) 「 質 」 の 現 状  

 アクセスと同じく重要な変数である「質」についてだが、結論として「質」

向上の変遷を定量的に辿ることが出来ないことが分かった。日本には画一的な

幼児教育施設の「質」の測定方法が存在しない。 

 

 質向上のための伝統的なアプローチとしては、保育者同士のカンファレンス

や研修があった。これを通じて自身の保育実践を振り返り、質の向上を図って

いた。振り返りの実践は保育所保育指針（2017）にも明記されている通り重

要であるが、それによって質が実際に向上したかどうかを検証することは困難

であると無藤（201 6）は指摘している。また、法令では幼稚園に自己評価を

行うことが求められており、外部の関係者（保護者等）にはその努力が義務付

けられている。 
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 しかし、質向上に関する取り組みはどれも定性的・部分的なものであり、定

量的な教育現場の質測定はほとんど行われていないのが現状だ。当然、序論で

も述べた通り、幼児教育の実践は実際にはローカルな文脈で、社会・文化・歴

史などの複雑性を基盤に形成され、多様な主体と共に担われるものであるゆえ、

統一的な指標による評価が難しいことは前提である。一方で、指標なしでは

「質」に関して「アクセス」のように時間軸の中での変遷や現状を定量的に評

価することが出来ず、その改善のための P D C A が回らないことが指摘されてき

た。そして近年、日本国内でもその指標作成の取り組みが進んできた。 

 

 ゆえに本レポートでは、「質」を測定するための指標作成の現状と、その難

しさについて言及することにする。  

 

2 . 1 . 1 . （ 3 ) 「 質 」 測 定 の 指 標 に 関 す る 議 論  

 まずは国際的な規格について説明する。アクセスに対する課題の解決が見込

める O E C D 諸国では質に関する議論が活発化している。その中でも質の定量的

な測定規格としていくつか有力な指標が登場している。 

 

 特に、環境評価尺度である E C E R S は、その研究利用の頻度の高さから注目

されている。アメリカで開発されたこの尺度は、子どもの健康と安全を担保し、

社会情動的発達を促進し、子どもたちが周囲の人々と肯定的な関係を築くこと、

さらには子どもの実体験を通じた学びを支え、好奇心を刺激する環境を整える

ことの 3 つの要素を重視している。この 3 つは国や文化の違いを超えて共有さ

れるものと考えられるため、国際的な指標として有効であるとされている。そ

の他にも N A E Y C によるアクレディテーション、英国 O F S T E D、 C L A S S、 S I C S な

ど多様な国際規格が存在する。 

 

 しかし、このような尺度は国際的な比較には有効であるものの、日本固有の

文脈では適合しない側面も存在する。それゆえ多くの有識者が「日本に合わせ

た統一的なスケール開発」の必要性を唱えているのである。その理由として、
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日本の幼児教育が、その歴史的背景から、子供の発達や社会全体への影響が海

外とは異なることが挙げられる。日本独自のアプローチとして、生活や遊びを

中心にした主体的かつ協働的な活動を重んじること、保育所や幼稚園における

子どもが過ごす時間の量でもチャイルドケアサービス等を利用する欧米とは大

きく異なる（日本の子ども達の方が施設内で過ごす時間が長い）ことが、海外

との差分である。 

 

 例えば中室（2017）は「日本の保育観や文化的環境において，より妥当な

評価をすることが可能なスケールの開発が今後必要であると思われる」と述べ

ており、他にも内閣府（2022）のレポートでも、「日本における幼児教育の文

脈に沿った質評価尺度の開発に向けた筋道」が述べられている。 

 

 幼児教育現場の質を測定する指標の普及はほぼ皆無に等しく、仮に測定が行

われる場合には、外部の第三者による評価が必要である。このため、質の定量

的な測定と改善を目指す P D C A サイクルの運用が十分に行われていないのが現

状であり、秋田（2007）や無藤（201 6）が指摘するように、対話による保育

実践の振り返りだけでは保育現場での質向上の取り組みの効果測定が困難であ

る。ゆえに、縦断的で広範な研究により様々な保育施設を定量的に評価する研

究も不足している。中室（2017）によると、英米はもとより北欧諸国や東ア

ジア諸国では、行政の支援を受けた大規模な縦断研究が既に開始され、エビデ

ンスに基づく政策提言に向けた研究が進行している。しかし、日本においては、

そのような長期にわたる大規模な縦断研究からの報告はまだ見られないという。 

 

 そのため、実際に幼児教育の質向上のための政策をエビデンスベースで進め

られないと言える。逆に、 E B P M（ E v i d e n c e  B a s e d  P o l i c y  M a k i n g）の実施

のためにも日本に合わせた独自の質評価尺度の開発は急務であると多くの有識

者は考えている。 

 

 



 

171 

171 

2 . 1 . 1 . （ 4 ) 「 質 」 の 構 成 要 素 と 質 の 変 動 性 に 関 す る 議 論  

 ここからは、実際に幼児教育の質が何によって担保されていると考えられて

いるかについて簡潔に述べる。 O E C D（200 6）は保育の質を明確に区分し、幼

児教育および保育の質を複数の側面から分析している。この分類は以下の 6 つ

に要約される。 

 

①政府や自治体が示す幼児教育の方向性に現れる「志向性の質」 

②ナショナル・カリキュラム等に現れる「教育の概念と実践」（日本では、幼

稚園教育要領や保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示

される保育の狙いや内容）  

③園レベルの物的・人的環境の全体的な構造に現れる「構造の質」（物的環境

と人）  

④保育者と子供達、子供達同士、保育者同士の関係性に現れる「相互作用ある

いはプロセスの質」（子供達の安定・安心の保障）  

⑤現場のニーズへの対応、質向上、効果的なチーム形成等のための運営に現れ

る「実施運営の質」（保育計画の作成、職員の研修参加の機会保障、実践から

省察までの時間確保）  

⑥現在の、そして未来の子ども達の幸せ（ W e l l - B e i n g）につながる成果に現

れる「子どもの成果の質あるいはパフォーマンスの質」 

 

 淀川・秋田（201 6）によると、①②は政府・自治体レベル、③④⑤は園レ

ベルの取り組み、全ての結果として⑥「成果の質」がもたらされる構造と捉え

られる。この O E C D の分類から幼児教育の質に影響を与える変数だけ抜き出す

と以下のようになり、その多さに改めて気付かされる。 

 

・政府や自治体の志向性 

・施設の規模  

・施設自体の構造（建物・教室・庭・遊具）  

・施設で働く人（高等教育か？）  
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・学歴  

・保育者養成・研修のあり方  

・保育者 1 人あたりに見る子どもの数（施設と人の構造）  

・子供たち同士の関係性 

・子供たちと保育者の関係性 

・保育者の労働環境  

・施設の組織運営  

・保育計画の作成 

・職員の研修参加の機会 

・全体での P D C A を回しているか（改善プロセス）  

・幼児、保育者、施設の成果・パフォーマンス 

・実際のカリキュラムとその意図（教材）  

 

 これだけ多くの変数を抱えると、幼児教育の質もその分だけ変動しやすくな

ると推測できる。中室（2017）によると『全般的には小規模保育園の方が中

規模保育園よりも保育環境の質が良好であることが示された。また，保育環境

の良さと担当保育士の保育士歴の長さは， 1  歳児学年末における子どもの発

育状況に有意な正の関連をすることが示された。保育園の規模や子ども対保育

士比，担当保育士の保育士資格取得に至る学歴は，子どもの発育状況と有意な

関連は認められなかった。』『同じ自治体の認可保育所であっても質にはかなり

ばらつきがあること、そして質の中でも特に「活動」として分類される側面に

課題がある』ことが分かる。他にも内閣府（2022）によると、『同じ施設内で

あってもクラスによって質に差異があり、質の側面によっては施設内に見られ

る差異が大きい施設もあれば小さい施設もあることも示唆された。』  

 

 このように先行研究から分かるのは、質に対する影響は、各変数が有機的に

絡み合い及ぼされるものだということだ。変数が多く、質が国内でも・自治体

内でも・施設内でもバラつく中、根本的に国家として幼児教育の質を上げるた

めには①スケールの開発②定量データに基づいた P D C A を各園が回し、縦断的

かつ広域的な研究の実施③エビデンスベースで国家として質向上につなげる仕
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組み作成（志向性とカリキュラム /園への補助 /保育者の制度）の 3 つが必要

なのだろう。 

 

2 . 1 . 2 .  現 状 の 幼 児 教 育 制 度  

 現状の日本の幼児教育制度では、一元化への取り組みと 3 歳以上の幼児教育

無償化が 2 つの主要な論点として扱われている。 

 

 一元化への取り組みにおいては、 2 0 1 5 年に子ども子育て支援新制度の施行

が行われ、 2 0 1 7 年には幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認定

こども園教育・保育要領が改訂された。これにより、育みたい資質や能力、幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿が明確化されている。保育所と幼稚園の統

合による一元化の動きは、働く女性の増加と社会福祉としての保育ニーズの変

化を背景に、世界各国で進んでいる。日本でも、効率性の欠如と一貫性のない

幼児教育の方向性が問題となり、新たな制度においては質と量の両面での向上

が国家的な課題とされている。 

 

 具体的には新制度では、市町村主体の幼稚園・保育所・認定こども園、地域

こども・子育て支援事業、国主体の保育事業・ベビーシッター利用者支援事業

が存在する。本質的にはこれまで保育所・幼稚園に二元化されていた就学前の

幼児教育現場を、それぞれの本来の場を活かしながら徐々に統合していくフェ

ーズだと言える。 
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(図 7)（出展︓厚⽣労働省） 

 

 実際に地方自治体では 4 2 %が幼児教育・保育の現場を一元化していることも

判明しており、今の移行フェーズを経て真に一元化される未来が近いと考えら

れる。 

 

 無償化に関しては、 2 0 2 0 年に 3 歳以上の幼児教育が無償化され、幼児教育

への投資を促進する政策が打ち出された。内閣府（2022）の評価によると、

無償化に対する保護者の肯定的な評価は高く、 8 割近くが施設利用が容易にな

ったと感じている。また、無償化は施設利用の動機となっており、子どもを早

期に通わせる選択をした保護者もいる。延長保育や休日保育の利用しやすさに

ついても改善が感じられ、家計に余裕ができたという意見が多く見られる。さ

らに、無償化が子どもを持つ意識に影響を与えている可能性が示されており、

予定の子どもの数や理想の子どもの数が増えたという回答もある。これらの変

化は、無償化政策が保育施設の利用促進と家庭の経済的負担軽減に寄与してい
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ることを示唆している。 

 
2 . 2 .  フ ラ ン ス  

 次に、ここではフランスの幼児教育の現状について検討する。フランスも日

本と同様に、幼児教育現場としては保育施設と幼稚園の 2 つが大きく分けて存

在する。教育機関である幼稚園（以下、エコール・マタネル）が伝統的に無償

の幼児教育として強い存在感を示しており、現状でも 3 - 5 歳の教育は全てエコ

ール・マタネルが担っている。具体的なエコール・マタネルのアクセス推移に

関しては戦後一気に普及し、ここ 4 0 年ほどは 3 歳以上の就学率が 1 0 0 %に近い

数値を維持している。一方で、教育機関・初等教育第 1 学年の準備段階として

の立ち位置がかなり強く、教育の質は地域・属性で分散気味だと考えられてい

る。逆に、保育施設に関しては、その数はかなり多い一方で施設の設備は統一

的でなく、 1 つ 1 つの施設ごとに差分が大きい。日本と同様にアクセス面は現

状ではほぼクリアしているが、質に関しての議論には余地が残ると言える。ま

た、提供される教育の質の定量指標による測定は日本同様に横断的に実施する

のが厳しい。 

 

2 . 2 . 1 .  現 状 の 幼 児 教 育 に ⾄ る ま で の 変 遷  

2 . 2 . 1 . （ 1 ） ア ク セ ス と 普 及 の 歴 史  

 フランスで幼児教育が始まったのは 1 8 3 0 年代の「保護施設」からであり、

以降 1 0 0 年ほどは乳幼児の教育施設へのアクセスは限定的であった。しかし、

1 4 0 年前の 1 8 8 0 年代は公教育の原則の基礎となる一連の法律が定められた時

期であり、これが現在まで続くフランス幼児教育の礎となっており、アクセス

面にも影響を及ぼしている。 

 

 1 8 8 1 年６月 1 6 日付法律では、公立小学校及び「保護施設」は無償とされ

た。ここで成文化された「無償化」は現在まで続いており、フランス幼児教育

の特徴となっている。 1 8 8 1 年 8 月 2 日付政令では、「保護施設」は幼稚園

（ é c o l e  m a t e r n e l l e）と改称された。この名称も現在まで続くものであり、
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公立・私立のエコール・マタネルは、子どもの身体的・知的・道徳的発達に必

要な世話を受ける「教育」機関として定められた。子どもは満２歳から満７歳

になるまで受け入れられることも定められた。 

 

 戦前は日本と同様に産業地帯や都市部に限定されていたが、 1 9 5 0 年代を皮

切りにアクセスが急増する。 1 9 5 0 年代に約 4 0％であった 2 - 5 歳児の幼稚園の

在籍率は、 1 9 7 2 年には 7 0％に増加し、その後幼稚園は多様な地域や社会階層

に広がった。下図 8・ 9 からも、 1 9 6 0 年代から 3 0 年で（1 9 9 0 年代までに）

3- 5 歳児の在籍率がほぼ 1 0 0 %に増加し、 2 - 5 歳児の在籍率も 3 0 %ほど増加し

たことが読み取れる。  

 
（図 8）（出典︓MENSER  DEPP  RERS2013） 
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（図 9）（出典︓Repères  e t  r é f é rences  s t a t i s t i ques） 

  

この増加の背景には、女性の職場参加の拡大や保育施設の不足がある。つまり、

この増加の背景も日本と同様のものであると分析されている。また、早期教育

の重要性を示す教育学の研究成果も一因として挙げられている。その結果とし

て、政府が各種の法律を整備することで乳幼児教育の機会を担保した。 

 

  1 9 7 5 年の教育法は、幼稚園のもつ役割を学習の遅れを予防し、障害の早

期発見、不平等の是正をするものとして明確化した。実際に、「不平等を補う

ことを目指す」と法に直接的に明文化されている。 1 9 8 0 年代には、幼稚園が

社会的文化的不平等を解消する機能も認識されるようになった。その結果、

1 9 9 0 年には 3 - 5 歳児の在籍率はほぼ 1 0 0％に達し、 1 9 9 0 年代には、言語の習

得が子供の教育成功の鍵となり、多様な家庭背景を持つ子供たちへの対応が議

論された。つまり、早期教育の重要性が国民に浸透したことが見て取れる。 

 

 2 歳児の受け入れ率は、特に 4 - 5 歳児の就園が拡大した後に発展し、 1 9 6 0
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年の 1 0％から 1 9 7 5 年には 2 7％、 1 9 8 0 年には 3 5％へと増加した。しかし、

2 0 0 0 年以降は減少傾向にあり、 2 0 1 2 年には 1 1％にまで下がった。この変化

の背景には、出生率の増加による 3 - 5 歳児の受け入れ優先や、 2 歳児の受け入

れに関わる教員数の削減があったとされる。実際、就学前教育在籍者数の絶対

数の推移は横ばいである（図 1 0）。また、 2 0 0 8 年から 2 0 1 2 年にかけての幼稚

園の定員予測に 2 歳児が含まれなかったことも影響している。これらの問題を

背景に、 2 0 1 3 年の学校基本計画法では 2 歳児の受け入れ定員を予測に含める

こととされた。 

 

（図 1 0 ） 

 

2 . 2 . 1 . （ 2 ） フ ラ ン ス で の 教 育 の 「 質 」 に つ い て  

 フランスも日本と同様に、国内の幼児教育を定量的に観測する指標は存在し

ない。これは、質向上に対する取り組みは、アクセス向上に比べて優先順位が

低いと捉えられてきたため、その指標作成の取り組みが少なかったと考えられ
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る。日本の欄で述べたような国際規格を園ごとに導入することは出来るが、そ

の実践例は数少ない。 

 

 フランスがアクセス向上を優先していたことは、幼稚園での学習が小学校第

一学年の学習と紐づけている研究者・官僚が多いためだと考えられる。いわゆ

るジョスパン法では「無資格による失業者問題」を初等教育での落第に起因す

るものとしており、 3 歳児の就学保障の意図についても、小学校での学業失敗

との闘いとしている。小学校での落第を防ぐことが最重要課題であるため、そ

もそも質を重要視せず、まずは「アクセス」を行き届かせることを重要視して

いたのである。 

 

 このように、乳幼児教育の位置づけが初等教育の一環であるため、日本のよ

うに、子どもとの「遊び」「興味関心をサポート」をするような場として位置

づけられていない。ゆえに、幼児教育の「質」の中でも重要視されるのは、そ

の「教育的」な観点になる。これに関して、 O E C D（2011）からは、学校教育

での学習成績に焦点を絞り切るべきではない、子どものホリスティックな発達

に配慮するべきと指摘されている。 

 

2 . 2 . 2 .  現状の幼児教育制度 

 保育施設は、対象年齢や保育の形態などから保育所（ c r è c h e・３歳未満対

象 ）、 託 児 所 （ h a l t e  g a r d e r i e ・ ６ 歳 未 満 対 象 ）、 保 育 園 （ j a r d i n  

d ' e n f a n t s ・ ２ ～ ５ 歳 対 象 ） 等 に 分 類 さ れ る 。 家 族 政 策 や 幼 少 期

（p e t i t e e n f a n c e）政策の一環として厚生・女性権利省が所管している。保

育は有料のサービスであり、所得・収入等に応じて利用料が定められているが、

多くの場合補助金等の補填が出る（家族手当金庫など）。３～５歳児のほとん

どがエコール・マタネルに在籍していることから、保育サービスは３歳未満の

子供及び幼稚園の時間外の保育が中心となっている。 

 

 これらの保育施設は、義務教育就学前の子供を受け入れる施設のうち社会福

祉的サービスとして位置付けられ、有償であるのに対し、教育機関であるエコ
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ール・マタネル（ l ' é c o l e  m a t e r n e l l e）は公教育の無償性を原則とする教

育制度の下、原則的に公立校は全て無償となっている。 2 0 1 9 年以降、義務教

育の開始年齢が 6 歳から 3 歳に引き下げられたことにより、幼稚園の初等教育

としての立ち位置は明確に強化された。実際に政府からも「真の学校」として、

「言語の習得と子どもの開花」に向けて一層傾注しなければならないと言われ

ている。 

 

 幼稚園は３～５歳の全ての子供に教育を保障し、経済・社会・文化的格差を

是正する点から、社会的に恵まれていない環境に置かれる幼稚園では２歳児の

受入れが促進されている。また、幼稚園は教育制度の中で小学校と同じ「第１

段階（pr e m i e r  d e g r é）」に位置付けられており、幼稚園の教員資格をはじめ、

管理・運営や財政構造は小学校と同様となっている。幼稚園は将来的に子供が

学業で成功するための基礎を作る場となることが目指されている。 

 

 公立のエコール・マタネルが全て無償であることから、 3 - 5 歳児童の 9 0％

程度は幼稚園教育を無償で受けている。また、私立校であっても、収入などに

よって補助金が受けられる場合もあり、フランスにおける乳幼児教育は一定の

機会を担保していると言える。また、 Z E P 呼ばれる優先教育地域も存在する。

これは、教育の機会均等を保障し、社会的文化的経済的不平等の解消を図り、

不平等が学業にもたらす障害を取り除くことを目的に政府が指定した区域であ

る。現在においても優先教育ネットワークというかたちで継続している。この

ようにフランス政府は積極的に教育格差に対して介入している。 

 

 このように幼稚園を「学校」として捉える側面が強い一方で、時間外託児所

的に扱われている側面も存在する。女性の社会進出が強化されるにつれ、保育

所的な側面を強めているとも言える。ここから、フランスでも保育所・幼稚園

の境界線が曖昧になってきているという 1 つの示唆を得ることが出来る。日本

と同様に、子ども園（ j a r d i n  d’ e n f a n t s）が集団保育所と幼稚園の中間的

な保育施設として設立されていることからも、その示唆が出せる。 
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3 .  日仏における幼児教育の比較 

3 . 1 .  共 通 点   
 真っ先に挙げられる共通点としては、物理的な環境面が挙げられる。特に、

委託施設としての保育所・教育施設としての幼稚園が共に存在する点は共通し

ている。乳幼児に対する教育自体が、明治維新以降に欧米から取り入れたもの

であるため、日仏で保育所・幼稚園が並立した状態が共通しているのだと考え

られる。両者の機能が共存したこども園も両国で存在していることも共通点で

ある。これは女性の社会進出と共に委託機能と教育機能を備えた施設の需要が

高まり、徐々に幼保の統合がなされていくことを示唆している。また、全国的

な幼稚園の数・施設利用者数・人口に対する施設利用者数の割合なども近しい

数字となっている（図 1 1 参照）。このように日仏では物理的な環境面が類似し

ている。 

（図 1 1 ）  

 

 また大きな共通点として挙げられるのが、 3 歳以上の乳幼児教育が無償化さ

れている点である。先述した通り、日本では 2 0 2 0 年に無償化が実現されたば

かりである。また、フランスでは戦前から乳幼児の教育費は無償であることが

慣例であった。両国共に教育の無償化の結果として、いかなる家庭であっても

乳幼児の教育施設に対して公平に開かれた状態になっている。つまり、所得に

よる制限を完全に無視して、国民全員に対して最低限度の教育機会の保証をし

ていると言える。 

 

 また、現状の教育施設へのアクセス面だけでなく、その歴史自体も似通って
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いることが分かる。日仏共に、第二次世界大戦以降に徐々に乳幼児教育施設の

環境面が整っていき、 1 9 7 0 年代以降は多くの乳幼児が何らかの施設には入っ

ていたことが分かる。この整備に際して、法整備やインフラ整備などを先導し

た政府の役割が大きかったことも共通している。現在にほぼ近しい状態となっ

たのは女性の社会進出が積極的に進んだ 2000 年代であり、この頃から両国共

に 3 歳以上の通園率は 9 割近くなっていることが読み取れる（図 1 2 参照）。 

 

 
（図 1 2 ）（出典︓両国統計局） 

3 . 2 .  相 違 点  

 まず挙げられる相違点としては、そのカリキュラムであろう。乳幼児教育の

見据える目的が異なるゆえに、そのカリキュラムの内実にも違いが見られる。 

 

 日本の教育課程では、乳幼児教育を「小学校に接続し、義務教育の基礎を培
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う段階」と明確に定義しており、乳幼児教育が学校教育の準備教育として位置

づけられている印象を受ける。しかし、同時に教育課程における教育内容・方

法の記述には、生活指導に近い側面も見られる。つまり、日本では認知的側面

と社会的側面（非認知能力の獲得）の両方が重視されているため、就学準備カ

リキュラムと生活基礎カリキュラムの区別は明確ではない。むしろ、その両方

を培うような「遊びの中で学ぶ」ことがカリキュラムとして設定されている。

また、施設面でもこれらの目的に沿って種々の遊具や空間設計がなされている。 

 

 一方、幼児教育はフランスの教育課程において、生徒の学業成績を保証する

ための重要なとして位置づけられている。その主な使命は、子どもたちが学校

に行って学び、自己を主張し、個性を伸ばすようにすることだとされている。

これは、フランスが多文化共生社会であるゆえ、その中でも全員に最低限のフ

ランス語習得をしてもらうことが生活でのコミュニケーションを成立させる上

で重要であるという背景がある。あくまで学業成績を保証するための小学校の

前段階として位置づけられているゆえ、自己主張の方法や個性の伸長は「文字」

「数」「その他の学習分野の発見」を通した「アカデミック」な方法で行われ

る。実際に文字や数字についての授業が行われるのが特徴であるが、同時に遊

びを通した問題解決能力の育成も図られている。ただし、遊びの比重が日本と

比べて低く、アカデミックな側面が重視される。これは 2 0 1 9 年に義務教育年

齢が 3 歳に引き下げられることに最も顕著に表れている。義務教育年齢に含ま

れているということは、幼児教育施設が学校（公教育）の一部として見なされ

たことを意味している。 

 

 このように、遊びを通して生活の基盤と就学準備（認知能力・非認知能力）

の両方を目指す日本と、就学準備の側面を強く打ち出すフランスでは、教育内

容が異なる。 

 

 次に大きな相違点として挙げられるのは 2 歳児の就園率である。図 1 3 より

日本が増加傾向にある一方でフランスでは減少傾向にあることが読み取れる。 
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 日本では何度も述べているような女性の社会進出による委託施設の需要増加

で幼稚園の就園前から施設に預けることが一般化してきた。特に平成初期から

この傾向が強く見られ、 2 歳児・さらには 1 歳児の就園率は現在でも増加傾向

にあると言える。また、保育所等の施設が増設され続けていることでその需要

を埋めるだけの十分な枠が確保され続けていると言える（待機児童問題は現在

ほぼ解消に向かっている）。 

 

 
（図 1 3 ）（出典︓各国統計局） 

 

 一方でフランスでは 2 歳児の就園率が減少している。これは、 1 9 9 6 年から

出生率が一時的に増加した結果として児童数が増加し、即時的に施設の増設を

することが出来ず、 3 歳以上の就園を優先していったことが挙げられる。つま

り、就園する児童数や周辺施設の数は大きく変化していないことが、上記の図
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1 0 から読み取ることが出来る。また、児童数とは別の要因としてフランス国

内の児童就学に対する議論も挙げられる。 2 歳以前の就学の効果に対してフラ

ンスでは度々議論が巻き起こっており、政権与党の政策方針により 2 歳以下の

就園がむしろ奨励されないケースもある。それら 2 つが重なった結果としてフ

ランスの 2 歳児の就園率が減少傾向にあると推察できる。 

 

4 .  日仏における幼児教育と経済の相関性 

 ここまでは、日仏の乳幼児教育の変遷や現状について比較しながら述べてき

た。ここでは、 1～ 3 章の論を前提として、日仏の乳幼児教育に対する公共投

資額と、国家の経済指標について取り扱う。まずは投資額自体について O E C D

のデータを参照しながら日仏で比較する。そしてそれと種々の経済指標との相

関性についても検討する。特にここで扱うのは 1 人当たり G D P・ G D P 成長率・

労働生産性（1 人あたり）・労働生産性（1 時間あたり）の 4 つの指標である。

序論でも述べた通り、 O E C D としても乳幼児教育への予算投資が国の将来にど

れだけ貢献できるかを議論している最中である。幼児教育・保育への投資が政

策的に未来に対してどれほどの効用があるのかをここでは見る 

 

4 . 1 .  両 国 の 国 家 と し て の 幼 児 教 育 へ の 投 資  

 まず、日仏の教育投資割合（ G D P 比）は以下の図 1 4 のようになる。日本が

O E C D 平均を下回る一方でフランスは O E C D 平均を上回る結果となり、自国の

G D P 比で教育への投資割合はフランスが上回る結果となった。 
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（図 1 4 ）（出典︓O E C D ） 

 

 次に、乳幼児教育への投資について調べると以下のようになった。図 1 5 で

は G D P 比の乳幼児教育投資割合・図 1 6 では政府の教育支出に占める乳幼児教

育割合を示したものであるが、この両者からもフランスは日本以上に投資して

いることが見て取れる。特に重要なのが直近 2 0 年近くでこの割合の推移がほ

ぼ変化していない点であろう。直近で乳幼児教育の投資対効果が個人単位で認

められていたからと言って、それが国家の政策レベルに反映されているわけで

はないことが分かった。 
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（図 1 5 ）（出典︓O E C D ） 

 

 

（図 1 6 ）（出典︓O E C D ） 

 

 しかし、乳幼児 1 人あたりの投資額で見ると日仏で大差がないことが分かる

（図 1 7）。これらの図から、日本は急激な少子高齢化の進行により若年層比率

がフランスに比べて少ないため、投資の割合で見るとフランスに大差をつけら

れてしまうと示唆される。一方で 1 人あたりの投資額でみると O E C D 水準を保
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っていることから、乳幼児 1 人 1 人にかけられている費用が近しく、ゆえ上記

で比較したように乳幼児にとっての物理的な環境面で日仏の差が少ないと考え

られる。 

 
（図 1 7 ）（出典︓O E C D ） 

 

4 . 2 .  両 国 の 幼 児 教 育 へ の 投 資 額 と 経 済 指 標 の 相 関 性  

 ここでは、日仏の幼児教育投資と国の経済指標（1 人あたり G D P・ G D P 成長

率・ 1 人当たり労働生産性・ 1 時間あたり労働生産性）の関係性を探る。前提

として、乳幼児に対する投資は、投資されてから 2 0 年を目処にリターンが返

ってくることを想定した。つまり、 0 - 5 歳に対する投資はその 2 0 年後に彼

ら・彼女らが社会人となってから還元されると考えた。ここでは、より具体的

に 1 9 9 8 年 - 2 0 0 2 年の投資結果が 2 0 1 8 年 - 2 0 2 2 年に反映されると考えて議論
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を進めることにする。議論を簡素化していることは承知なものの、 1 9 9 8 年以

前のデータが O E C D データベース上にないため、これ以上遡って関係性を見る

ことが出来なかった。 

 

 また、乳幼児に対する投資がいつから還元されるのか、という問いに対して、

2 0 代前半に絞った経済データを見るべきであるのも承知である。特に 1 人あ

たり G D P や労働生産性を年代別に絞って測定することが出来ればより精緻な分

析をすることが可能だが、 2 0 代前半以外の数値を排除してデータを抽出する

ことが出来なかったため、全年代を含んだ 1 人あたり G D P・労働生産性を用い

て議論を進めることにする。 

 

 以下の図 1 8・ 1 9 の棒グラフは全て国家の乳幼児教育に対する投資割合

（ G D P 比）であり、折れ線グラフが各経済指標を表している。まとめて全て見

ると、どの経済指標も投資割合の大小に応じていることが分かる。 1 人あたり

G D P・ G D P 成長率・労働生産性は投資割合と一定の関係がある可能性が示唆さ

れる。一方で、これらの数値は世界全体で常に増加傾向にあることを念頭にお

かねばならず、あくまで多く投資をした分だけ増えている可能性がある程度に

留めるべき示唆だと考えられる。 

 

（図 18）（出典︓OECD） 
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（図 19）（出典︓OECD） 

 

5 .  結論 

 本レポートでは、日仏の乳幼児教育の歴史（特にアクセス面）を振り返り、

現状の制度・施設・カリキュラムを整理し、日仏の共通点・相違点を探りなが

ら、最終的に両国の公共投資額と経済指標の相関性について探ってきた。 

 

 まず日仏の乳幼児教育の歴史を振り返ると、戦前から幼稚園・保育施設はそ

れぞれ教育現場・委託施設として存在しており、戦後から乳幼児教育は一般家

庭まで普及していった。特に政府による法整備・インフラ整備が一助となり、

2 0 0 0 年には両国共に 3 歳以上の就園率が 9 割近くなるなど現代の水準に達し

た。 

 

 現状のそれぞれの制度を見ると、共通点として保育園 /幼稚園が存在する点、

それらが徐々に統合されていっている点、 3 歳以上のほとんどが何らかの施設

に通っている事実と 3 歳以上の教育無償化制度、教育施設の数や人口などの数

値が近いことが挙げられた。また、相違点としてはカリキュラムの中身が異な

ること、 2 歳以上の就園率が日本で増加傾向にある一方でフランスでは減少し

ていることを述べた。カリキュラムについては、日仏で乳幼児教育の立ち位置

が若干異なるゆえに、教育色が強く出るフランスと遊びの中での学びを重視す

る日本でカリキュラム自体にも差が生まれることが分かった。特にフランスで

は義務教育に位置づけられたことで、よりアカデミックな側面が強化されてい
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ることを示唆した。 

 

 そして最後に投資額と経済指標の関係性を探った。国家の G D P や国家支出に

占める乳幼児教育の割合はフランスの方が日本に比べて 6 倍ほど大きい数値で

あったが、乳幼児 1 人あたりの教育支出で見ると日仏に大差がないことが分か

った。また、 2 0 年前の乳幼児教育に対する投資結果と、この 5 年の経済指標

との相関を探ったが、結果として投資額が大きければ各指標（ G D P 成長率・ 1

人あたり G D P・ 1 時間あたり労働生産性・ 1 人あたり労働生産性）も大きくな

ることが分かった。 

 

 課題としては大きく 2 つが挙げられるだろう。 1 つは質に関する議論が未だ

に出来ていない点である。特に質に関するデータを取りながら議論を進めるこ

とが出来なかったのが課題として残る。これは、全土観測可能な指標が浸透し

ていないことが観測の困難さを招いており、まずは早急に日本国内・フランス

国内で用いることのできる統一指標の作成が求められる。また、乳幼児教育に

対する公共投資額自体を調べることは出来たが、その投資が教育の質にどれだ

け跳ね返りがあったのか測定することが出来ていない。統一指標を作ってから

も、時間をかけて投資の結果として質がどれだけ高まったか経過観察する必要

がある。 

 

 2 つ目の課題としては、公共投資額と乳幼児が成人した際の経済指標の間の

関係性を厳密に示せていない点。特に、本レポートでは因果関係を証明するこ

とが出来ていないだけでなく、相関関係すら明確に示せていない。相関関係を

示すためにも、直近 5 年と 2 0 - 2 5 年前のデータのそれぞれを 1 つのデータと

して抽出するだけでなく、それ以前のデータまで含めて散布図を作成できるだ

けのデータセットを揃える必要がある。しかし O E C D のデータベースにはこれ

以上のデータが存在しなかったため、継続的にデータを取り続けてもらい再度

分析にかけたい。また、ミクロに一人一人の生徒を追うと、乳幼児教育の投資

が人生単位でリターンがあることや税収増加に繋がることは先行研究からも明

らかになっていたが、相関性すら厳密に示せなかったことで、国家単位の投資



 

192 

192 

とそのリターンの関係について明確に述べることが出来なかった。今後はとに

かくデータを揃えること、データ分析手法を私自身が学ぶことが必要になる。 

 

 2 つ目の課題に付随して、今回のレポートで最後まで課題として残っていた

のが「乳幼児教育に対する投資から 2 0 年後」の経済指標を見ると、その他の

変数の排除がしきれないことである。一概に乳幼児教育の影響なのか、その他

の事象の影響なのかを見ることが出来なかった。ゆえに直近 5 年間の加重平均

を取ることで、景気の影響などを一定排除しようと試みたが、厳密に計算が出

来ているとは言えない。 

 

 また、今回のレポートを通して、国家単位での乳幼児教育への投資効果の検

証は、非常に高難易度だと理解した。個々人の追跡研究ですらタイムスパンを

長く要する研究であり、多変数が絡む統計分析が必要になるにも関わらず、こ

れを国家単位で考えようとするとかなり現実とはかけ離れた分析に終始してし

まうと感じた。効果検証自体が難しいゆえに、意思決定に活かそうとすると更

に複雑になることも感じられた。実際に O E C D が投資の効果検証にチャレンジ

しその効果があると分かっているのにも関わらず、現状の各国政府がなかなか

予算をつけていないことからも、リターンまでのタイムスパンのかかる投資の

意思決定は、重要だが緊急度が低いものとして扱われてしまうのではないかと

考えられる。その結果として、乳幼児教育に対する大胆な投資が進んでいない

現状があるのであれば、時間をかけて種々のデータを集めて乳幼児教育の効果

を実験するべきではないかと考える。 
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E c o n o m i c  A d v i s e r s ( 2 0 1 4 ) ,  T h e  E c o n o m i c s  o f  E a r l y  C h i l d h o o d  I n v e s t m e n t s  
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